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大項目 中項目 小項目 施設所管課 行政企画課 備考

通則条例・規則 通則条例・規則の改正 ○

制度運用手続の統一 制度運用ガイドラインの策定、改定 ○

情報の伝達、共有 担当者会議、研修会の開催 参加 ○

設置条例の制定・改正 ○ 協議

事前検討（公募／非公募、選定単
位、目標指標、基準価格等）

○ 協議
基準価格については
財政課と協議

公募の方針決定（公募の時期、期
間、公告の日程、広報等）

○ 協議
複数部局にまたがる場
合は、行政企画課が
調整

募集要項等の作成 ○ 協議

各施設の公募ＨＰの作成、公開 ○
行政企画課
ＨＰからリンク

選定委員会の設置、開催等 ○

現地説明会 ○

選定の特例
パブリックコメント、有識者意見聴取
等

○ 協議

指定管理候補者の決定 指定管理候補者の決定 ○ 合議

指定管理者の指定議案提出 ○ 合議

指定管理者の指定、指定通知（指令
書）

○ 合議

指定の告示 指定管理者の指定の告示 ○ 時期の調整
時期については法務
室と協議

基本協定締結 基本協定締結 ○ 合議

業務計画書の承認 ○ 写しの提出

年度協定締結 ○
協定書（案）の
写しの提出

モニタリング モニタリングの実施
定期モニタリング、随時モニタリング
等

○

所管課評価 所管課による評価 ○

第三者評価 指定管理者評価部会による評価
ヒアリング
対応等

○

公表 評価結果の公表 ○

フォロー 評価結果への対応 ○ 指定管理者に指示

年度協定 年度協定締結
３月下旬で行政企画
課が別途指定する日
までに提出。

評価

指定管理者制度運用に係る事務担当表

全般的事項

選定手続等

事前準備

公募

指定管理者の指定
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　　　　　　指定管理者制度の導入・更新手続に係る標準的スケジュール

従
前

　 　管理形態の検討（管理開始年度の前々年度中）

　　 　・施設の設置目的と現状を点検　　　　　・個別法、類似施設、先行事例の調査等

　　 　・「県民の満足」のために効率的、効果的な管理形態を検討する。

 民間活力の活用検討

　・アウトソーシング 　第２回定例会

　・NPO等との協働 　・設置管理条例の制定又は改正　※新規導入又は必要がある更新施設のみ

　７月上旬　　選定委員会開催 　　　

（選定方針・審査基準の策定）

　７月下旬　　募集開始 　　７月下旬　　パブリックコメント開始

（募集の公告、募集要項の公表）

　８月上旬　　現地説明会開催

　９月下旬　募集終了 　　８月下旬　　パブリックコメント終了

　　　　　　　 暴力団排除の県警協議 　

　　９月中旬　　パブリックコメント結果公表

１０月中旬～　選定委員会開催 　　９月下旬　有識者意見聴取

(指定管理候補者の選定）

　４月～　直営による 　４月～　　指定管理者による管理

　　　　　管理 　　　　　　　　・事業報告の義務　　・指定管理者に対する監督（モニタリング）

新
た
な
管
理

選
定
手
続
等

直　　　営 指定管理者制度

直　　　営

（行政組織）

指定管理者制度

民間事業者、NPO、出資法人、公共団体、公共的団体

管
理
形
態
の
検
討

　第４回定例会　　指定管理者指定議案審議

　１２月下旬～　指定管理者の指定・告示

　１月上旬～　　基本協定・年度協定の締結

　第１回定例会　　債務負担行為補正予算議案審議

管
理
方
針
の
決
定

　・導入・更新の概要について説明（各常任委員会）

  ５月下旬　　基準価格（委託料の上限額）ヒアリング（財政課）

公募の施設 任意指定の施設

　第３回定例会　　債務負担行為予算議案審議　

　１０月下旬　　指定管理候補者決定
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1 

 〈募集要項例〉

大分県○○センター

指定管理者募集要項

令和○年○月○日

大 分 県

  

－4－



2 

○○センター指定管理者募集要項

１ 指定管理者募集の目的 

従来、公の施設の管理受託者については、公共団体等に限定されていましたが、平成

１５年９月の地方自治法の一部改正により、指定管理者制度が創設されました。これは、

公の施設の管理を、民間の事業者に門戸を開放し、民間の事業者の有するノウハウを活

用することにより、県民サービスの向上と経費の節減につなげようとするものです。 

指定管理者の選定にあたっては、広く事業者を公募し、管理運営について創意工夫の

ある提案を募集します。 

本募集要項は「○○センター」の指定管理者の募集に関して必要な事項を定めたもの

です。 

２ 対象施設の概要 

（１）施設の名称   ○○センター 

（２）施設の所在地  ○○市○○丁目○○番○号 

（３）施設の設置目的（施設の沿革、役割等） 

（４）運営の方向性 

（５）目標指標 

県では、○○センターの運営に関して次のとおり目標指標を定めていますので、

これが達成できるように努力してください。 

（目標指標） 

（６）施設の概要 

    （建物構造、敷地面積、延床面積、建築面積、開館（設置）、総工費、主な施設  

内容等） 

   ※詳細は、「○○センター管理業務仕様書」を参照のこと。 

    整備期間中の施設については整備計画を示す必要 

（７）事業概要（○○センターの設置及び管理に関する条例に掲げる事業）

    ○○センターで行う事業の内容を記載 

（８）事業実績等 

これまでの施設の運営体制、事業実績等（事業実施状況、利用状況、収支状況等）

については、別添の「○○センターの事業実績に関する資料」を参照してください。 

３ 管理の基準    個別条例で指定管理者の管理の基準として掲げた事項を記載

  指定管理者が管理業務を行うにあたり、次の事項を遵守すること。なお、詳細は「○

○センター管理業務仕様書」を参照してください。 

 (１)開館日、利用時間等 

管理業務仕様書のとおりですが、知事の承認を得て変更することも可能です。 

(２)適切なサービスの提供を行うこと。 

 (３)センターの施設及び設備の維持管理を安全かつ適切に行うこと。 

－5－



3 

   指定管理者において緊急事態等を想定した危機管理体制の整備や安全管理マニュ

アルを策定（するとともに、防災士の資格を持つ常勤職員を１名以上配置）し、随時

の従業員に対する研修や緊急事態等の対応についての訓練等により、事故防止や安全

管理の徹底を図ること。 

 (４)業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。 

 (５)業務を遂行する上で、以下の関係法令及び条例を遵守し、適正な管理業務を行うこ

と。 

（ア）○○○○法、同法施行令、同法施行規則 

（イ）○○センターの設置及び管理に関する条例、同条例施行規則 

（ウ）大分県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（以下「指定手続

条例」という。）、同条例施行規則 

（エ）大分県行政手続条例 

指定管理者が施設の利用者に対して行う許可その他の処分には、大分県行政

手続条例が適用されるので留意すること。 

（オ）大分県情報公開条例 

指定管理者が施設の管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等で

指定管理者が管理しているものの公開については、別途指定管理者において情

報公開規程を定めるなどにより、適正な情報公開を行うこと。 

（カ）個人情報の保護に関する法律 

指定管理者が施設の管理業務を通じて取得した個人情報の取扱いに関して

は、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理を行うほか、個

人情報を保護するために必要な措置を講じること（具体的には別途協定で定め

る）。 

なお、個人情報の開示については、別途指定管理者において規程を定めるな

どにより適正な取扱いに努めること。 

（キ）地方自治法（第２４４条、第２４４条の２） 

（ク）労働関係法令 

（ケ）行政不服審査法、行政事件訴訟法 

指定管理者が利用不許可処分等を行う場合においては、行政不服審査法に基

づく審査請求、行政事件訴訟法に基づく処分の取消しの訴えを行うことができ

ること等を処分の相手方に教示する義務があります。 

（コ）その他関連する法令 

 (６)文書の管理・保存 

指定管理者が、施設の管理業務を行うにあたり作成し、又は取得した文書について

は、大分県文書管理規程等に準じて、別途指定管理者において文書管理規程等を定め、

適正な管理・保存を行うこと。 

 (７)事業計画書及び収支計画書の提出 

毎年度○月末までに、次年度の事業計画書及び収支計画書について、県と調整を図

ったうえで作成、提出すること。 

 (８)事業報告書の提出 
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毎年度終了後に、指定管理業務全般に係る事業実績報告書を作成し、翌年度の○月

○日までに提出すること。 

 (９)その他 

管理の基準の細目については、県と指定管理者の間で締結する協定で定めるものと

します。 

４ 指定管理者が行う業務    

（１）管理業務      個別条例で指定管理者の業務として掲げた業務を記載

  ア ○○○○ 

  イ ○○○○ 

  ウ その他、センターの管理に関する事務のうち、知事のみの権限に属する事務を除

く業務 

    ※知事のみの権限に属する事務は、行政財産の目的外使用許可（地方自治法第２

３８条の４第４項）、審査請求に対する決定（地方自治法第２４４条の４）等法

令により定められているものです。 

（２）自主事業 

  ア 指定管理者は、○○センターの設置目的に合致し、かつ、管理業務の実施を妨げな

い範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるもの

とします。 

イ 指定管理者が自主事業を実施する場合には、あらかじめ県の承認を受けなければ

なりません。 

（３）サービス改善提案事業 

   ア 応募者は、別記の現行サービスを参考にして、上記（１）の管理業務の質を高める

サービス向上策及び（２）自主事業のうち、各年度（○○万円※）（消費税及び地方

消費税を含む。）の範囲内で、特に優れた提案と考えるものをサービス改善提案事業

として申請することができます。 

    なお、指定管理候補者の選定においては、選定委員会は、当該サービス改善提案事

業の内容を含めて審査を行い、指定管理候補者を選定します。 

    ※基準価格１億円以上の場合は１００万円、基準価格１億円未満の場合は５０万  

円とし、それぞれ消費税率を乗じた額を上限とする。 

  イ 「サービス改善提案事業」として申請された事業については、指定管理候補者選定

後、選定委員会が「更なる県民サービス向上につながる特に優れた提案」であるかを

審査し、採択の可否を決定します。 

  ウ 選定委員会において、申請した事業がこの事業に採択された場合には、事業実施

に係る県からの委託料を加算した額を提案価格とするため、金額を変更した申請書

を再度提出していただきます。 

    なお、サービス改善提案事業として採択されなかった事業については、（１）管理

業務又は（２）自主事業として実施していただくこととなります。 
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     ※「選定委員会」については、○○ページ「９ 指定管理者の候補の選定」を参照

してください。 

（４）留意事項 

  ア 指定管理者が実施することとなる管理業務の詳細及びその基準については、別添

「大分県○○センター管理業務仕様書」を参照してください。 また、「利用者から

の意見、要望等と指定管理者の対応状況」について、同仕様書において示しているの

で、サービス向上策の参考とし、採り入れる余地があるものについては、積極的に改

善の提案を行ってください。 

   イ 管理業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできません。ただし、

業務の一部について、県の承認を得た上で、専門の事業者に委託することは可能で

す。  

   ウ 事業の評価結果等により、指定管理者の業務が基準を満たしていないと判断した

場合、改善の勧告、指示等を行い、なお改善が見られない場合は、指定を取り消すこ

とがあります。 

  

《アの「利用者からの意見、要望等と指定管理者の対応状況」仕様書記載例》 

○利用者からの意見、要望等と指定管理者の対応状況 

 利用者からの意見、要望等と指定管理者の対応状況について、主なものを以下に示しま 

す。サービス向上策の参考とし、採り入れる余地があるものについては、積極的に改善の

提案を行ってください。 

利用者からの意見、要望 指定管理者の対応状況 

近隣の観光スポットを教えて欲しい。 施設内において周辺の観光マップの掲示

や、近隣施設のパンフレットの設置などを

行った。 

事務局の窓口が分かりにくい。 目的ごとに窓口カウンターを色分けした。

本来県が設置者として対応すべきもの（施設によって異なるが、基本協定上、県負担とな

る一件５０万円を超える修繕料を要する施設改修など）は、記載しない。 

５ 指定の期間 

指定管理者が○○センターの管理を行う期間は、令和○年４月１日から令和○年３月

３１日までの○年間を予定しています。 

この指定の期間は、県議会の議決により確定することになるので留意してください。 

なお、指定の期間内であっても、管理を継続することが適当でないと認めるときは、

指定を取り消すことがあります。 

６ 経費

（１）管理業務に要する経費の支払い 

県は、指定管理者の業務を実施するために必要な経費として、選定された指定管理者

が提示した額を上限として委託料を支払います。委託料の上限額、支払時期、支払方法
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等については、大分県と指定管理者で締結する協定書で定めることとし、各年度の委託

料は、県と指定管理者との協議によって決定することとします。 

○○センターの管理業務に係る委託料の上限額（以下「基準価格」という。）につい

ては、以下のとおり設定しており、申請に当たっては、基準価格以内の委託料に基づい

て事業計画及び収支計画を作成することとします。 

（基準価格）   令和○○年度 ○○，○○○円

令和○○年度 ○○，○○○円

令和○○年度 ○○，○○○円 

令和○○年度 ○○，○○○円 

令和○○年度 ○○，○○○円

なお、年度毎の基準価格は消費税及び地方消費税を含んだ額であるので、留意して下

さい。 

また、基準価格を超えた委託料の額に基づいた申請があった場合、失格とします。 

委託料の増額は、災害等の特別な場合を除き、原則として行いません。 

《使用料の設定がある施設で、メリットシステムを導入する場合の追加例》 

 ただし、使用料にかかる収入が、収入目標額○，○○○千円の±１０％を上回る変  

動があった場合、その２分の１を翌年度（最終年度においては当該年度）の委託料に 

反映させることとします。 

  ※ 整備期間中で指定期間内に施設の追加が予定されているものについては、経費負   

担をどうするか等を明記する。（詳細は管理業務仕様書中で記載） 

※  業務援助のための職員派遣の継続を許容する場合には、派遣にかかる人件費等を 

織り込んだ上で提案価格を作成するように明記する。   

（２）賃金水準変動への対応 

 ア 指定管理業務に要する経費について、賃金水準をはかる指標に一定以上の変動がみ

られた場合に、委託料の調整を行う制度（賃金スライド制度）を適用します。 

 イ 対象経費 

  ① 指定管理施設職員の人件費（非正規職員相当含む） 

② 第三者委託料（警備・清掃・機械保守管理等） 

ウ 賃金水準の変動率 

変動率は、各年度の人事委員会勧告や建築保全業務労務単価等の指標の変動を踏ま

え、年度ごとの変動率を算定し適用します。 

また、当該変動率を適用した場合における指定管理者のリスク分担は１．０％とし

ます。 

エ スライド制度のイメージ 

① 指定年度 

指定管理施設職員の人件費について、指定時は当年度の人事委員会勧告発表前の基
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準価格に基づき公募（又は任意指定）を実施しているため、人事委員会勧告後の変動

率等による影響額を算定し、０年目スライド額として１年目の委託料に加算 

② １年目以降の取扱い 

 指定管理施設職員の人件費及び第三者委託料について、 

（ⅰ）賃金水準の変動率【Ａ％】が、「指定管理者のリスク分担１．０％分」を上回

った場合【Ａ％＞１．０％】→ 増額 

     計算式：「基本契約基準価格」＋「過年度スライド額」＋「当年度スライド額

【Ａ％－１．０％】」で算出 

（ⅱ）賃金水準の変動率【Ａ％】が、「指定管理者のリスク分担１．０％～△１．０

％分」の範囲内の場合【△１．０％≤Ａ％≤１．０％】→ 変更なし 

（ⅲ）賃金水準の変動率【Ａ％】が、「指定管理者のリスク分担△１．０％分」を下

回った場合【Ａ％＜△１．０％】→ 減額 

     計算式：「基本契約基準価格」＋「過年度スライド額」－「当年度スライド額

【Ａ％＋１．０％】」で算出 

（３）管理業務に要する委託料の精算 

指定管理者が業務を県が示した水準どおりに確実に実施する中で、利用料金収入や事

業収入の増加、経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された剰余金につい

ては、原則として精算による返還を求めません。 

  ※ 実態と合わせるため、想定される収入の内訳により下線部を加除修正する。 

  ※ 精算が必要な施設についてはこの限りではない。 

《精算する場合の表記例》 

県が支払った委託料については、指定管理者から提出された事業報告書を元に内容を 

確認し、精算します。

《光熱水費の精算がある場合の表記例》

ただし、光熱水費については、今回の指定期間に限り、原則、以下のとおり精算する

ものとします。なお、申請書類の収支計画書については、以下の基準額で作成してくだ

さい。 

ア 光熱水費 

（ア）基準額 

光熱水費  ○,○○○千円 

（イ）精算方法 

① 各年度の実績額が基準額未満かつ、当該光熱水費の令和○年度から令和○年度

の実績相当額から算出した３カ年平均額※を超過した場合、実績額と基準額の差

額を精算する。 

② 各年度の実績額が、当該光熱水費の令和○年度から令和○年度の実績相当額か

ら算出した３カ年平均額※を下回る場合、基準額と３カ年平均額の差額を精算す

る。 

③ 各年度の実績額が基準額を上回り、委託料の不足が発生した場合、県と指定管
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理者との協議を行い、対応を決定する。 

※３カ年平均額 ○,○○○千円 

① 「基準額 ＞ 実績額 ＞ ３カ年平均額」の場合 

【計算式】精算額 ＝ 基準額 － 実績額 

② 「３カ年平均額 ＞ 実績額」の場合 

【計算式】精算額 ＝ 基準額 － ３カ年平均額 

③ 「実績額 ＞ 基準額」の場合 

【計算式】委託料の不足額 ＝ 実績額 － 基準額 

⇒ 県と指定管理者との協議のうえ、対応を決定 

（４）サービス改善提案事業に要する経費 

 ア この事業に要する経費は、管理業務に要する経費とは別枠とし、事業終了後に精算

して支払います。 

イ 選定委員会において、申請した事業がこの事業に採択された場合には、事業実施に

係る県からの委託料を加算した額を提案価格とするため、金額を変更した申請書を再

度提出していただきます。 

ウ ○○センターのサービス改善提案事業に係る委託料の上限額については、以下のと

おり設定しており、申請する事業は、上限額以内の金額で、収支の内訳がわかるよう

に（１）の事業計画及び収支計画に含めて作成することとします。 

 （別途様式を参照してください。） 

（サービス改善提案事業上限額）

令和○○年度 ○，○○○，○○○円

  令和○○年度 ○，○○○，○○○円

令和○○年度 ○，○○○，○○○円 

令和○○年度 ○，○○○，○○○円 

令和○○年度 ○，○○○，○○○円

なお、年度毎の上限額は消費税及び地方消費税を含んだ額であるので、留意して下

さい。 

（５）管理口座・区分経理 

指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、団体自体の口座とは別の口座で管理

してください。 

また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理

してください。 
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７ 応募資格      ※ 必要に応じて追加すること

（１）応募者の資格 

応募しようとするものは、次の○～○までのいずれにも該当する法人その他の団体

（以下「法人等」とする。）であること。 

①  応募しようとする者（共同事業体の場合は代表企業・団体をいう。）が大分県内に

事務所を置く又は置こうとする法人等であること。 

②  地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない法人であること。 

③  大分県から指名停止措置を受けていない法人であること。 

④  県発注工事に係る請負契約等に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続している   

ことから、指定管理者として不適当と認められる者でないこと。 

・契約書に基づく措置要求に従わない等、請負契約等の履行が不誠実であること。 

・一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機 

関等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であるこ 

と。 

 ⑤ 以下の暴力団関係者排除対象者に該当しないこと。 

    指定管理者の指定を受けようとする団体若しくはその代表者等（法人にあっては、

非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者、任意の団体にあっては、その代

表者及び経営に事実上参加している者。以下同じ。）又は指定を受けた団体若しくは

その代表者等が、次の事項のいずれかに該当すると認められる場合 

  （１）暴力団関係者である場合 

  （２）暴力団関係者に金銭、物品その他の財産上の利益を与えた場合 

  （３）暴力団関係者を使用した場合 

  （４）暴力団関係者と密接な交際等を有している場合 

   ※詳しくは「指定管理者からの暴力団排除に関する連絡体制の確立についての合意

書」を参照してください。 

 ⑥ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていない者であるこ

と。また、銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営

状況が不健全であると判断される者でないこと。 

 ⑦ 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が知事に対してあり、当該状態が継続し

ている場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと。 

 ⑧ 県税、法人税、消費税等を滞納していない法人等であること。 

（２）応募者の形態 

   応募者の形態は、以下に示す形態のいずれかとします。 

  ・単独団体 １つの企業・団体（株式会社、任意団体等、組織形態は問わない。） 

  ・ＳＰＣ 主として本施設の管理を目的として新たに設立する特別目的会社 

・共同事業体 複数の企業・団体から構成される共同事業体 

     ※ 応募時に設立していなくても応募できることとしますが、その場合、その実

現性を証明する資料を提出してください。 

また、大分県議会の指定の議決（令和○年１２月予定）までに、法人登記簿謄
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本又は法務局登記官の受領書を提出してください。 

     ※ 共同事業体の形態をとる場合には、必ず代表企業・団体を明記することとし、

協定の締結にあたっては共同事業体の構成員全てを協定当事者とします。選定

後の協議は代表企業・団体を中心に行いますが、協定に関する責任は共同事業

体の構成員全てが負うこととなります。 

８ 指定管理者の公募手続 

（１）公募スケジュール 

具体的な実施スケジュールは以下のとおりです。ただし、問い合わせ等は、土曜日、日

曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く開庁日の午前９時から正午ま

で、午後１時から午後５時１５分まで（以下、「開庁時間等」という。）にお願いいたし

ます。 

     （スケジュール）  ※分かれば時間まで記載。予定であれば(予定)と付記。 

 ○月○○日（ ） 募集要項等公表 

 ○月○○日（ ）から ○月○○日（ ）まで 募集要項等配布 

 ○月○○日（ ） 募集要項等に関する説明会 

（現地見学会を含む） 

 ○月○○日（ ）から ○月○○日（ ）まで 募集要項等に関する質問の受付

 ○月○○日（ ） 募集要項等に関する質問の回答

○月○○日（ ）から ○月○○日（ ）まで 指定申請書等の提出 

（２）公募手続 

ア 募集要項等配布

   以下のとおり、募集要項等を配布します。 

    配布期間  ○○月○○日（ ）から○○月○○日（ ）まで 

    配布場所  大分市大手町３丁目１番１号    

          大分県庁○○○○部○○○○課 

  イ 募集要項等に関する説明会（現地見学会を含む。） 

募集要項等に関する説明会を下記により行います。本説明会では、募集要項等の配

布を行うとともに、会場において本施設に関する詳細図面を閲覧することができま

す。 

なお、詳細図面については、本説明会終了後、応募書類等の提出締切日までの間、

問合せ先において閲覧することができます。閲覧は、開庁時間等とします。 

   日  時：令和○○年○○月○○日（ ）午前○時○○分から正午まで 

   場  所：大分市○○○（○○センター大会議室内） 

   参加人数：各団体○名以内とします。複数の団体で共同事業体を組む場合にあって

は、各構成団体につき○名以内とします。 

   参加申込：参加希望の方は「○○センター指定管理者募集要項等に関する説明会参

加申込書（様式第３号）」に必要事項を記入のうえ、○○月○○日（ ）
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午後５時１５分までに、問合せ先までＦＡＸ又はＥ-mail にてお申し込

み下さい。 

 ウ 募集要項等に関する質問書の受付 

   募集要項等の内容に関する質問を「○○センター指定管理者募集要項等に関する質

問票（様式第４号）」により、以下のとおり受け付けます。 

    受付期間：令和○○年○○月○○日（ ）から○○月○○日（ ）まで 

    提出場所：問合せ先に同じ 

    提出方法：質問書は E-mail による送付とします。 

 エ 募集要項等に関する質問の回答 

すべての質問に対する回答を希望者全員に E-mail により送付します。 

なお、希望者は質問締切日までに問合せ先に E-mail により質問の回答を希望する

旨をお知らせください。 

   回答日：令和○○年○○月○○日（ ） 

  オ 指定申請書等の提出 

   指定申請書等を以下のとおり受け付けます。 

① 申請書類

申請に当たっては、以下の書類を県に提出していただきます。なお、県が必要と認

める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

（ⅰ）指定管理者指定申請書 

〔指定手続条例施行規則（平成１６年大分県規則第７８号）に定める第１号様

式〕 

（ⅱ）申請にあたって事業者間の合意が確認できる書類（該当の場合のみ） 

（参考例により作成し提出してください。） 

（ⅲ）指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書（様式第１号） 

（ⅳ）○○センターの管理運営に関する収支計画書(様式第１号の２） 

（ⅴ）定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

（ⅵ）法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

（ⅶ）申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その

他の団体の財務状況を明らかにする書類 

（ⅷ）申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他の団体の業

務の内容を明らかにする書類 

（ⅸ）労働者災害補償保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していな

い事業者は除く）。 

（ⅹ）納税証明書 

（１）法人税及び消費税について未納がないことの証明書 

（第１号様式の添付書類には記載されていませんが、法人税納税証明書も添付

してください。） 

（２）大分県の県税（同県税が課税されていない者で県外に主たる事務所又は事業

所を有する者にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地の都道府県税）に

ついて未納がないことの証明書 
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（xⅰ）応募事業者確認書 

（xⅱ）申立書(様式第２号）(提出書類資料に該当がない場合のみ） 

（xⅲ）誓約書 

  ② 受付期間：令和○○年○○月○○日（ ）から○○月○○日（ ）まで 

         午前９時から正午まで、午後１時から午後５時１５分まで 

③  提出場所：問合せ先に同じ 

④  提出方法：指定管理申請書等を電子申請システムで提出してください。 

郵送・ファクシミリ等による提出は受理しません。要求した内容以外

の書類、図面等についても受理しません。 

  ⑤ 申請に当たっての留意事項

   ア 複数の申請の禁止 

     １応募者につき１申請とし、複数の申請をした場合は、失格とします。 

   イ 申請書提出期限までに所定の書類の提出がない場合 

     申請はなかったものとして取り扱うこととします。 

   ウ 接触の禁止 

     申請者及び申請者の代理人並びにそれ以外の関係者が選定に対する不当な要

求を行った場合もしくは、指定管理候補者選定委員会委員に個別に接触した事実

が認められた場合には、失格となることがあります。 

     エ 共同事業体の構成団体の変更 

共同事業体で応募する場合、代表団体及び構成団体の変更は認めません。 

ただし、構成団体の倒産、解散等の特殊な事情が認められ、審査の公平性及び

業務遂行上の支障がないと県が判断した場合には、変更を可能とすることもあり

ます。その際には、変更の旨を問合せ先までご連絡ください。 

   オ 応募の辞退 

団体の解散等の事情により、応募を辞退することが明白となった場合には、応

募辞退届（様式第５号）を提出してください。 

     提出場所：問合せ先に同じ 

   カ 提案内容変更の禁止 

     提出された書類の内容を変更することはできません。 

   キ 虚偽の記載をした場合及び不正があった場合の無効 

     申請書類に虚偽の記載があった場合や不正があった場合、当該申請は無効とし

ます。 

   ク 著作権の帰属等 

     事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、県は、指定管理候補

者の決定の公表等必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できるもの

とします。 

なお、申請書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

   ケ 情報公開条例に基づく情報公開 

     提出された申請書類、選定過程、審査結果等については、大分県情報公開条例

に基づく情報公開請求の対象となるとともに、原則として指定管理候補者の決定
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後、申請者名、選定結果等を公表するものとします（非公開情報：個人に関する

情報や申請者の正当な利益を害するおそれのある情報等を除く）。 

   コ 費用負担 

     申請に関して必要となる費用は申請団体の負担とします。 

   サ 本事業提案応募のために説明会・現地見学等、定められた機会を除き、県から

便宜を図ることはできません。応募者は県が提供した情報、独自に合法的に入手

した情報のみで提案を行ってください。 

   シ 本事業提案で得た情報について、応募者は第三者への公表及び他目的への使用

をすることはできません。ただし、以下の情報についてはその対象ではありませ

ん。 

    ・公知となっている情報 

    ・第三者により本業務に関し合法的に入手できる情報 

９ 指定管理者の候補の選定 

（１）選定方法 

  学識経験者○○名及び県職員○○名の委員で構成する大分県○○指定管理候補者選

定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置し、各委員が次の審査基準に基づいて

審査した評点の合計が最も高い申請者を指定管理候補者として選定し、この結果により

最終的に県で指定管理候補者を決定します。 

《最低基準点を設ける場合》 

だだし、指定管理候補者として選定されるための最低基準点を以下のとおり設定する

ことがあります。 

○ 選定委員会全委員の合計点数の１００分の○以上の得点を得ること。 

  

  これにより、最高得点の申請者であっても、最低基準点に満たない場合、候補者とし  

て選定されない場合があります。 

  この場合、以下のいずれかの方法により改めて候補者を選定することとします。 

  ・再公募を行う 

  ・申請者から改めて事業計画を提出いただき、それに基づき審査・選定する 

  ・最高得点の申請者を、事業計画内容の改善を条件に認める 

（２）審査基準 

  指定手続条例第４条各号に定める選定基準によることとします。 

１ 県民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

２ 事業計画の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の

縮減が図られるものであること。

３ 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。

４ その他公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要であるとして知事等が
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別に定める基準

 選定基準に基づき設定する審査項目の概要は以下のとおりです。 

※ 選定基準のワンランク下位の審査のポイントを示すこと 

  住民の平等な利用の確保（２０） 

・ （審査のポイントの列挙） 

・

② 施設の効用の最大限の発揮（２５） 

③ 経費の縮減（３０） 

④ 管理を安定して行う人的、財政的基礎（１５） 

⑤ その他必要な事項（１０） 

※（ ）内は配点 

（３）ヒアリング等 

  ア 選定に当たり、提出書類により応募資格、提案内容等を書類審査の後、選定委員

会によるヒアリングを行います。 

  イ 書類審査の結果は、全ての申請者に対して書面で通知します。 

  ウ ヒアリングの日時、場所等については、後日、該当する申請者に対して書面で通

知します。 

  エ ヒアリングの出席者は○名以内とし、事業計画書中の組織体制表に基づくマネー

ジャー（統括担当者）については必ずご出席ください。ただし、出席者は原則とし

て代表者及びその社員（任意団体にあっては構成員）に限ります。 

    ヒアリングの時間は、○○分以内を予定しています。 

（４）審査結果の通知及び公表 

  ヒアリングの後、選定委員会で申請者の最終評価を行い、指定管理者として最もふさ

わしい指定管理候補者を選定します。選定の結果は、申請者全員（グループで応募の場

合、グループの代表団体宛）に書面で通知するとともに公表します。 

 ※（必要な場合のみ）「第２順位、第３順位までの法人等の決定をあわせて行います。」 

１０ 指定管理者の指定及び協定の締結 

（１）指定管理者の指定 

  指定管理者の指定には、大分県議会の議決が必要です。原則として選定された指定管

理候補者を令和○○年第４回大分県議会定例会に上程し、議決を経たのち、指定管理者

として指定する予定です。（令和○○年１２月予定） 

なお、指定については、指定の相手方に書面で通知するとともに、指定手続条例第６

条第１項の規定に基づいて告示を行います。 

（２）協定の締結 

大分県と指定管理者は、業務内容に関する細目的事項、管理の基準に関する細目的事
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項等について協議の上、協定を締結します。なお、協定の主な内容は、管理業務仕様書

を参照してください。 

（３）留意事項 

  ア 指定の議決を経るまでの間に指定管理者に指定することが著しく不適当と認め

られる事情が生じたときは、指定の議決後においても、指定しないことがあります。 

  イ 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を

取り消し、協定を締結しないことがあります。 

  （ア）正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

  （イ）資金事情の悪化等により、事業の履行に支障があると認められるとき。 

  （ウ）著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認め

られるとき。 

１１ 事業実施状況の監視等 

（１）モニタリング 

  県は、指定期間中の指定管理者の業務の実施状況を把握し、必要なサービス水準を確

保するため、モニタリングを行います。 

モニタリングの結果、管理の基準や事業計画書に記載された事項等が達成されていな

い場合には、県は改善措置を講じる等の指導を行います。 

さらに必要な場合は、業務の停止や指定の取消しを行うことがあります。 

  ア 定期モニタリング 

    毎月、業務報告書を提出していただき、県は当該報告に基づき状況確認を行いま

す。 

  イ 随時モニタリング 

    必要に応じ、随時状況確認等を行います。 

（２）評価の実施と公表 

  県は、指定管理者の業務の改善及び県民サービスの一層の向上に資するため、（１）

のモニタリング及び毎事業年度終了後に提出される事業報告書の確認等により、業務の

実施状況について評価を行い公表します。 

（３）利用者アンケートの実施 

  施設利用者の利便性の向上等の観点から、アンケート等により、施設利用者の意見・

苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況について、県に報告していただき

ます。  

（４）帳簿類等の提出要求 

  監査等に必要があると認める場合、指定管理者は帳簿書類その他の記録を提出する必

要があります。 
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１２ その他

（１）指定管理者の責任履行に関する事項 

  ア 指定管理者は、施設利用者の被災に対する第１次責任を有し、施設又は施設利用

者に被害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行い、速やかに県に報告しなけれ

ばなりません。 

  イ 指定管理者は、事業継続が困難になった場合又はそのおそれが生じた場合は、速

やかに県に報告しなければなりません。 

ウ 前記に規定するもののほか、指定管理者の責任履行に関する事項については、協

定で定めることとします。 

（２）事業の継続が困難となった場合の措置 

  ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

    指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合は、県

は指定の取消しをすることができるものとします。その場合は、県に生じた損害は

指定管理者が賠償するものとします。また、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、

本施設の管理業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

  イ 当事者の責めに帰することができない事由による場合 

    不可抗力等、県及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により、業

務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとします。 

一定期間内に協議が整わない時には、それぞれ、事前に書面で通知することによ

り協定を解除できるものとします。なお、指定管理者は、次期指定管理者が円滑か

つ支障なく本施設の管理業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

  ウ 指定管理者の指定取消後の対応 

    指定管理者の指定取消後、他の（選定時に決めていた場合は、「第 2 順位、第 3

順位の」）法人等と、指定管理予定候補者としての協定締結について協議を行うこ

とがあります。 

  エ その他 

    前記に規定するもののほか、事業の継続が困難となった場合の措置については、

協定で定めます。 

（３）協定書の解釈に疑義が生じた場合等の措置 

   協定書の解釈に疑義が生じた場合または協定書に定めのない事項が生じた場合に

ついては、県と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

（４）リスク分担に関する方針 

   協定締結にあたり、県が想定する主なリスク分担の方針は、以下のとおりです。 

   これらは、帰責事由の所在が不明確になりやすいリスクについての方針を示したも

のです。 
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項 目 負  担  者 備  考 

県 指定管理者 

管理業務        ◎ 指定管理施設の一部

を使用するものが負

担する庁舎等管理費

の徴収を含む 

施設・設備・備品等の維

持管理         

○ 

(大規模な修繕)

◎ 

備品の購入、改修   ◎   

施設等の使用許可 

（付随事務を含む） 

◎ 行為許可、設置許可、管

理許可、行政財産の目

的外使用許可は除く

災害時対応         ○ 

(指示等) 

◎ 

(待機体制の確保、被

害調査、報告、 応急

措置)

事故、火災等による施

設の損傷及び被災者に

対する責任   

◎ ○ 

(指定管理者の責に  

帰す事由の場合）

災害復旧（復旧工事） ◎   

包括的管理責任     ◎   

施設に対する各種保険

の加入 

○ ○ 事案による 

火災保険の加入     ◎   

利用者に係る賠償責任

保険の加入     

   ◎ 

一般的な税制変更 

(消費税を除く）    

◎ 

消費税の変更       ◎   

  （◎：原則として対応責任がある ○：一部責任を負う場合がある ） 

※利用者に係る賠償責任保険については、県を追加被保険者にするとともに、交叉責

任担保追加特約を付帯すること。 

※疑義のある場合や、定めのない事項については、指定管理者と本県が協議のうえ、

定めることとします。 

１３ 添付資料・様式（別添） 

（１）指定管理者指定申請書（施行規則に定める第１号様式） 

（２）指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書（様式第１号） 

（３）○○センターの管理運営に関する収支計画書(様式第１号の２） 
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（４）申立書（様式第２号） 

（５）○○センター指定管理者募集要項等に関する説明会参加申込書(様式第３号） 

（６）○○センター指定管理者募集要項等に関する質問票(様式第４号） 

（７）応募辞退届（様式第５号） 

（８）○○センター管理業務仕様書［別添］ 

（９）○○センターの事業実績に関する資料［別添］ 

（10）応募事業者確認書［別添］ 

（11）誓約書［別添］ 

１４ 問合せ先 

 〒870-8501 

 大分市大手町３丁目１番１号   

 大分県○○部○○課○○、○○ 

 電 話         （内線○○○○） 

 Ｆ Ａ Ｘ     

 電 子 メ ー ル     

 ホームページ    

（利用料金制の場合の記載） 

６ 管理に要する経費 

利用料金制（委託料併用）の場合 

（１）利用に係る料金 

施設の管理については、公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として

収受する「利用料金制」を採用しています。 

利用料金については、県が条例で定める額の範囲内で、知事の承認を得て、指定管理

者が定めることができます。 

（２）管理業務経費 

利用料金制度を採用する場合、通常、施設の管理業務経費見込額から利用料金収入見

込額を差し引いた額を委託料の額としています。 

（委託料＝管理業務経費―利用料金収入） 

指定管理者制度において、県は、選定された指定管理者が提示した委託料の額を上限

として委託料を支払います。委託料の上限額、支払時期、方法等については、大分県と

指定管理者で締結する協定書で定めることとし、各年度の委託料は、県と指定管理者と

の協議によって決定することとします。 

○○センターの管理業務に係る委託料の上限額（以下「基準価格」という。）につい

ては、以下のとおり設定しており、申請に当たっては、基準価格以内の委託料に基づい

て事業計画及び収支計画を作成することとします。 
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（基準価格）   令和○○年度 ○○，○○○円

  管理業務経費見込額  ○○，○○○円 

  利用料金収入見込額  ○○，○○○円 

  差し引き（基準価格） ○○，○○○円 

令和○○年度 ○○，○○○円

  管理業務経費見込額  ○○，○○○円 

  利用料金収入見込額  ○○，○○○円 

  差し引き（基準価格） ○○，○○○円 

令和○○年度 ○○，○○○円

  管理業務経費見込額  ○○，○○○円 

  利用料金収入見込額  ○○，○○○円 

  差し引き（基準価格） ○○，○○○円 

なお、年度毎の基準価格は消費税及び地方消費税を含んだ額であるので、留意して下

さい。 

また、基準価格を超えた委託料の額に基づいた申請があった場合、失格とします。 

委託料の増額は、災害等の特別な場合を除き、原則として行いません。 

  ※ 整備期間中で指定期間内に施設の追加が予定されているものについては、経費負   

担をどうするか等を明記する。（詳細は管理業務仕様書中で記載） 

※  業務援助のための職員派遣の継続を許容する場合には、派遣にかかる人件費等を 

織り込んだ上で提案価格を作成するように明記する。   

（３）委託料の精算 

指定管理者が業務を県が示した水準どおりに確実に実施する中で、利用料金収入や事

業収入の増加、経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された剰余金につい

ては、原則として精算による返還を求めません。 

また、利用料金収入の減少など、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は、  

原則として補填は行いません。

（４）管理口座・区分経理 

指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、団体自体の口座とは別の口座で管理

してください。 

また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理

してください。 
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利用料金制（独立採算）の場合 

（１）利用に係る料金 

施設の管理については、公の施設の利用に係る料金を指定管理者が自らの収入として

収受する「利用料金制」を採用しています。 

利用料金については、県が条例で定める額の範囲内で、知事の承認を得て、指定管理

者が定めることができます。 

（２）管理業務経費  

本施設の管理業務は、利用料金収入及びその他収入による独立採算方式を採用してい

ます。原則として大分県から委託料の支払はありません（利用料金収入の減少など、指

定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合、原則として補填は行いません。）ので、

事業計画及び収支計画立案の際はご注意ください。 

指定管理者が業務を県が示した水準どおりに確実に実施する中で、利用料金収入や事

業収入の増加、経費の節減など指定管理者の経営努力により生み出された剰余金につい

ては、原則として精算による返還を求めません。 

ただし、指定管理者の経営努力とは明らかに無関係の事由により、極めて多額の剰余

金が発生した場合には、当該剰余金の取扱いについて県と指定管理者が協議することと

します。 

なお、以下は、令和○○年度の管理業務に要する経費の見込額（消費税及び地方消費

税を含む）ですので参考としてください。 

  令和○○年度収入見込額 ○○，○○○千円 

  令和○○年度支出見込額 ○○，○○○千円

（３）管理口座・区分経理 

指定管理者としての業務に係る経費及び収入は、団体自体の口座とは別の口座で管理

してください。 

また、指定管理者としての業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して整理

してください。 

  ※ 整備期間中で指定期間内に施設の追加が予定されているものについては、経費負   

担をどうするか等を明記する。（詳細は管理業務仕様書中で記載） 

※  業務援助のための職員派遣の継続を許容する場合には、派遣にかかる人件費等を 

織り込んだ上で提案価格を作成するように明記する。   
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様式第１号 

指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書 

（施設名：○○○○センター） 

（記載上の注意） 

 ※用紙はＡ４版縦、書式は自由とします。必要であれば図表添付も可とします。 

 ※ページ数の制限はありません。 

  

１ 団体の概要 

団体名  

代表者名  

所在地  

資本金（基本財産）

業務概要  

担当者 職名  

氏名  

電話番号  

FAX 番号  

E-mail アドレス

２ 施設の管理運営の基本的な考え方 

※施設の設置目的や機能、管理運営業務仕様書に定める施設の基本方針等をふまえ、施設の  

管理運営に当たる基本的な考えについて、下記事項を含めて記載してください。 

○ 管理運営のあり方 

・住民の公平な利用の確保の考え方 

・利用者へのサービスの基本的な考え方 

・収入確保と経費削減の基本的な考え方 

・県との連携確保の考え方 

○ 管理運営を通じた企業育成や産業振興、地域活性化への寄与など公益性について 

の考え方 

 ○ 指定管理期間□年間の達成目標 

※本様式例は例示に過ぎません。 

 各施設の特性を踏まえて、審査を行う上で必要な事項が記載されるように、 

 事業計画の様式を作成してください。 
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３ 施設の管理運営計画 

（１）サービスの向上策 

  ※利用者（主催者、会議等参加者、来館者等）、利用しようとする者へ提供できる  

サービスの向上について、具体策があれば提案してください。 

（２）セルフモニタリングの方法についての考え方 

  ※利用者満足度の把握の方法、その他サービス水準に対する評価の収集方法、それらの評価

を踏まえた改善の実現方法等について提案してください。 

  ※また、利用者や住民から寄せられた苦情に対しての解決方法や体制についての考え方を

記載してください。 

（３）施設の利用条件の考え方  

※利用時間・休館日の設定の考え方について記載してください。 

※利用料金設定の考え方について記載してください。 

※減免を行う場合は、その基準の考え方について記載してください。  

（４）施設の利用促進策 

  ※利用者サービスの向上以外で、施設の利用促進の方策について提案してください。 

（５）経費削減の方策 

※現行の管理経費と比較し、当提案においてどのように経費削減を行ったのか又は行って

いくのかについて記載してください。 

（６）施設の維持管理の考え方 

※利用者が快適で安全に利用してもらうための施設の維持管理についての基本的な考え方

について記載してください。

（７）外部委託の考え方 

※保守点検など施設の維持管理業務で外部に委託を予定している場合は、その内容、委託先  

選定方法など外部委託の考え方について記載してください。 

（８）安全対策や緊急時の対応 

  ※災害や事故防止への取組、緊急時に対する対応の考え方について記載してくだ

さい。 

※防災士の配置人数及び防災に関する研修・訓練の計画について記載してくださ

い。 

 防災士の配置を義務づける施設については、下線部分必須 

（９）個人情報の取扱いの考え方 

  ※公の施設の管理運営に当たり、施設を利用する県民の個人情報の保護について、情報管理

体制や基本的な考え方について記載してください。 

（１０）類似施設の管理実績 

  ※類似施設を管理運営した実績を記載してください。 
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４ 管理運営の実施体制及び組織 

（１）管理運営組織 

※施設の管理運営に当たる組織図を記載してください。（ ）書で人数も併記して 

ください。 

※組織の特徴と実施体制の考え方、マネージャー（館長）の人選、職務についての 

考え方を記載してください。 

            （組織図の参考例）別紙でも可 

                      総務ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長   総務ｽﾀｯﾌ（1） 

              マネージャー       （1）     会計ｽﾀｯﾌ（1） 

                 （1）     業務ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長   受付ｽﾀｯﾌ（2） 

                           （1）     設備ｽﾀｯﾌ（3） 

（２）職員の職種等 

※組織図に記載された職員全てについて、雇用関係（常勤職員、非常勤職員、臨時職

員、パート職員、委託職員等）、月勤務日数、担当する業務内容、年間の人件費見

込額（法定福利費等を含む一切のもの）を記載してください。 

注）人件費の合計額（Ａ）は、収支計画書（様式第１号の２）の令和 年の人件費

の額と一致させてください。 

 （参考例）別紙でも可 

職種（職名） 
雇 用 

関 係 

月勤務

日 数 
担当する業務内容 

人件費 

（千円） 

マネージャー（館長）     

職員１ （   ）     

職員２ （   ）     

職員３ （   ）     

職員４ （   ）     

職員５ （   ）     

職員６ （   ）     

職員７ （   ）     

職員８ （   ）     

職員９ （   ）     

職員１０（   ）     

合計 － － －  
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（３）日常の職員配置 

※１日の標準的な職員配置（勤務時間帯と職種が判るもの）とその考え方について 

記載してください。 

 （職員配置の参考例）別紙でも可 

配置場所 配置職員の時間帯 常勤職員 ○○○○ ○○○○ ○○○○ 

会館管理 

事務室 

～ 人 人 人 人

～ 人 人 人 人

～ 人 人 人 人

～ 人 人 人 人

～ 人 人 人 人

その他 
～ 人 人 人 人

～ 人 人 人 人

（４）人材育成方針及び職員研修 

※人材育成方針及び担当職員の業務水準を維持、向上させる方策について提案して 

ください。 
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５ その他の計画 

（１）管理運営業務の移行計画 

  ※令和○年４月１日から業務を遂行するに当たっての団体の移行計画（組織体制の確保、職    

員研修計画、現管理団体からの業務引継、円滑な管理をしていく上での団体の現状の課題 

と対応策等）について記載してください。 

（２）現に従事している職員の雇用についての考え 

  ※上記（１）に関連し、効率的な管理を踏まえた上で、現に施設管理に従事している団体職

員の雇用についての提案があれば、記載してください。 

（３）利益処分計画 

  ※施設の管理運営により利益が生じた場合の利益処分計画について提案してください。 

（４）自主事業その他の提案事項 

  ※上記以外で、施設の設置目的を効率的、効果的に達成するための方法、自主企画事業その

他の提案又は突起する事項があれば記載してください。 

（５）サービス改善提案事業への申請 

  ※「２ 施設の管理運営計画」の（１）サービス向上策、「４ その他の計画」の（４）自

主事業その他の提案事項のうち「特に優れている」と考える事業について、サービス改善

提案事業として申請する場合に、記載してください。 
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６ 年間の事業スケジュール 

※ 自主事業（実施する場合）等を含めた年間の事業スケジュールを作成してください。 

７ 施設の管理運営に関する収支計画書 

別紙〈様式第１号の２〉により作成のうえ、添付してください。 

なお、この収支計画書中の、「県からの委託料（提案価格）」としているものが 

提案価格になります。 
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様式第１号の２ （１）

団体の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（金額単位：千円）

○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 備　　　　　　　考

※基準価格以内で設定すること。

収

入

項

目

収入合計（Ａ）

　

支

出

項

目

支出合計（Ｂ）

（Ａ）－（Ｂ）

注） １．金額は、消費税及び地方消費税を含んだ金額を記載してください。

２．積算根拠等を備考欄に記載してください。（別紙でも可）

３．施設等維持管理費（保守管理費）については、内訳を別紙に示してください。（A4版、様式任意）

４．その他の欄に金額を計上する場合は、備考欄に内容等を記載してください。

○○○○センターの管理運営に関する収支計画書

経費名等　　　　　　　　　　　　年度　　

想定する施設利用率(%)

その他支出

事務管理費

賃借料

委託料

施設等維持管理費（保守管理費）

光熱水費（電気、ガス、上下水道）

広報費

印刷製本費

修繕費

消耗品費

県からの委託料（提案価格）

人件費

その他収入

施設利用料収入
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様式第２号

申  立  書

令和  年  月  日

所 在 地

団体の名称

代表者氏名            

 ○○○○センターにおける指定管理者の募集に係る申請書類について、下記

のとおり申し立てます。

記

以下の提出書類については該当ありません。

（該当のない提出書類の名称）

（該当のない理由）
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様式第３号

○○○○センター指定管理者募集要項等に関する説明会 

参加申込書

令和  年  月  日

  

大分県○○○○部○○○○課長 殿 

                      住   所

                  申込者 団 体 名

                      代表者氏名

１．参加希望者

役 職 名 氏   名

             【連絡先】

団 体 名：                 

担当者職・氏名：              

電話番号：                 

ＦＡＸ番号：                 
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様式第４号

○○○○センター指定管理者募集要項等に関する質問票

団 体 名：                 

所 在 地：                

担当者職・氏名：            

電話番号：                

ＦＡＸ番号：              

電子メール：              

No. 日付 頁 項目

番号

質問項目 質問の内容

※欄が不足する場合等は、適宜追加してください。
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様式第５号

                 令和  年  月  日

応募辞退届

大分県○○○○部 

○○○○課長 殿

                住 所

                 団体名              

                 代表者氏名            

当社は、○○○○センター指定管理者の公募に対して応募いたし

ましたが、下記の理由により、応募を辞退いたします。

記

（応募を辞退する理由） 
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                                         （第１面）

令和   年   月   日

 大分県知事 ○○ ○○ 殿

   

                                                          （郵便番号      ）

                    応募事業者 住  所

                                                      電話番号（   ）     －      

                                                 商  号              

                                                 又は名称               

                          代表者氏名                          

                                                                                     

                  

法定代理人 

                                                                                     
                                                      氏  名                           

  

応 募 事 業 者 等 確 認 書

こ の 書 面 の 記 載 事 項 は 、 事 実 に 相 違 あ り ま せ ん 。

 （留意事項）

 この書面及び提出書類は、募集要項に規定されている応募者資格の審査及び指定管理者の指定を受けた

場合に締結する基本協定書に規定する指定取消事由該当性の審査に必要であり、この書面及び提出書類に

記載されている個人情報については、応募者資格の審査及び指定取消事由該当性の審査のため、必要な範

囲において利用し又は大分県警察本部等関係行政機関に対し提供します。
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（第２面） 

１ 応募事業者 

         フ  リ  ガ  ナ          主 た る 事 務 所 の 所 在 地

        商 号 又 は 名 称         代 表 者 の 氏 名

事 業 活 動 の 内 容

  

  

（記載上の注意）

１ 「商号又は名称」は、商号登記をしているときはその商号を、商号登記していないときは屋号等の名称のうち

１個を記載して下さい。

２ 法定代理人 

フ リ ガ ナ 生年月日 

        （性別）
住        所

氏    名

           （  ）

           （  ）

（記載上の注意）

１ 「法定代理人」は、①応募事業者の役員、②応募事業者の親会社等の役員が、「営業に関し成年者と同一の行

為能力を有しない未成年者」である場合に、当該未成年者の法定代理人を記載して下さい。

２ 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第２面の次に添付して下さい。
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（第３面） 

３ 役 員 等 

フ リ ガ ナ 生年月日（性別）
住        所

氏    名 役職名又は名称

           （  ）

         

          （  ）

         

          （  ）

         

          （  ）

         

          （  ）

         

          （  ）

         

          （  ）

         

          （  ）

         

          （  ）

（記載上の注意） 

１ 「役員等」とは、役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事、監査役又はこれらに準ずる者）及

び相談役、顧問等名称のいかんを問わず、役員と同等以上の支配力を有する者をいい、その全てを記載して下さ

い。 

２ 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第３面の次に添付して下さい。
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（第４面） 

４ 主要株主・主要出資者 

発行済株式の総数 出資総額

ア 主要株主・主要出資者が個人の場合 

フ リ ガ ナ

生年月日（性別）

住        所

氏    名 所有株式数又は出資金額 割    合

  （  ）
  

（  ）
  

（  ）
  

（  ）
  

（  ）
  

（  ）
  

（  ）
  

（  ）
  

（  ）
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                         （第５面）

イ 主要株主・主要出資者が法人の場合 

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ 主 た る 事 務 所 の 所 在 地

商号又は名称 代表者氏名 所有株式数又は出資金額 割      合

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

  

    

  

   

  

   

（記載上の注意）

１ 主要株主とは、発行済株式の総数の１００分の５以上の株式を所有する株主をいいます。

２ 主要出資者とは、出資総額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者をいいます。

３ 割合は、「所有株式数（出資金額）／発行済株式の総数（出資総額）×１００」とします。

４ 親会社等に該当する場合は、第６面の「５親会社等」欄に記載して下さい。

 ※ここで「親会社等」は、応募事業者と次の①～③の関係にある場合をいいます。

 ① その株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。）

又は総出資者の議決権の過半数を有していること。

 ② その役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。）に占める自己の役員又は職員

（過去２年間に役員又は職員であった者を含む。以下同じ。）の割合が２分の１を超えていること。

 ③ その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。

５ 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第５面の次にそれぞれ添付して下さい。
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（第６面） 

５ 親会社等 

①その株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。） 

又は総出資者の議決権の過半数を有している場合。

 ○ 個人の場合 

フ リ ガ ナ

生年月日（性別）
住        所

氏    名 議決権の総数 所有する議決権の数 割  合

（  ）
   

 ○ 法人の場合 

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ 主たる事務所の所在地

商号又は名称 代表者氏名 議決権の総数 所有する議決権の数 割  合

   

②その役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。）に占める自己の役員又は職員

 （過去２年間に役員又は職員であった者を含む。以下同じ。）の割合が２分の１を超えている場合。

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ 主たる事務所の所在地

商号又は名称 代表者氏名 その役員に占める自己の役員等の割合

③その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めている場合。

フ リ ガ ナ フ リ ガ ナ 主たる事務所の所在地

商号又は名称 代表者氏名 その代表権を有する役員の地位を占める自己の役員等の氏名

         

（記載上の注意）

１ 「親会社等」には、応募事業者と次の関係にある者（①～③）を記載して下さい。

① その株主（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株

主を除く。）又は総出資者の議決権の過半数を有していること。

② その役員（理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。）に占める自己の役

員又は職員（過去２年間に役員又は職員であった者を含む。以下同じ。）の割合が２分の１を超えていること。

③ その代表権を有する役員の地位を自己又はその役員若しくは職員が占めていること。

２ 親会社等に該当するものがある場合は、その該当する欄に記載して下さい。

３ その役員に占める自己の役員等の割合は、「応募事業者における自己の役員等の数／応募事業者の役員の数×

１００」とします。
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（第 7 面） 

６ 親会社等の役員等 
                     

法人の商号又は名称

フ リ ガ ナ 生年月日（性別）
住        所

氏    名 役職名又は名称

（記載上の注意）

１ 親会社等が法人の場合は、当該法人の役員等（第３面でいう「役員等」に同じ。）を全て記載して下さい。

２ 記載しきれないときは、この様式の例により作成した書面に記載して、第７面の次に添付して下さい。
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（第８面）

７ 応募資格の確認

下記事項について、すべて該当する者であることを確認いたします。 

該当する場合は、チェック欄に○印を付けて下さい。

応   募   資   格   の   確   認   表 ﾁｪｯｸ

１ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない法人等であること。

２ 大分県から指名停止措置を受けていない法人等であること。

３ 県発注工事に係る請負契約等に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続している

ことから、指定管理者として不適当と認められる法人等でないこと。 

・契約書に基づく措置要求に従わない等、請負契約等の履行が不誠実であること。 

・一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関

等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

４ 以下の暴力団関係者排除対象者に該当しないこと。 

指定管理者の指定を受けようとする団体若しくはその代表者等（法人にあっては、非常

勤を含む役員及び経営に事実上参加している者、任意の団体にあっては、その代表者及び

経営に事実上参加している者。以下同じ。）又は指定を受けた団体若しくはその代表者等

が、次の事項のいずれかに該当すると認められる場合 

  （１）暴力団関係者である場合 

  （２）暴力団関係者に金銭、物品その他の財産上の利益を与えた場合 

  （３）暴力団関係者を使用した場合 

 （４）暴力団関係者と密接な交際等を有している場合 

   

５ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていない者であること。

また、銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が

不健全であると判断される者でないこと。 

６ 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が知事に対してあり、当該状態が継続してい

る場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと。 

７ 市税、県税、法人税、消費税等を滞納していない法人等であること。
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誓約書

当社は、○○○○センター指定管理者募集要項に定める応募資格

中の下記事項について、すべて該当する者であることを誓約いたし

ます。

１ 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない法人等であること。

 ２ 大分県から指名停止措置を受けていない法人等であること。

 ３ 県発注工事に係る請負契約等に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続してい

ることから、指定管理者として不適当と認められる者でないこと。

・ 契約書に基づく措置要求に従わない等、請負契約等の履行が不誠実であること。

・ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関

等からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

４ 以下の暴力団関係者排除対象者に該当しないこと。

  指定管理者の指定を受けようとする団体若しくはその代表者等（法人にあっては、非 

常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者、任意の団体にあっては、その代表者及

び経営に事実上参加している者。以下同じ。）又は指定を受けた団体若しくはその代表者

等が、次の事項のいずれかに該当すると認められる場合

  （１）暴力団関係者である場合

  （２）暴力団関係者に金銭、物品その他の財産上の利益を与えた場合

  （３）暴力団関係者を使用した場合

  （４）暴力団関係者と密接な交際等を有している場合

５ 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行っていない者であること。

また、銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況

が不健全であると判断される者でないこと。

６ 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報が知事に対してあり、当該状態が継続し

ている場合であって、明らかに指定管理者として不適当と認められる者でないこと。

７ 県税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していない法人等であること。

 大分県知事 ○○ ○○ 殿

                住 所

                 団体名              

                 代表者氏名            
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図
ら

れ
る

こ
と

な
ど

が
考

え
ら

れ
る

場
合

は
、

加
点

措
置

を
設

け
る

こ
と

な
ど

が
考

え
ら

れ
る

。

（
例

）

 
（

１
０

）

２
０

平
等

な
利

用
を

図
る

た
め

の
具

体
的

手
法

及
び

期
待

さ
れ

る
効

果

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
を

図
る

た
め

の
具

体
的

手
法

及
び

期
待

さ
れ

る
効

果

（
例

１
）

 
　

管
理

経
費

削
減

に
関

す
る

配
点

＝
３

０
点

×
（

①
基

準
価

格
－

②
提

案
価

格
）

／
（

①
基

準
価

格
－

③
最

低
提

案
価

格
）

（
例

２
）

　
【

Ａ
パ

タ
ー

ン
】

０
．

０
１

５
≦

（
①

基
準

価
格

－
③

最
低

提
案

価
格

）
／

①
基

準
価

格
 
の

場
合

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
管

理
経

費
削

減
に

関
す

る
配

点
＝

３
０

点
×

（
①

基
準

価
格

－
②

提
案

価
格

）
／

（
①

基
準

価
格

－
③

最
低

提
案

価
格

）

　
 
 
 
 
 
 
 
 
【

Ｂ
パ

タ
ー

ン
】

０
．

０
０

５
≦

（
①

基
準

価
格

－
③

最
低

提
案

価
格

）
／

①
基

準
価

格
＜

０
．

０
１

５
 
の

場
合

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

管
理

経
費

削
減

に
関

す
る

配
点

＝
１

５
点

＋
１

５
点

×
（

①
基

準
価

格
－

②
提

案
価

格
）

／
（

①
基

準
価

格
－

③
最

低
提

案
価

格
）

 
 
 
 
 
 
 
 
　

【
Ｃ

パ
タ

ー
ン

】
（

①
基

準
価

格
－

③
）

／
①

基
準

価
格

＜
０

．
０

０
５

 
の

場
合

　
　

　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
管

理
経

費
削

減
に

関
す

る
配

点
＝

２
０

点
＋

１
０

点
×

（
①

基
準

価
格

－
②

提
案

価
格

）
／

（
①

基
準

価
格

－
③

最
低

提
案

価
格

）

※
２

 
施

設
の

管
理

運
営

に
係

る
経

費
の

内
容

に
関

す
る

審
査

は
、

評
価

方
法

を
客

観
化

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
、

申
請

団
体

の
提

案
価

格
を

基
に

し
た

計
算

方
法

に
よ

り
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
　

 
　

計
算

方
法

の
決

定
に

つ
い

て
は

、
そ

の
他

の
審

査
項

目
と

の
配

点
バ

ラ
ン

ス
考

慮
し

た
う

え
で

、
計

算
方

法
例

を
参

考
に

総
合

的
に

判
断

し
て

く
だ

さ
い

。

事
業

計
画

書
の

内
容

が
、

管
理

の
経

費
の

縮
減

が
図

ら
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

（
指

定
手

続
条

例
第

４
条

第
２

号
）

施
設

の
管

理
運

営
に

係
る

経
費

の
内

容

事
業

計
画

書
の

内
容

が
、

公
の

施
設

の
効

用
を

最
大

限
に

発
揮

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
（

指
定

手
続

条
例

第
４

条
第

２
号

）

事
業

計
画

書
の

内
容

が
、

県
民

の
平

等
な

利
用

が
確

保
さ

れ
る

と
と

も
に

、
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

が
図

ら
れ

る
も

の
で

あ
る

こ
と

（
指

定
手

続
条

例
第

４
条

第
１

号
）

事
業

計
画

書
に

沿
っ

た
管

理
を

安
定

し
て

行
う

能
力

を
有

し
て

い
る

も
の

で
あ

る
こ

と
（

指
定

手
続

条
例

第
４

条
第

３
号

）

2

利
用

者
増

を
図

る
た

め
の

具
体

的
な

手
法

及
び

期
待

さ
れ

る
効

果

安
定

的
な

運
営

が
可

能
と

な
る

経
理

的
基

盤

1

施
設

の
設

置
目

的
及

び
県

が
示

し
た

管
理

の
方

針

２
５

施
設

の
維

持
管

理
の

内
容

、
適

格
性

及
び

実
現

の
可

能
性

3
３

０
(
※

２
)

※
１

 
満

点
は

1
0
0
点

と
な

る
よ

う
に

配
点

し
、

管
理

の
経

費
の

審
査

は
3
0
点

以
上

と
し

て
く

だ
さ

い
。

【
参

考
】

計
算

方
法

（
例

）
 
配

点
３

０
点

と
し

て

4

収
支

計
画

の
内

容
、

適
格

性
及

び
実

現
の

可
能

性

２
５

(
１

５
)

安
定

的
な

運
営

が
可

能
と

な
る

人
的

能
力
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○○センター指定管理候補者選定委員会設置要綱（例）

（設置）

第１条 ○○センターの管理運営を地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づい

て指定管理者に行わせるに当たり、指定管理候補者を公正かつ適正に選定するため、

○○センター指定管理候補者選定委員会（以下「委員会」という ）を設置する。。

（所掌事務）

第２条 委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

（１）指定管理候補者の選定方針、審査基準等の決定

（２）指定管理候補者の審査及び選定

（３）前二号に掲げる他、必要と認める事務

（組織）

第３条 委員会の委員は５名以上とし、指定管理者の候補者の選定に必要な学識経験

を有する者（○○センターに関して指定管理者の指定を受けようとする法人その他

の団体の役員、親族その他特別な関係にある者を除く。以下「学識経験者」という）

及び県職員の委員で構成する。

２ 学識経験者は、施設の業務に関する専門的知識を有する者、財務に関する専門

的知識を有する者を各１名以上とし、学識経験者の数が委員全体の過半数を占め

るものとする。

３ 学識経験者の委員は知事（○○部長）が委嘱し、県職員の委員は別表に掲げる

者をもってあてる。

（委員の権限）

第４条 委員は、次に掲げる事項について権限を有するものとする。

（１）委員会が所掌する事務について審議を行い、採決に参加すること。

（２）審査における応募者個別ヒアリングの際に必要な質問を行うこと。

（３）選定における審査基準に基づく採点を行うこと。

（４）その他、所掌事務を遂行する上で必要なこと。

（委員長）

第５条 委員会に委員長を置き、委員長は学識経験者の中から委員の互選により選任

する。

２ 委員長は、会務を総括するものとする。

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を

代理するものとする。

（会議）
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第６条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。

２ 委員長は会議の議長となる。

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

４ 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところに

よる。

５ 会議は、原則として公開するものとする。

（便宜供与等の禁止）

第７条 委員は、特定の団体及びその団体と利害関係を有する者に対して、選定過程

における公知となっていない情報の提供、選定委員会における発言・採点等の機会

を利用した便宜供与を行ってはならない。

（守秘義務）

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後もまた同

様とする。

（事務局）

第９条 委員会の庶務を処理するため、○○に事務局を置くものとする。

（雑則）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が別に

定める。

附 則 この要綱は、平成○○年○月○日から施行する。

-48-

令和○○年○月○日から施行する。
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                           指令  第   号

                         （主たる事務所の所在地）

                         （法人（団体）の名称）

                         （代表者氏名）

 令和○○年○月○日付けで申請のあった○○センターの指定管理者について

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により

指定する。

  令和  年  月  日

                大分県知事           印 

記 

  指定管理者として指定する期間は、令和○○年○月○日から令和○○年○月  

○日までとする。 
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                              協定書例（基本協定）

1 

《施設正式名称》の管理に関する基本協定書

大分県（以下「甲」という。）と《施設名》（以下「《施設名略称》」という。）の指

定管理者 ○○（以下「乙」という。）とは、《施設名略称》の管理に関し、大分県公の

施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年大分県条例第５２号。以下

「指定手続条例」という。）第７条の規定により、次のとおり基本協定（以下「本協定」

という。）を締結する。

【協定書の法的性格と位置づけ】

委託契約における管理は、管理委託契約に基づいて行われるものであるのに対し、指定管理者による管理

は、指定という行政処分に基づき、指定管理者が県の公の施設の管理権限を代行するものである。県と指定

管理者とは指定により既に法的に委任関係にあるため、契約を行う必要はないが、指定管理者の管理権限

を前提としたうえで、条例、規則等に定めのない施設管理上の詳細事項については協定書に定めることとし

たものである。

【基本協定と年度協定】

①各事業年度における業務内容の確認と、②各事業年度の委託料の支払額のみを年度協定で定めるも

のとし、その他の事項については全て基本協定で定めるものとした。年度協定での規定内容を最小限にとど

めることによって両者の関係を明確にするとともに、両者の規定内容の重複・混乱を回避するためである。

【債務負担行為との関係】

本協定においては、債務負担行為の設定額を基本として委託料の上限額を定めることとしており、これを基

本として各年度の委託料を年度協定で定めることとしている。債務負担行為設定の趣旨は、期間を定めた指

定を行うことが、その期間における委託料の負担を伴うものであることから予算上の措置を行うことであり、こ

れにより指定期間における県の負担（委託料）の目安を示し、指定管理者の収支計画の安定にも資するもの

である。

従って、各年度の委託料は、この債務負担行為の設定額を基本に予算措置が行われるべきものである。

第 1 章  総 則

 （趣旨）

第１条 本協定は、《施設名略称》を適正かつ円滑に管理するために必要な基本的事項を

定めるものとする。

 （指定管理者の指定の意義）

第２条 甲及び乙は、《施設名略称》の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの

意義は、（民間事業者である）乙の能力を活用しつつ、利用者である県民等に対するサ

ービスの向上を図るとともに、経費の節減を図ることにあることを確認する。

 （公共性等の尊重）

第３条 乙は、《施設名略称》の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行
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                              協定書例（基本協定）

2 

う管理に関する業務（以下「管理業務」という。）の実施に当たって求められる公共性

を十分に理解し、尊重するものとする。

 （信義誠実の原則）

第４条 甲及び乙は、互いに協力し、信義に従い、本協定を誠実に履行しなければならな

い。

 （用語の定義）

第５条 本協定で用いる用語の定義は、別紙１のとおりとする。

 （管理物件）

第６条 管理業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、管理施設と管理物

品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別紙２のとおりとする。

     ※別紙２は、特定可能なように具体的に記載することとし、必要に応じ台帳等を添付。

２ 乙は、善良な管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。

３ 乙は、管理物件を管理業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ甲

の承認を得たときは、この限りでない。

 （協定の期間）

第７条 この協定の期間は、乙が指定管理者に指定された期間である令和○年○月○日か

ら令和○年○月○日までとする。

     ※指定期間については、指定の通知（指令書）を交付するとともに、告示を行っているため、      

ここで定める必要はない。

 （事業年度）

第８条 管理業務に係る事業年度（以下「年度」という。）は、毎年４月１日から翌年３

月３１日までとする。

第 2 章  管理業務の範囲と実施

 （管理業務の範囲等）

第９条 乙が行う管理業務の内容は、次のとおりとする。

  （１）《施設の設置管理条例の名称及び番号》（以下「施設条例」という。）第○条

各号に掲げる事業の実施に関する業務

  （２）《施設名略称》の施設等の維持管理及び修繕に関する業務

  （３）《施設名略称》の利用の受付及び案内に関する業務

（４）《施設名略称》の利用の許可に関する業務

（５）《施設名略称》の利用の促進に関する業務

（６）前各号に掲げるもののほか、甲が特に必要と認める業務
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                              協定書例（基本協定）
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     ※各施設の設置管理条例に規定する「業務の範囲」を記載する。

２ 前項各号に掲げる管理業務の詳細については、別記１の管理業務仕様書（以下「仕様

書」という。）に定めるとおりとする。

 ※仕様書には、管理の基準に当たる内容、具体的な業務内容、業務の実施基準等を具体的に規定す

る。

 ※募集要項に添付した仕様書を修正した場合には、修正後仕様書を別記１として添付するか、又は何

らかの書類として特定するための工夫が必要。

  
［募集要項に添付した仕様書をそのまま使用する場合の規定例］

２  前項各号に掲げる管理業務の詳細については、甲が募集要項に示した管理業務仕

様書（以下「仕様書」という。）に定めるとおりとする。

 （休館日及び利用時間の変更について）

第１０条 乙は、《施設の管理規則・利用規則の名称及び番号》（以下「施設規則」とい

う。）に規定する《施設名略称》の休館日及び利用時間について変更しようとするとき

は、あらかじめ甲の承認を受けるものとする。

２ 乙は、前項の規定により休館日及び利用時間を変更する場合は、施設利用者等への十

分な周知を図るものとする。

 （管理業務の実施）

第１１条 乙は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、労働関係法令、指定手続条

例、施設条例、その他関係法令を遵守するとともに、本協定及び指定期間中の各事業年

度ごとに別に定める協定（以下「年度協定」という。）に従って適正に管理業務を実施

するものとする。

  ※仕様書は、提案内容を踏まえて作成することとし、必要な場合には提案書（該当部分）を仕様書   

に添付するなどにより、管理業務の詳細が、本協定で明確になるようにすること。

  
［募集要項に添付した仕様書をそのまま使用する場合の規定例］

（管理業務の実施）

第１１条 乙は、管理業務の実施に当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、

労働関係法令、指定手続条例、施設条例、その他関係法令を遵守するとともに、本協

定、指定期間中の各事業年度ごとに別に定める協定（以下「年度協定」という。）、募

集要項等及び乙が提出した指定管理者指定申請書（以下「申請書」という。）に従って

適正に管理業務を実施するものとする。

２ 本協定、募集要項等及び申請書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、募集要
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項等、申請書の順にその解釈が優先するものとする。

３ 前項の規定にかかわらず、申請書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合

は、

 申請書に示された水準によるものとする。

※あわせて、「別紙１ 用語の定義」に以下を挿入する。

(2)「募集要項」とは、○○指定管理者募集要項のことをいう。

(3)「募集要項等」とは、募集要項本体、募集要項添付資料（管理業務仕様書を含

む）、

  及びそれらに係る質問回答のことをいう。

 （目標指標）

第１２条 乙は、管理業務を行うに当たっては、次の目標指標が達成できるよう努めなけ

ればならない。

 （１）

 （２）

 （開業準備）      
第１３条 乙は、指定期間の開始の日（以下「指定開始日」という。）前に、管理業務の

実施に必要な資格及び能力を有する人員を確保し、必要な訓練、研修等を行わなければ

ならない。

２ 乙は、必要と認める場合には、指定開始日前に、甲に対して管理施設の視察を申し出

ることができるものとする。

３ 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出

に応じなければならない。

４ 乙は、第１項及び第２項に規定する開業の準備に要する乙の費用を負担するものとす

る。

 （第三者による実施）

第１４条 乙は、管理業務の全部を一括して、又は主たる管理業務を第三者に委託し、又

は請け負わせてはならない。ただし、事前に甲の承諾を受けた場合は、管理業務の一部

を第三者に委託し、又は請け負わせることができる。

２ 乙は、前項の規定により管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、当該第三者と

の契約書の写しを速やかに甲に提出しなければならない。契約を更新し、又は変更した

場合も同様とする。

３ 乙が第１項の規定により管理業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の費

用と責任において行うものとし、管理業務に関して当該第三者の責めに帰すべき事由に

より生じた損害及び追加費用（以下「損害等」という。）については、すべて乙の責め

に帰すべき事由により生じた損害等とみなして、乙が負担するものとする。
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 （管理施設の現状変更）

第１５条 増築、改築、移設、改造その他の管理施設の現状変更については、甲がその費

用と責任において実施するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、乙の必要により、管理施設の現状変更をしようとするとき

は、あらかじめ甲の承認を受けた上で乙の負担により実施するものとする。

３ 前項の規定により現状変更を行ったときは、遅滞なく甲の確認を受けなければならな

い。

４ 第２項の場合において、当該現状変更部分に係る所有権は甲に帰属するものとし、乙

は、将来にわたってその権利を主張しないものとする。

 （管理物件の維持補修）

第１６条 施設の設置の目的の達成に必要な機能を維持するために必要な管理物件の修繕

は、甲が自己の費用と責任において実施するものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、管理物件の修繕のうち小規模（見積額が１件につき○○万

円（消費税及び地方消費税を含む。）未満）のものについては、当該年度における総額

が○○万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超えない範囲において、乙がその費用

と責任において実施するものとする。この場合において、当該部分に係る所有権は甲に

帰属するものとし、乙は、将来にわたってその権利を主張しないものとする。

３ 第１項の規定により甲の負担と責任により実施することとなる管理物件の修繕につい

て、管理業務と一体として実施することが適当と認められる場合は、甲乙協議の上、甲

の負担において乙に実施させることができる。

 （管理施設の滅失等）

第１７条 乙は、管理施設が滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を甲に報告しな

ければならない。

２ 乙は、前項に規定する滅失又は損傷が自己の責めに帰すべき事由による場合は、乙の

負担で速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

 （甲による備品等の貸与）

第１８条 甲は、別紙２に掲げる備品等（Ｉ種）を無償で乙に貸与する。

２ 乙は、指定期間中、備品等（Ｉ種）を常に良好な状態に保つものとする。

３ 甲は、備品等（Ｉ種）が経年劣化等により管理業務の用に供することができなくなっ

たときは、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等（Ⅰ種）と同等の

機能及び価値を有するものを購入し、又は調達するものとする。

４ 乙は、故意又は過失により備品等（Ｉ種）を滅失し、又は損傷したときは、甲との協

議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は自己の費用で当該備品等（Ⅰ種）

と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達するものとする。

 ※あらかじめ在庫、管理状況を確認しておく必要がある。
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 （乙による備品等の購入等）

第１９条 乙は、別紙２に掲げる備品等（Ⅱ種）を、自己の費用により購入又は調達し、

管理業務の用に供するものとする。

２ 乙は、備品等（Ⅱ種）が経年劣化等により管理業務の用に供することができなくなっ

たときは、自己の費用で当該備品等（Ⅱ種）と同等の機能及び価値を有するものを購入

又は調達するものとする。

３ 乙は、第１項に定めるもののほか、乙の任意又は甲との協議等により備品等を購入

し、又は調達することにより、管理業務の用に供することができるものとする。（この

項の規定により購入し、又は調達した備品を以下「備品等（Ⅲ種）」という。）

  この場合の所有権は、乙が有するものとする。ただし、事前に甲と乙が協議のうえ、

双方が合意したものについては、乙が購入した備品を甲の所有とすることができるもの

とする。

 ☆備品等（Ⅱ種）がない場合は、削除・調整すること。（関連：第４０条）

 （利用の許可等）

第２０条 乙は、施設条例第○条に規定する利用許可の手続を行うに当たっては、大分県

行政手続条例（平成７年大分県条例第３０号。以下「行政手続条例」という。）の規定

に従わなければならない。

２ 乙は、行政手続条例に基づき、利用許可申請に対する処分について、管理業務を開始

する前に、甲と協議の上、その同意を得て審査基準及び標準処理期間（以下「審査基準

等」という。）を定め、管理業務開始後直ちに、《施設名略称》の申請受付窓口に備え

置かなければならない。

 ☆条例等に「承認」の根拠がないため「協議の上、同意を得て定めること」とした。協議において実

効を担保する必要。

３ 乙は、前項の審査基準等について、閲覧に供する等により施設利用者への十分な周知

を図るものとする。

４ 乙は、利用許可申請に対して不許可処分を行うときは、当該申請者に対して、不許可

処分を行う理由を示さなければならない。

５ 乙は、利用許可申請に対して不許可処分を行う場合、当該申請者に対して行政不服審

査法（平成２６年法律第６８号）に基づく審査請求及び行政事件訴訟法（昭和３７年法

律第１３９号）に基づく処分の取消しの訴えを行うことができる処分であることについ

て教示しなければならない。

６ 前項の規定において乙が教示を行う内容は、別紙３のとおりとする。

７ 乙は、利用許可申請に係る乙の審査状況及び処分の時期の見通しについて、当該申請

者から情報の提供を求められた場合は、これに応じなければならない。

 （文書の管理）

第２１条 乙は、乙の役員及び職員（以下「役職員」という。）が管理業務の実施に伴い 

作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の 
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知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であっ 

て、乙の役職員が組織的に用いるものとして乙が管理しているもの（官報、公報、白

書、 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行される

もの及び文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録を除く。

以下 「文書」という。）について、文書の管理に関する規程を定め、適正に管理しな

ければ ならない。 

２ 乙は、前項に規定する規程を定めるときは、あらかじめ甲と協議し、その同意を得な

ければならない。規程を改めるときも同様とする。

 ☆条例等に「承認」の根拠がないため「協議の上、同意を得て定めること」とした。協議において実

効を担保する必要。

３ 乙は、指定の期間が満了し、又は指定が取り消されたときは、文書の管理について甲

の指示に従うものとする。

 （機密情報）

第２２条 甲及び乙は、《施設名》の管理における「機密情報」を本協定に基づき相手方

から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、次の各号に該当するものと定

義する。

 （１）秘密である旨が明示された文書、図面その他の有体物又は電子文書・電磁的記録 

として提供される情報

 （２）秘密である旨を告知した上で口頭で提供される情報であって、口頭による提供後 

遅滞なく当該情報の内容が機密である旨を明示された書面により提供されたもの

２ 甲及び乙は、別記２「機密保持及び個人情報保護に関する特記事項」に基づき互いに

機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならない。

 （個人情報の保護等）

第２３条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）の規定の趣旨に

則して、別記２「機密保持及び個人情報保護に関する特記事項」を遵守し、管理業務の

実施に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正

な管理及び管理業務の実施に関して 乙が保有する個人情報の開示等のために必要な措

置を講じなければならない。

２ 乙は、前項の措置に関して必要な事項を定めた規程を定めるものとする。

３ 乙は、前項に規定する規程を定めるときは、あらかじめ甲と協議し、その同意を得な

ければならない。規程を改めるときも同様とする。

 ☆条例等に「承認」の根拠がないため「協議の上、同意を得て定めること」とした。協議において実

効を担保する必要。

 （情報の公開）    
第２４条 乙は、大分県情報公開条例（平成１２年大分県条例第４７号）の規定の趣旨に

則して、管理業務の実施に関して乙が管理する文書の適正な公開を行うものとする。
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２ 乙は、前項に規定する文書の公開を行うに当たり、情報の公開に関する規程を定める

ものとする。

３ 乙は、前項に規定する規程を定めるときは、あらかじめ甲と協議し、その同意を得な

ければならない。規程を改めるときも同様とする。

 ☆条例等に「承認」の根拠がないため「協議の上、同意を得て定めること」とした。協議において実

効を担保する必要。

４ 乙は、利用者が必要とする情報を的確に把握し、その適切かつ有効な利用がより一層

促進されるよう、積極的な情報提供の推進に努めるものとする。

 （緊急事態等の対応）

第２５条 乙は、施設又は施設利用者の事故及び災害等の不測の事態（以下「緊急事態

等」という。）の発生を想定した危機管理体制を整備するとともに、安全管理マニュア

ルを策定しなければならない。

２ 乙は、随時、従業員等への研修及び緊急事態等の対応について訓練等を行い、危機管

理体制及び安全管理マニュアルを周知徹底しなければならない。

３ 乙は、危機管理体制及び安全管理マニュアルの点検を随時行うとともに、消防署等関

係機関から改善の助言又は指導があった場合は直ちに改善しなければならない。

４ 乙は、危険箇所の早期発見に努め、発見した場合は迅速に適切な措置を行うものとす

 る。

５ 乙は、緊急事態等が発生した場合には、安全管理マニュアルに従い、迅速かつ適切に

必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を速やかに通

報しなければならない。

６ 乙は、緊急事態等が発生した場合には、甲と協力してその原因調査に当たるものとす 

る。

 （会計の区分）

第２６条 乙は、管理業務に係る経理とその他の業務に係る経理を区分して行わなければ

ならない。

２ 乙は、管理業務に専用の銀行口座を開設し、管理業務の実施に係る支出及び収入を適 

正に管理しなければならない。

第３章  業務実施に係る甲の確認等

 （業務計画書）※様式は、各施設の実情に応じて適宜定めること。

第２７条 乙は、本協定の期間における各年度ごとに、あらかじめ次に掲げる事項を記載

した業務計画書を作成し、各年度の前年度の２月末日までに甲に提出し、その承認を受

けなければならない。         

（１）事業計画（自主事業及びサービス改善提案事業を含む。）

（２）人員配置計画
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（３）収支計画                  
☆次期指定期間（初年度）を含めないことを明確にした。

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、令和○○年度の業務計画書について、令和○○年３

月○日までに甲に提出するものとする。

☆基本協定の締結時期が３月になることを考慮し項を追加した。

３ 甲及び乙は、業務計画書を変更しようとするときは、甲乙協議の上決定するものとす

る。

［単年度指定の場合の規定例］

第２７条 乙は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した年度における業務計画書を作

成し、令和○○年３月○日までに甲に提出し、その承認を受けなければならない。

   （１）事業計画（自主事業を含む）

  （２）人員配置計画

   （３）収支計画

２ 甲及び乙は、業務計画書を変更しようとするときは、甲乙協議の上決定するもの

 とする。

 （モニタリングの実施）

第２８条 甲は、乙が行う業務の実施状況を把握し、《施設名略称》の良好な管理運営を

確保するため、次に掲げるモニタリングを実施するものとする。

（１）定期モニタリング

     乙は、毎月終了後１０日以内に、業務に関する次に掲げる事項を記載した業務

報告書を提出するものとし、甲は、提出された業務報告書により、乙が行う業務

の実施状況及び施設の管理状況の確認を行うものとする。

ア 管理業務の実施状況に関する事項

イ 自主事業の実施状況に関する事項

ウ サービス改善提案事業に関する事項

エ 管理施設の利用状況及び目標指標の達成状況に関する事項

オ 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等

カ 利用者からの苦情とその対応状況

キ 施設設備の維持管理状況

ク その他甲が指示する事項

     ※あらかじめ具体的な業務報告書の様式を定めておくこと。

     ※業務報告書の報告項目は、各施設の実情に応じ上記以外に適宜設定して差し支えない。
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（２）随時モニタリング

     甲は、必要があると認める場合には、各業務の遂行状況を随時確認するものと   

する。

２ 甲は、前項の規定によるモニタリングの実施に際して、乙に対して業務報告書の内容

若しくはそれに関連する事項についての説明を求め、又は実地に調査することができ

る。

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出

に応じなければならない。

４ 乙は、モニタリングの実施に係る乙の費用を負担するものとする。

５ モニタリングの結果、乙の業務実施が本協定に定める条件等を満たしていない場合

は、甲は、乙に対して業務の改善等のために必要な勧告を行うものとする。

６ 乙は、前項の規定による勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じるとともに、処置

状況について甲に報告するものとする。

７ 甲は、乙が第５項の規定による勧告に応じない場合又は前項の規定による処置状況の

内容が本協定に定める条件等を満たしていない場合には、乙に対して改善を指示し、期

間を定めて、改善計画を提出させ、及びその実施を求めることができる。

８ 前項の場合において、甲は必要に応じて別紙４に定めるところにより算定する違約金

 相当額を乙に支払わせることができる。

  ☆減額の仕組みを別紙４に整理したうえで再修正したもの。

  （ぺナルティ部分の率は、国土交通省発注工事等における違約金の率（請負代金額又は業務委託料  

の１０分の１）を準用。）＜業務に関し談合等の不正行為を行った受注者に適用されるもの＞

  ☆乙の違約金相当額の支払いにあたり、甲に次の委託料の支払い予定がある場合には、その支払期  

日とあわせることにより、当該委託料との相殺が可能。調定を起こし、返納通知（公金振替）に

   より処理。（指定期間満了後で相殺できない場合は、納入通知書（ＯＣＲ）を発行。）

９ 前項の違約金相当額は、損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しないものとする。

  ☆前項による違約金相当額が支払われた場合でも、実損害は別途損害賠償が可能となるよう規定を  

おいたもの。

１０ 乙が、第２２条に規定する秘密の保持の義務及び第２３条に規定する個人情報の保

護の措置を講じる義務に違反する等の重大な違反があった場合には、乙は、甲に対して

当該違反のあった年度の委託料の１０分の１に相当する金額を違約金として支払わなけ

ればならない。この場合において、当該違約金は損害賠償額の予定又はその一部とは解

釈しないものとする。

  ☆第８項と同様に、国土交通省発注工事等における違約金の率（１０分の１）を準用。

 （乙による利用者満足度の調査等）

第２９条 乙は、施設利用者の満足度を調査するため、アンケート等により施設利用者の

意見・苦情等を聴取するとともに、その結果を速やかに甲に報告するものとする。
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２ 乙は、前項の調査結果に基づき、施設利用者の利便性の向上を図る上での課題を分析

し、速やかに業務改善策をとりまとめ、実施するものとする。

３ 乙は、前項の規定による業務改善の実施状況について自己評価するものとする。

 （事業報告書）

第３０条 乙は、毎年度終了後、業務に関し、○○日以内（○月以内）に次の各号に掲げ

る事項を記載した事業報告書を提出しなければならない。

（１）管理業務の実施状況に関する事項

（２）自主事業の実施状況に関する事項

（３）サービス改善提案事業の実施状況に関する事項

（４）管理施設の利用状況及び目標指標の達成状況に関する事項

（５）料金収入の実績及び管理経費等の収支状況等

（６）利用者満足度調査に基づく課題分析の結果、業務改善の実施状況及び自己評価

（７）施設設備の維持管理状況

（８）その他甲が指示する事項

     ※あらかじめ具体的な事業報告書の様式を定めておくこと。

     ※事業報告書の報告項目は、各施設の実情に応じ上記以外に適宜設定して差し支えない。

２ 乙は、第４４条及び第４５条の規定により年度の途中において指定管理者の指定を取

り消された場合には、指定が取り消された日から１か月以内に、指定が取り消された日

までの当該年度の事業報告書を提出しなければならない。

３ 甲は、第１項による事業報告書の内容が、本協定に定める条件等を満たしていない場

合は、乙に対して業務の改善等のために必要な勧告を行うものとする。

４ 乙は、前項の規定による勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じるとともに、処置

状況について甲に報告するものとする。

５ 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項につい

て、乙に対して説明を求めることができるものとする。

６ 甲は、乙が第３項の規定による勧告に応じない場合又は第４項の規定による処置状況

の内容が本協定に定める条件等を満たしていない場合には、乙に対して改善を指示し、

期間を定めて、改善計画を提出させ、及びその実施を求めることができる。

７ 前項の場合において、甲は必要に応じて別紙４に定めるところにより算定する違約金

 相当額を乙に支払わせることができる。

  ☆乙の違約金の支払いにあたり、甲に次の委託料の支払い予定がある場合には、その支払期日とあ  

わせることにより、当該委託料との相殺が可能。調定を起こし、返納通知（公金振替）により処  

理。（指定期間満了後で相殺できない場合は、納入通知書（ＯＣＲ）を発行。）

８ 前項の違約金相当額は、損害賠償額の予定又はその一部とは解釈しないものとする。

  ☆前項による違約金が支払われた場合でも、実損害は別途損害賠償が可能となるよう規定をおい  
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たもの。

  ※単年度指定の場合、第３項，第４項，第６項，第７項を削除。

 （評価の実施及び公表）

第３１条 甲は、毎年度終了後、第２８条に規定するモニタリングの実施及び前条に規定

する事業報告書の審査により、乙の業務の実施状況について評価を行い公表するものと

する。

第４章  委託料及び利用料金

 （指定管理に伴う委託料）

第３２条 甲は、管理業務実施の対価として、乙に対して委託料を支払う。 

２ 指定期間を通じて甲が乙に対して支払う委託料の総額（消費税及び地方消費税を含

む。※１）は、令和○○年第○回大分県議会定例会における令和○○年度大分県一般会

計補正予算で債務負担行為補正を行った《施設名略称》の管理運営委託料に係る限度額

※２を上限とするものとし、各年度の委託料の額、支払い方法等の詳細は、第５６条に

規定する年度協定に定めるものとする。

  ※１消費税の課税事業者の場合「消費税及び地方消費税を含む」とし、非課税事業者である場合は、   

「消費税及び地方消費税相当額を含む」と記載。

  ※２使用料の施設でメリットシステムを導入している場合は、「限度額」の次に「及び第○○条に規定 

するメリットシステムに係る増額の合計額」を加えること。 

 （委託料の変更）

第３３条 甲又は乙は、指定期間中に災害等により委託料が不適当となったと認められる

ときは、相手方に対して委託料の変更の協議を申し出ることができるものとする。

  ☆委託料算定の基礎となる物価等の想定の範囲外の変動や、第２７条第７項の「違約金相当額の減 

額」の適用に至らないまでも業務不（完全）履行の事実があった場合等に適用が考えられる。

２ 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

（賃金水準の変動に基づく委託料の変更）

第３３条の２ 甲又は乙は、指定期間中に日本国内における賃金水準に予期し得ない急激

な変動が生じ、その結果委託料が著しく不適当となったと認められるときは、相手方に

対して委託料の変更の協議を申し出ることができるものとする。

２ 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。また、前項

の申出の対象となる経費は、次のとおりとする（自主事業に係るものを除く。）。
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（１）指定管理施設職員の人件費（非正規職員相当含む）

（２）第三者委託料

３ 前項第２号に基づく申出を行うことができるのは、次の各号の要件を満たす場合に限

る。また、当該申出に際しては、算定根拠資料を相手方に提出するものとする。

（１）協議申出時点において、年度協定の履行期間が２か月以上残存していること。

（２）当該変更額が、変動前委託料（委託料から既履行部分に対応する金額を控除し

た額をいう。）と変動後委託料（変動後の賃金水準を基礎として算出した変動前

委託料に相応する額をいう。）との差額のうち、変動前委託料の１，０００分の

１０を超える額であること。

４ 第２項の協議を行った場合、甲は協議の結果を書面により乙に通知しなければならな

い。この場合において、乙が当該通知を受領した日から１４日以内に書面により異議を

述べなかったときは、乙は当該決定に同意したものとみなす。  

☆賃金スライド制度の適用にあたり必要となる規定として追加したもの。 

 なお、恒久的な措置とならない可能性もあるため、条番号を枝番としている。

 （利用料金）

第３４条 乙は、本施設の利用に係る利用料金（以下「利用料金」という。）をその収入

として収受することができる。

２ 利用料金は、乙が、施設条例第○○条第○項及び施設規則第○○条○項の規定によ

り、施設条例別表及び施設規則別表に定める額の範囲内において定めるものとする。

 ただし、その決定又は改定については、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。

３ 乙は、前項の規定により利用料金を定めたときは、施設利用者等への十分な周知を図 

るものとする。

     ※還付など別途必要な規程があれば追加すること。

  【以下は、使用料の施設の場合】

 （使用料の徴収）

第○○条 甲は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７３条の２第１項の

規定に基づき、大分県使用料及び手数料条例（昭和３１年大分県条例第２７号）第○条

に定める《施設名略称》の使用料の徴収の事務を乙に委託するものとし、乙は、これを

受託するものとする。

２ 前項の内容は、甲と乙で別途締結する委託契約によるものとする。

 （メリットシステム等）

第○○条 甲は、前条の規定による各年度の使用料収入が収入目標額の１１０％を超えた

場合には、収入目標額の１１０％に当たる額を基準とし、基準との差額の２分の１に相

当する額を、収入のあった翌年度の委託料に加算するものとする。なお、指定期間の最

終年度については、当該年度の委託料に加算するものとする。

２ 甲は、前条の規定による各年度の使用料収入が収入目標額の９０％に満たない場合に

は、収入目標額の９０％に当たる額を基準とし、基準との差額の２分の１に相当する額
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を、収入のあった翌年度の委託料から減ずるものとする。なお、指定期間の最終年度に

ついては、当該年度の委託料から減ずるものとする。

３ 前２項の規定により支払う額の算定に当たり、その額に１００円未満の端数があると

きは、その端数を切り捨てるものとする。

４ 第１項及び第２項の各年度の収入目標額は、○○○○○○円とする。

     ※年度毎に異なる設定であれば、分けて記載すること。

５ （特記事項があれば記載）

第５章  損害賠償及び不可抗力

 （損害賠償等）

第３５条 乙は、管理業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害等を

与えた場合は、その損害等を賠償しなければならない。

２ 乙が、管理業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与え

た場合は、甲は、その損害を賠償しなければならない。ただし、国家賠償法の適用がな

いものについては、この限りでない。

３ 前項の規定により、甲が、損害を受けた第三者の求めに応じて損害を賠償したとき

は、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することがで

きるものとする。

４ 甲は、乙による管理業務の実施において、甲の責めに帰すべき事由により乙又は第三

者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。

 ※（第１項）

  管理業務の実施において乙が甲に与える損害について、乙に甲に対する賠償責任があることを規定。

 ※（第２項）

  管理業務の実施において乙が第三者に与える損害には、その多くに国家賠償法の適用が考えられ、 こ

の場合甲が賠償責任を負うことになるが、国家賠償法の適用がないものについては、甲が損害を賠償す

ることを必ずしも要しないことになる（甲による賠償を妨げない）。

  これにより、私経済作用によるもの（代金不払い等）で乙の責めに帰すべき事由による損害については

民法の不法行為の規定により乙の賠償責任が問われることになる。又、民法第７１５条の規定に よる

甲の使用者責任が認められた場合には、甲が損害賠償責任を負うことになる。

 ☆甲が賠償するに当たっては、第３項により乙への求償を伴うものであることを念押ししておくべき。

 ※（第３項）

  第２項の規定により乙の責めに帰すべき事由による第三者の損害について国家賠償法の規定に基づき甲

が損害を賠償する等により甲に損害が生じた場合、その損害賠償費用等について甲が乙に対して求償権

を有することを規定したものである。

※（第４項）

 甲の責めに帰すべき事由による損害については、民法の不法行為の規定により甲に賠償義務がある
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が、 

第三者との関係で国家賠償法の規定の適用がある場合はそちらが優先される。

 （保険）

第３６条 甲は、次に掲げる保険に加入しなければならない。

（１）施設に係る火災保険

２ 乙は、次に掲げる保険に加入しなければならない。 

（１）施設賠償責任保険

（２）第三者賠償保険

  ※公募時に示したものが基本であり、それ以上は困難（施設によっては該当しないものもある）。

３ 前項に定める保険の内容は、別記１の仕様書の記載のとおりとし、甲を追加被保険者

とするとともに交叉責任担保追加特約を付帯すること。

４ 乙は、第２項の規定により保険契約を締結したときは、契約書の写しを速やかに甲に

提出しなければならない。保険契約を更新又は変更した場合も同様とする。

 （不可抗力発生時の対応）

第３７条 不可抗力により管理業務の実施に支障が生じた場合、乙は、それを除去するた

め早急に対応措置をとり、かつ、当該不可抗力により発生する損害等を最小限にするよ

う努めなければならない。

２ 乙は、管理運営する公の施設が災害発生時において避難所やボランティアの活動拠

点、物資集配拠点等として使用されることとなった場合は、開設準備等の初動対応を含

め可能な限り協力を行うものとする。

 （不可抗力によって発生した費用等の負担）

第３８条 不可抗力により損害等が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を甲に通

知するものとする。

２ 甲は、前項の通知を受けた場合、損害等の状況の確認を行った上で乙との協議を行

い、不可抗力の判定を行うとともに、費用負担等を決定するものとする。

３ 不可抗力により乙に損害等が発生した場合、当該費用については、第１６条第２項前

段の規定による場合を除いて、甲が負担するものとする。なお、乙が加入する保険によ

りてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。

４ 不可抗力により甲に損害等が発生した場合、当該費用については甲が負担するものと

する。

５ 不可抗力により第三者に損害が生じた場合、甲は、損害を賠償しなければならない。

  ☆第三者との関係が漏れていたため、追加した。

 （不可抗力による一部の業務実施の免除）

第３９条 前条第２項の規定による協議の結果、不可抗力の発生により管理業務の一部の
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実施ができなくなったと認められた場合、乙は、不可抗力により影響を受ける限度にお

いて本協定に定める義務を免れるものとする。

２ 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙

が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用相当分を委託料から減額すること

ができるものとする。

第６章  指定期間の満了

 （業務の引継ぎ等）

第４０条 乙は、指定管理者として更新されない場合は、《施設名略称》の管理が円滑に

実施されるよう、甲又は甲が指定する者に対して業務の引継ぎを行わなければならな

い。この場合において、引継ぎの方法その他引継ぎに際し必要な事項については、別途

協議するものとする。

  ☆取消し等の場合の記述は、第４７条で準用規定をおいているため、削除した。

２ 乙は、指定管理者として更新されないことが確実となった場合においても、本協定の

期間が満了するまでの間、次年度以降の《施設名略称》の管理が円滑に実施されるよ

う、《施設名略称》の利用促進に関する業務等について、仕様書に定めるとおりに実施

しなければならない。

  ☆指定期間中の業務として当然ではあるが、念押しのために設けるもの。

３ 甲は、必要と認める場合には、指定の期間の満了前に、乙に対して甲又は甲が指定す

る者による管理施設の視察を申し出ることができるものとする。

４ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出

に応じなければならない。

５ 乙は、第１項及び前項に規定する引継ぎ等に要する乙の費用を負担するものとする。

  

 （原状回復義務）

第４１条 乙は、指定管理者として更新されない場合は、管理施設を甲の指定する期日ま

でに、原状に回復し甲の確認を受けた上で甲に引き渡さなければならない。

  ☆取消し等の場合の記述は、第４５条で準用規定をおいているため、削除した。

２ 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は、管理施設の原状回復は行わず

に、別途甲が定める状態で甲に対して管理施設を引き渡すことができるものとする。

３ 甲は、乙が正当な理由がなく第１項に規定する原状に回復する義務を怠ったときは、

甲が乙に代わって原状に回復するために適当な処置を行うことができる。この場合にお

いて、乙は、甲の処置に要した費用を負担しなければならない。

 （備品等の扱い）
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第４２条 乙が指定管理者として更新されない場合の備品等の取扱いは、次のとおりとす

る。

（１）備品等（Ⅰ種）については、甲の指定する期日までに、乙は、甲の確認を受け

た上で、甲又は甲が指定する者に対して引き継がなければならない。

（２）備品等（Ⅱ種）及び備品等（Ⅲ種）については、甲の指定する期日までに、原

則として乙が自己の責任と費用で撤去するものとする。ただし、甲と乙の協議に

おいて両者が合意した場合、乙は、甲が指定する者に対して引き継ぐことができ

るものとする。

  ☆取消し等の場合の記述は、第４５条で準用規定をおいているため、削除した。

第７章  指定期間満了以前の指定の取消し等

 （業務の継続が困難となった場合の措置等）

第４３条 乙は、管理業務の継続が困難となった場合、又はそのおそれが生じた場合に

は、遅滞なく甲に報告しなければならない。

２ 乙の責めに帰すべき事由により管理業務の継続が困難となった場合、又はそのおそれ

が生じた場合には、甲は、乙に対して改善を指示し、期間を定めて、改善計画書を提出

させ、及びその実施を求めることができる。

３ 不可抗力その他乙の責めに帰することができない事由により管理業務の継続に著しい

支障が生じた場合は、甲及び乙は、管理業務の継続の可否について協議するものとす

る。

 （指定の取消し等）

第４４条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、地方自治法第２４４条の２第１

１項の規定により、指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の

停止を命ずることができるものとする。

（１）乙が、管理業務の実施に際し不正な行為を行ったとき。

（２）乙が、甲に対し虚偽の報告等をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。

（３）乙が、本協定及び年度協定に定める事項について正当な理由なく、その定める

とおりに履行せず、又はこれらに違反したとき。

  （４）乙が、第２８条第７項、第３０条第６項及び前条第２項の規定による改善の指

     示に対して、甲が指定する期間内に改善計画を提出せず、又は改善計画に定めら

     れた事項を実施しなかったとき。

（５）乙の倒産（破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特

  別清算開始の申立又は手形交換所による取引停止処分をいう。）又は財務状況の

  著しい悪化により、乙による管理業務の遂行が困難と認められるとき。

（６）乙が、暴力団（暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律
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  第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）の利益となる活

  動を行う団体であると認められるとき。

（７）乙が、暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号

  において同じ。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない

  者の統制下にあると認められるとき。

（８）乙の組織的な違法行為により著しく社会的信用を損なう場合等、乙に管理業務

を行わせておくことが社会通念上不適当であると認められるとき。

（９）乙が、次のいずれかに該当し、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の全部

若しくは一部の停止を甲に申し出たとき。

 ア 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。

 イ 乙の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になったとき。

（１０）甲が、《施設名略称》を廃止又は休止するとき。

（１１）甲が、《施設名略称》を、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律（平成１６年法律第１１２号）第１４８条第１項の避難施設として

指定し、避難施設として使用するとき。

（１２）甲が、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第５０条第１項の災害

応急対策（以下この号において「災害応急対策」という。）の実施のため、《施

設名略称》を使用するとき、又は甲以外の災害応急対策を実施する者の使用を認

めたとき。

（１３）その他必要と認められるとき。

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停

止を命じた場合において、乙に損害等が生じたときは、前項第９号ア又は第１０号から

第１２号までのいずれかに該当する場合を除き、甲は、その賠償の責めを負わない。

 （不可抗力による指定の取消し）

第４５条 甲は、第４３条第３項の規定による協議の結果、管理業務の継続が困難と認め

たときは、指定の取消しを行うものとする。

２ 前項の規定による指定の取消しによって発生する損害等の負担については、甲乙協議

 の上決定するものとする。

 （委託料の返還）

第４６条 甲は、第４４条の規定により指定を取り消したとき若しくは期間を定めて管

 理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は前条の規定により指定を取り消した

 ときは、委託料の全部又は一部を乙に支払わず、又は既に支払った委託料の全部若しく

は一部の返還を乙に請求することができる。

 （指定期間終了時の取扱い）

第４７条 第４０条から第４２条までの規定は、第４４条又は第４５条の規定により本協
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定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲と乙が合意した場合は、この限りで

ない。

第８章  その他

 （リスク分担）

第４８条 本協定本文に定めのあるもののほか、管理業務に関する甲及び乙とのリスク分

担は、別記３「リスク分担表」のとおりとする。

２ 前項に定める事項で疑義がある場合又は前項に定める事項以外の不測の事態が生じた

場合は、甲乙両者で協議の上、リスク分担を決定するものとする。

 （重要事項の変更の届出）

第４９条 乙は、大分県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平

成１６年大分県規則第７８号。以下「指定手続規則」という）第６条の規定に基づき、

乙の名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、指定手続規則第２

号様式による指定管理者変更事項届出書により、速やかにその旨を甲に届け出なければ

ならない。

 （権利・義務の譲渡等の禁止）

第５０条 乙は、本協定によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承

継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、甲の承認を受けた場合は、

この限りでない。

 （運営協議会の設置）

第５１条 甲及び乙は、管理業務を円滑に実施するため、甲乙協議の上別に定めるところ

により、情報交換や業務の調整を図る運営協議会を設置することができる。

 （自主事業）  ※自主事業を全く想定しないものについては不要

第５２条 乙は、指定申請書で提案した自主事業について、その責任と費用により実施し

なければならない。

 ☆乙が申請書で提案した自主事業の実施を担保する必要がある場合に規定。該当ない場合は抜いて項

番号を調整。

☆特定する必要があれば、「別紙○に記載する自主事業」として別紙添付。

２ 乙は、前項に定めるもののほか、《施設名略称》の設置目的に合致し、かつ、管理業

務の実施を妨げない範囲において、その責任と費用により、自主事業を実施することが

できるものとする。

３ 乙は、自主事業を実施する場合は、第２７条に規定する業務計画書にその内容を記載

しなければならない。
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４ 乙が自主事業を実施するに当たり、甲は、乙と協議の上、当該自主事業の実施条件等

を別に定めることができるものとする。

［自主事業が決まっていない場合の規定例］  
（上記例の第１項を削除、第２項を以下のように修正し第１項とする。第３，４項を

第２，３項とする。）

第５２条 乙は、《施設名略称》の設置目的に合致し、かつ、管理業務の実施を妨げ

ない範囲において、その責任と費用により、自主事業を実施することができるものと

する。

（サービス改善提案事業）

第５３条 乙は、指定申請書で申請した別記○に記載するサービス改善提案事業を実施し

なければならない。

２ 乙は、サービス改善提案事業を実施する場合は、第２７条に規定する業務計画書にそ

の内容を記載しなければならない。

３ 乙がサービス改善提案事業を実施するに当たり、甲は、乙と協議の上、当該サービス

改善提案事業の実施条件等を別に定めることができるものとする。

４ 年度ごとのサービス改善提案事業に係る経費については、第３２条第１項の委託料と

は別に毎事業終了後、精算して支払うものとする。この場合において、第３２条第２項

に規定する委託料の総額は、第３２条第１項の委託料にサービス改善提案事業に係る経

費を含めた総額とする。

☆サービス改善提案事業が該当ない施設については削除

 （請求、通知等の方法）

第５４条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾、承認及び取消は、原

則として書面により行うものとする。

 ☆承諾を追加。

 （協定の変更）

第５５条 管理業務の実施に関し、その前提となる条件の変更等の特別な事情が生じたと

きは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。

 （年度協定）

第５６条 各年度の管理業務及びサービス改善提案事業の内容並びにこれらに係る委託料

の額及び支払い方法については、年度協定において定めるものとする。

 （解 釈）

第５７条 本協定の規定に基づく書面の受領、届出、説明若しくは報告の要求及びその実

施、並びに実地調査の実施を理由として、甲が乙の責任において行うべき管理業務の全
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部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。

 ☆乙に協定違反の事実があった場合に、これに対する上記の甲の行動（受動的な行為を含む）そのも

のが、協定違反状態の、甲による黙示の追認になるものではないことを念のために明記しておくも

の。

 （合意管轄）

第５８条 本協定に関する紛争については、甲の所在地である大分地方裁判所を第１審の

専属的管轄裁判所とする。

    ※県内で大分市以外に本社をおく団体については、「甲の所在地である大分市を所管する大分      

地方裁判所」と特定した方がよい。（マリンカルチャーセンターのみ）

 （疑義についての協議）

第５９条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めの

ない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。

本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保

有する。

令和○○年○月○日

甲

 所在地 大分県大分市大手町３－１－１

 名 称 大分県

 代表者 大分県知事  ○○ ○○  印

乙（指定管理者）

 所在地 ○○

 名 称 ○○

 代表者 ○○      印 
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共同事業体方式の場合の追加・変更

 共同事業体方式の場合、以下の部分を追加・修正する。

 （代表団体の地位）

第○条 乙の代表団体は、乙を代表して、甲との折衝及び委託料の請求及び受領を行うも

のとする。

 （各構成員の責任）

第○条 乙の代表団体及び各構成員は、この協定の規定に基づき乙が負担する一切の債務

の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。

 （重要事項の変更の届け出）

第○○条 乙の代表団体及び各構成員は、大分県公の施設の指定管理者の指定の手続等に

関する条例施行規則（平成１６年大分県規則第７８号。以下「通則規則」という）第６

条の規定に基づき、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったとき

は、通則規則第２号様式による指定管理者変更事項届出書により、速やかにその旨を甲

に届け出なければならない。

（指定期間中における構成員の変更の禁止）

第○○条 乙の代表団体及び各構成員は、本協定によって生ずる権利若しくは義務を承継

   させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、甲並びに当該者以外の乙の代

  表団体及び各構成員の承認を受けた場合は、この限りでない。

２ 乙の代表団体及び各構成員は、指定期間中において、甲並びに当該者以外の乙の代表 

団体及び各構成員の承認がなければ、乙から脱退してはならない。

３ 前項の規定により脱退した者がある場合又は乙の代表団体若しくは各構成員のうちい 

ずれかが倒産し、又は解散した場合は、残存する乙の代表団体及び各構成員が共同連帯 

して管理業務を遂行し、又は甲の承認を受けて新たな構成員を加えなければならない。

〔以下についても修正〕

本協定を証するため、本書を（甲、乙の構成員の合計数）通作成し、甲、乙（乙の代表

団体及び各構成員）がそれぞれ記名押印の上、各１通を保有する。
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令和○○年○月○日

甲

 所在地 大分県大分市大手町３－１－１

 名 称 大分県

 代表者 大分県知事          印

乙（指定管理者）

 所在地 

 名 称 （グループ名）

  

 代表団体 所在地

                            名 称

                            代表者                       印

 構 成 員 所在地

                            名 称

                            代表者                       印

 構 成 員 所在地

                            名 称

                            代表者                       印
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別紙１ 用語の定義

(1)「関係法令」とは、施設の管理業務を行う上で関係するすべての法律、法規、条例及び

規則をいう。

(2)「自主事業」とは、管理業務以外の業務であってサービス改善提案事業の対象になら    

ないものをいう。

(3)「サービス改善提案事業」とは、管理業務以外の業務であってサービス改善提案事業    

として採択された業務をいう。

(4)「不可抗力」とは、天災（地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等）

及び人災（戦争、テロ、暴動等）であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないも

のをいう。

(5)「不可抗力の判定」とは、損害等が不可抗力により生じたものであるかどうか、乙の

  対応措置が適切になされなかったことにより拡大したものであるかどうか等を判定す

  ることをいう。

※両者で認識の違いが生じないよう、必要に応じて追加すること。

※出てくる順に整理する。                  

－71－



                              協定書例（基本協定）

25 

別紙２ 管理物件

（１）管理施設

・○○センター

  ○○○棟、○○棟、○○駐車場、○○○○

・敷地内の外構及び植栽

・その他付随施設

 ※敷地は、○○が所有

（２）管理物品（※詳細については、備品台帳を参照のこと。）

１）備品等（Ⅰ種）

種類 数量 備考

   
   
   
   
   

２）備品等（Ⅱ種）

種類 数量 備考

   
   
   
   
   

３）備品等（Ⅲ種）

種類 数量 備考
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別紙３ 不許可処分を行う場合の教示内容

    第２０条第６項の規定による不許可処分を行う場合に教示する内容は次のとおり。

【審査請求】

①当該不許可処分が、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）に基づく審査請求が

できる処分であること。

 ②①の審査請求は、大分県知事に対して行うものであること。（地方自治法第２４４条 

の４第１項）

  ③審査請求をすることができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算し 

て３か月以内であること。（行政不服審査法第１８条）

 ④審査請求は書面でしなければならないこと。（行政不服審査法第１９条）

【処分の取消しの訴え】

 ①当該不許可処分が、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）に基づく処分の取 

消の訴えを行うことができる処分であること。

 ②当該取消処分に係る取消訴訟の被告とすべき者は、処分を行った行政庁（指定管理

者）であること。（行政事件訴訟法第１１条第２項）

 ③当該取消処分に係る取消訴訟は、処分があったことを知った日から６か月を経過した

ときは、提起することができないこと。（行政事件訴訟法第１４条第１項）

 ④当該取消処分に係る取消訴訟は、処分の日から１年を経過したときは、提起すること

ができないこと。（行政事件訴訟法第１４条第２項）
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別紙４ 勧告に応じない場合等における措置について

 本協定第２８条第５項及び第３０条第３項の規定に基づき甲が乙に対して行う勧告に対

し乙が応じない場合又は勧告に対する処置状況の内容が本協定に定める条件等を満たして

いない場合には、甲は、乙に対して改善を指示し、期間を定めて、改善計画書を提出さ

せ、及びその実施を求めることができる。

 この場合において、甲は、必要と認められる場合には、施設利用者の《施設名略称》の

利用に当たっての支障の程度に応じて、以下に定める算式に従い、違約金相当額を算定

し、乙に支払わせるものとする。ただし、明らかに乙の責めに帰さない事由による場合、

当該措置をとらないものとする。

①施設利用者が《施設名略称》を利用する上で明らかに重大な支障がある場合、重大な支

障が生じた日から当該支障が解消されるまでの違約金相当額

委託料（年額）÷年間開館日数×１．０（影響率）×（当該支障発生日数）×１．１（ペナルティ）

（例）管理運営業務の故意による放棄

   故意に甲との連絡を行わない（長期にわたる連絡不通等）

   甲からの指導・勧告に従わない等

   定期点検の未実施

   故障等（仕様書に示す機能を果たさない）の放置

      不衛生状態の放置

   災害時の未稼働（火災等発生時において適切な機能を果たさない事態の発生）

   安全措置の不備による人身事故の発生等

②施設利用者が《施設名略称》を利用することはできるが、明らかに利便性を欠く場合、

利便性を欠くこととなった日から利便性が回復されるまでの違約金相当額

委託料（年額）÷年間開館日数×０．５（影響率）×（当該支障発生日数）×１．１（ペナルティ）

（例）管理運営業務の怠慢

   施設利用者等への対応不備

   業務報告の不備

   関係者への連絡不備

   保全上必要な修理等の未実施

③本協定第５２条第１項の規定による自主事業を実施しない場合等、上記の例により難い

場合の取扱いについては、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
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別記１

《施設正式名称》

管理業務仕様書

 ※公募時に定めた管理業務仕様書に、指定管理者からの提案内容等を加味して修正、

  双方で確認した内容とすること。

 ※規定すべき事項に漏れがないように配慮すること。

 ※内容は個別の施設毎に異なる。

 ※募集要項に添付したものをそのまま使用する場合は、別記１としなくても可。
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別記２

機密保持及び個人情報保護に関する特記事項

（基本的事項）
第１条 乙は、機密情報（本協定に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運

営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。）及び個人情報（個人情報の保護に関す
る法律第２条第１項に規定する個人情報をいう。）（以下「機密情報・個人情報」とい

う。）の保護の重要性を認識し、本協定による管理業務（以下「管理業務」という。）を

行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機
密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

（秘密の保持）

第２条 乙は、管理業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らして

はならない。本協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（個人情報の取得の範囲と手段）
第３条 乙は、管理業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を

明示し甲の同意を得た上で、その利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ
公正な手段で取得しなければならない。

（目的外利用及び提供の制限）
第４条 乙は、管理業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を管理業務の目

的にのみ利用するものとし、本協定期間中はもとより協定を解除又は終了した後といえ
ども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用して

はならない。ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。

（複写又は複製の禁止）
第５条 乙は、甲の承諾があるときを除き、管理業務に関して甲から提供を受けた機密情

報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

（安全管理措置）

第６条 乙は、管理業務に関して収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡さ
れた機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失（以下「漏えい等」という。）すること

のないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。 
２ 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出し

てはならない。
３ 乙は、第１項の機密情報・個人情報に関するデータ（バックアップデータを含む。）の

保管場所を日本国内に限定しなければならない。

４ 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を特定し、本
協定の締結時に甲に書面（様式１）で届け出なければならない。その特定した作業場所

を変更しようとするときも、同様に、変更前に届け出るものとする。
５ 乙は、管理業務を行うために使用するパソコンや電子媒体（以下「パソコン等」とい

う。）を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所

から持ち出してはならない。
６ 乙は、管理業務を行うために、私用のパソコン等を使用してはならない。

７ 乙は、管理業務を行うために、パソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密情報・個
人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。

また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感
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染防止等に必要な措置（導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。）
を講じなければならない。

８ 乙は、管理業務に関する機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の

各号に定めるところにより管理しなければならない。
（１）金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。

（２）電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等
以上の保護措置をとること。

（３）管理業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じ
ること。

ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置

イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を１年間以上保存し、及び
アクセス記録を定期的に分析するために必要な措置

ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置
（４）保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又

は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。

（５）盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。
（６）バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバッ 

クアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。

（返還、廃棄及び消去）
第７条 甲から引き渡された機密情報・個人情報のほか、管理業務を行うために甲の指定

した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情

報・個人情報は、甲に帰属するものとする。
２ 乙は、管理業務終了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃

棄又は消去しなければならない。
３ 乙は、第１項の機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等

当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければなら
ない。

４ 乙は、パソコン等に記録された第１項の機密情報・個人情報を消去する場合、データ
消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元で

きないように確実に消去しなければならない。
５ 乙は、第１項の管理業務に係る機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全

に廃棄又は消去した旨の証明書（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任

者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面（様式２））を甲に提出しなければならな
い。また、第１項の機密情報・個人情報を取り扱わなかった場合も甲に書面（様式２）に

より報告しなければならない。
６ 乙は、管理業務完了後も第１項の機密情報・個人情報を同一内容の業務を行うために

引き続き保有・利用する必要がある場合は、甲に書面（様式３）により申請の上、甲の書
面（様式４）による承認を受けなければならない。

７ 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければな

らない。

（責任体制の整備）
第８条  乙は、管理業務に係る機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責

任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

（業務責任者及び業務従事者の監督）

第９条  乙は、管理業務に関して、機密情報・個人情報を取り扱う責任者（以下「業務責任
者」という。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め、本協定の

締結時に書面（様式１）で甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を
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変更する場合も、同様に、変更前に報告するものとする。
２ 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう

監督させなければならない。

３ 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならな
い。

（派遣労働者）

第１０条 乙は、管理業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘
密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。そ

の場合の守秘義務の期間は、第２条に準ずるものとする。

２ 乙は、派遣労働者にこの協定に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元
との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に

関する責任を負うものとする。

（教育の実施）

第１１条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この協定による業務に関する情報を
取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他

委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければなら
ない。

（意見聴取）

第１２条 甲及び乙は、法令（甲の情報公開条例を含む。）に基づき相手方の機密情報が記

載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は
提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提

供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。

（知的財産権）
第１３条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理す

るいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでな
いことを確認する。

（対象外）

第１４条 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する情報は、機密情報として扱わない

ことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明ら
かにしなければならないものとする。

（１）提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
（２）提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報

（３）正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
（４）機密情報を利用することなく独自に開発した情報

（５）保持義務を課すことなく第三者に提供した情報

２ 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。

（協定内容の遵守状況の報告）
第１５条  甲は必要があると認めるときは、乙が行う管理業務に係る機密情報・個人情報

の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。

（事故発生時の対応）

第１６条 乙は、乙が行う管理業務に係る機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、
当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速や

かに報告し、その指示に従わなければならない。
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２ 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を
講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等

のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講

ずるものとする。
３ 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限

り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならな
い。

（監査、調査等）

第１７条 甲は、指定期間中、乙が処理する本協定による業務に係る機密情報・個人情報

の取扱い状況について、報告を求めることができる。
２ 甲は、乙が本協定による業務において第７条第１項の機密情報・個人情報を取り扱う

場合は、指定期間中少なくとも１年に１回、乙が処理するこの管理業務に係る機密情報・
個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において機密情報・

個人情報を取り扱う管理業務に係る実地検査（書面）報告書（様式５）により監査、調査

等するものとする。

注 本特記事項は、実態に即して適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略して差し支
えないものとする。
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様式１ 

  年   月   日  

大分県知事        様   

   住所又は所在地

指定管理者名 氏名又は商号

                        代表者氏名  

機密保持及び個人情報保護に関する特記事項に係る作業場所及び業務    

責任者・従事者の報告（変更）について 

年 月 日付けで協定を締結した○○○○事業に係る機密保持及び個人情報

保護に関する特記事項第６条第４項及び第９条第１項に基づき、機密情報・個

人情報を取り扱う作業場所、業務責任者及び業務従事者について、下記のとお

り報告します。  
記

１ 作業場所

２ 業務責任者

所属・役職 氏 名 連絡先

  

３ 業務従事者  

所属・役職 氏 名
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様式２ 

年 月 日  

大分県知事      様  

   住所又は所在地

指定管理者名 氏名又は商号

                        代表者氏名  

機密保持及び個人情報保護に関する特記事項に係る 

機密情報・個人情報の廃棄・消去について 

 年 月 日付けで協定を締結した○○○○事業に係る機密保持及び個人情報

保護に関する特記事項第７条第５項に基づき、下記のとおり報告します。

記

１ 甲に帰属する機密情報・個人情報の取扱いの有無 （ 有 ・ 無 ）

  

２ 機密情報・個人情報について下記のとおり廃棄・消去

※１が「無」の場合、２の記載は不要

※廃棄・消去を外部に委託した場合は、その証明書を必ず添付すること。

  

 内容 備考 

情報項目 

媒体名 

数量   

廃棄・消去の方法   

責任者   

廃棄・消去年月日   
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様式３ 

年 月 日  

大分県知事      様  

   住所又は所在地

指定管理者名 氏名又は商号

                        代表者氏名  

機密情報・個人情報の保有・利用の継続について 

 年 月 日付けで協定を締結した○○○○事業に係る機密情報・個人情報につ

いて、下記のとおり引き続き保有・利用したいため、申請します。

記

１ 継続保有・ 

利用の理由 

２ 情報項目 

３ 業務責任者・ 

作業場所（予定） 

４ 保有・利用の 

継続期間（予定） 

※記載内容は、契約内容に応じて適宜修正すること。
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様式４ 

年 月 日  

指定管理者名      様  

   

    大分県知事    

機密情報・個人情報の保有・利用の継続について 

 年 月 日付けにて申請のあった上記の件については承認します。

機密情報・個人情報の取扱いについては「機密保持及び個人情報保護に関する特

記事項」に基づき、必要且つ適正な措置を講ずるようお願いします。

なお、機密情報・個人情報を引き続き保有・利用する必要がなくなった場合は、

特記事項第７条第２項に基づき、速やかに機密情報・個人情報を廃棄又は消去

し、同条第５項に基づき、廃棄又は消去した旨の証明書を提出するようお願いし

ます。
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様
式

５
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

機
密

情
報

・
個

人
情
報

を
取

り
扱

う
管

理
業
務

に
係

る
 

 
 

 
 

検
査
報

告
書

点
検

項
目

 
確

認
事

項
 

点
検

結
果

 
点

検
内

容
又

は
「
否

」
の

 

場
合

の
措

置
内

容
 

1
. 

機
密

情
報

・
個

人
情

報
の

取
得

、
利

用
 

 
 

(ア
)機

密
情

報
・
個

人
情

報
の

取
得

の
範

囲
と

手
段

（
特

記
事

項
第

3
条

）
 

・
取

得
す

る
と

き
は

、
利

用
目

的
を

明
示

し
県

の
同

意
を

得
て

い
る

か
 

・
利

用
目

的
に

必
要

な
範

囲
内

で
適

法
か

つ
公

正
な

手
段

で
取

得
し

て
い

る
か

 

適
・
否

 

(イ
)目

的
外

利
用

及
び

提
供

の
制

限
（
第

4
条

） 
・
県

が
提

供
し

た
機

密
情

報
・個

人
情

報
は

、
管

理
業

務
の

目
的

の
み

に
利

用
し

て
い

る
か

 
適

・
否

・
対

象
外

(ウ
)提

供
し

た
機

密
情

報
・
個

人
情

報
の

複
写

（第
5

条
） 

・
県

の
承

諾
な

し
に

機
密

情
報

・
個

人
情

報
が

記
録

さ
れ

た
資

料
等

を
複

写
し

て
い

な
い

か
 

適
・
否

・
対

象
外

2
. 

機
密

情
報

・
個

人
情

報
の

安
全

管
理

措
置

 
 

 

(ア
)業

務
を

処
理

す
る

事
業

所
（
第

6
条

第
2

項
、

第
3

項
） 

・
県

の
同

意
な

し
に

、
機

密
情

報
・
個

人
情

報
を

事
業

所
内

か
ら

持
ち

出
し

て
い

な
い

か
 

・
機

密
情

報
・
個

人
情

報
に

関
す

る
デ

ー
タ

の
保

管
場

所
を

日
本

国
内

に
限

定
し

て
い

る
か

 

適
・
否

 

(イ
)機

密
情

報
・
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

場
所

（
作

業
場

所
）

（
第

6
条

第
4

項
） 

・
作

業
場

所
を

特
定

し
、

あ
ら

か
じ

め
県

に
届

け
出

て
い

る
か

 

・
作

業
場

所
を

変
更

す
る

と
き

も
同

様
に

な
さ

れ
て

い
る

か
 

適
・
否

 

(ウ
)業

務
処

理
の

た
め

の
パ

ソ
コ

ン
及

び
電

子
媒

体
 

 
 

①
パ

ソ
コ

ン
等

の
台

帳
管

理
（
第

6
条

第
5

項
） 

・
パ

ソ
コ

ン
及

び
電

子
媒

体
を

台
帳

で
管

理
し

、
県

が
承

諾
し

た
場

合
以

外
は

作
業

場
所

か
ら

持
ち

出
し

て
い

な
い

か
 

適
・
否

 

②
私

用
パ

ソ
コ

ン
等

の
使

用
禁

止
（
第

6
条

第
6

項
） 

・
私

用
の

パ
ソ

コ
ン

等
を

使
用

し
て

い
な

い
か

 
適

・
否

 

③
パ

ソ
コ

ン
等

の
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
（
第

6
条

第
7

項
） 

・
パ

ソ
コ

ン
等

に
導

入
さ

れ
た

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

は
脆

弱
性

の
な

い
も

の
に

更
新

さ
れ

て
い

る
か

。
ま

た
、

フ
ァ

イ
ル

交
換

ソ
フ

ト
等

機
密

情
報

・
個

人
情

報
の

漏
え

い
に

つ
な

が
る

お
そ

れ
の

あ
る

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

が
イ

ン
ス

ト
ー

ル
さ

れ
て

い
な

い
か

。
 

適
・
否

 

(エ
)機

密
情

報
・
個

人
情

報
の

管
理

等
（
第

6
条

第
8

項
）
 

 
 

①
機

密
情

報
・
個

人
情

報
の

金
庫

等
で

の
保

管
（
第

1
号

）
・
金

庫
等

又
は

入
退

室
管

理
可

能
な

保
管

室
で

保
管

し
て

い
る

か
 

適
・
否

 

②
電

子
デ

ー
タ

の
保

存
及

び
持

ち
出

し
（
第

2
号

） 
・
電

子
デ

ー
タ

と
し

て
保

存
及

び
持

ち
出

す
場

合
、

暗
号

化
処

理
等

の
保

護
措

置
を

と
っ

て
い

る
か

 
適

・
否

 

③
業

務
処

理
の

た
め

の
情

報
シ

ス
テ

ム
使

用
（第

3
号

） 
・
業

務
処

理
の

た
め

の
情

報
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
、

以
下

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
か

。
 

認
証

機
能

に
よ

る
シ

ス
テ

ム
へ

の
ア

ク
セ

ス
制

御
 

ア
ク

セ
ス

状
況

の
記

録
、

保
存

、
分

析
 

不
正

ア
ク

セ
ス

監
視

 

適
・
否

 

④
保

管
・
管

理
の

た
め

の
台

帳
（第

4
号

）
 

・
保

管
・
管

理
す

る
た

め
の

台
帳

を
整

備
し

、
機

密
情

報
・
個

人
情

報
の

受
け

渡
し

、
使

用
、

複
写

、
保

管
、

持
ち

出
し

、
廃

棄

等
の

状
況

が
記

録
さ

れ
て

い
る

か
 

適
・
否

 

⑤
盗

難
等

の
防

止
（第

5
号

）
 

・
盗

難
、

漏
え

い
、

改
ざ

ん
を

防
止

す
る

適
切

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
か

 
適

・
否

 

⑥
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
（
第

6
号

） 
・
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
が

定
期

的
に

行
わ

れ
、

機
密

情
報

・
個

人
情

報
が

記
録

さ
れ

た
文

書
及

び
そ

の
バ

ッ
ク

ア
ッ

プ
に

対
し

て
定

期
的

な
点

検
が

行
わ

れ
て

い
る

か
 

適
・
否

 

3
. 

機
密

情
報

・
個

人
情

報
の

廃
棄

及
び

消
去

 
 

 

(ア
)機

密
情

報
・
個

人
情

報
の

廃
棄

・
消

去
（
第

7
条

第
3

項
、

第
4

項
） 

・
電

子
媒

体
を

物
理

的
に

破
壊

す
る

等
、

判
読

、
復

元
で

き
な

い
よ

う
し

て
い

る
か

 

・
パ

ソ
コ

ン
等

に
デ

ー
タ

消
去

用
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
を

使
用

し
、

判
読

、
復

元
で

き
な

い
よ

う
し

て
い

る
か

 

適
・
否

 

(イ
)機

密
情

報
・個

人
情

報
の

廃
棄

証
明

（
第

7
条

第
5

項
）

・
機

密
情

報
・
個

人
情

報
を

廃
棄

又
は

消
去

し
た

旨
の

証
明

書
が

提
出

さ
れ

て
い

る
か

 
適

・
否

 

4
. 

責
任

体
制

の
整

備
 

 
 

(ア
)業

務
責

任
者

、
業

務
従

事
者

（
第

8
条

、
第

9
条

） 
・
業

務
責

任
者

及
び

業
務

従
事

者
を

定
め

、
書

面
に

よ
る

報
告

が
な

さ
れ

て
い

る
か

 

・
内

部
に

お
け

る
監

督
、

指
示

に
基

づ
く
責

任
体

制
が

構
築

さ
れ

て
い

る
か

 

適
・
否

 

(イ
)派

遣
労

働
者

（
第

1
0

条
）
 

・
業

務
を

派
遣

労
働

者
に

行
わ

せ
て

い
る

場
合

、
労

働
者

派
遣

契
約

書
に

所
定

の
事

項
を

記
載

し
て

い
る

か
 

適
・
否

・
対

象
外

(ウ
)教

育
の

実
施

（第
1
1

条
）
 

・
業

務
責

任
者

及
び

業
務

従
事

者
に

対
し

て
必

要
な

教
育

が
実

施
さ

れ
て

い
る

か
 

適
・
否

 

5
.第

三
者

委
託

の
有

無
（基

本
協

定
書

本
文

） 
・
第

三
者

委
託

を
禁

止
し

て
い

る
場

合
、

基
本

協
定

書
に

反
し

て
第

三
者

委
託

が
行

わ
れ

て
い

な
い

か
（
基

本
協

定
書

で
第

三
者

委
託

を
認

め
て

い
る

場
合

は
、

事
前

承
認

が
必

要
で

あ
る

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

事
前

承
認

な
く
第

三
者

委
託

が
行

わ
れ

て
い

な
い

か
）
 

・
第

三
者

委
託

の
条

件
等

に
つ

い
て

基
本

協
定

書
、

仕
様

書
に

記
載

が
あ

る
場

合
、

そ
の

内
容

を
満

た
し

て
い

る
か

 

適
・
否

・
対

象
外

□
実

地
 

□
書

面
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別記３ 

  

リスク分担表          

   

  項目            内     容 負担区分

甲 乙

物価変動 人件費、物件費等物価変動に伴う経費の増減 ○

金利変動 金利の変動に伴う経費の増減 ○

周辺地域・

住民及び施

設利用者へ

の対応

地域との協調 ○

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用者から

の苦情、要望等への対応

○

上記以外 ○

法令の変更 施設管理、運営に係る法令変更 ○

上記以外 ○

税制度の変

更

一般的な税制変更（消費税を除く） ○

消費税の変更 ○

政治・行政

的理由によ

る事業変更

政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障

が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合

○

書類の誤り 県が作成した書類の誤りによるもの ○

指定管理者が作成した書類の誤りによるもの ○
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令和○年度の《施設正式名称》の管理に関する年度協定書

大分県（以下「甲」という。）と○○（以下「乙」という。）とは、令和○年○月○日

に、《施設正式名称》（以下《施設名略称》という。）の管理に関して締結した「《施設

正式名称》の管理に係る基本協定書（以下「基本協定」という。）第５６条の規定に基づ

き、令和○年度の《施設正式名称》の管理に関する年度協定（以下「本協定」という。）

を締結する。

（趣旨）

第１条 本協定は、令和○年度における《施設名略称》の管理業務及びサービス改善提案 

事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

 （協定の期間）

第２条 本協定の期間は、令和○年４月１日から令和○年３月３１日までとする。

（管理業務等の内容）

第３条 令和○年度の管理業務及びサービス改善提案事業の内容は、○○施設の管理に関

する基本協定書及び基本協定書第２７条の規定により定めた業務計画書記載の管理業務

及びサービス改善提案事業とする。

（委託料の額及び支払い方法）

第４条 甲は、乙に対し、令和○年度の管理業務及びサービス改善提案事業の委託料とし

て、金○○○円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を支払うものとする。

２ 乙は、前項の委託料の支払いを、表１に定める請求期日に従い、甲に請求するものと

し、甲は、乙の請求を受理した日から起算して３０日以内に口座振込みの方法により支

払うものとする。

 ＜表１＞の例示

     区   分    請求期日        請求金額

      第１四半期        令和○○年○月末                               円
      第２四半期        令和○○年○月末                               円
      第３四半期        令和○○年○月末                               円
      第４四半期        令和○○年○月末                               円

小  計                             円
サービス改善提案事業 毎事業終了後  上限額          円

合  計               円

 ※上記金額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。

  ※支払回数、請求時期は、施設の実情を踏まえ、乙と協議のうえ定めること。

   なお、支払計画上その時期に支払可能な金額であるかどうか等、会計課と十分調整を図ること。

（メリットシステム等の場合）

３ 基本協定書第○条第１項の規定により算定された額がある場合には、当該金額を第４

条第１項に定める委託料に加算し、甲乙協議の上、同条第２項の表１を改定するものと

する。

４ 基本協定書第○条第２項の規定により算定された額がある場合には、当該金額を第４

条第１項に定める委託料を減額し、甲乙協議の上、同条第２項の表１を改定するものと

する。
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（サービス改善提案事業に係る経費の支払い）

 第５条 前条の規定にかかわらず基本協定書第５３条に規定するサービス改善提案事業

に係る経費については、事業終了後に精算して支払うものとする。

 （疑義等の決定）

第６条 本協定に定めのない事項については、基本協定によるものとする。基本協定に

も定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

本協定を証するため、本書を２通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各１通を保

有する。

令和○年○月○日

甲

 所在地 大分県大分市大手町３－１－１

 名 称 大分県

 代表者 大分県知事 ○○ ○○    印

乙（指定管理者）

 所在地 ○○

 名 称 ○○

 代表者 ○○             印
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務

日
誌

（
例

）
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

(　
)

天
気

：

施
設

・
設

備
の

利
用

状
況

一
般

利
用

件
数

人
数

人
数

○
○

ホ
ー

ル
0

○
○

会
議

室
0

…

0

合
　

　
計

0
0

0
0

備
　

　
考

イ
ベ

ン
ト

の
実

施
状

況

講
師

・
出

演
者

等

○
○

展
示
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○
○

ト
ー

ク
シ

ョ
ー
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合
　

　
計
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考

研
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の
実
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状
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研
修

名
講

師
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内
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施
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団
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利
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計
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キ
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ン
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を
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イ
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ン
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イ
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ン
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の
内

容

集
客

人
数

概
要

参
加
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の

状
況

な
ど

を
記

載

維
持

管
理

業
務

の
実

績

業
務

内
容

清
掃

芝
刈

り

…

備
　

　
考

利
用

者
等

か
ら

の
意

見
、

苦
情

相
手

方

事
故

の
状

況

相
手

方

県
と

の
協

議
事

項

対
応

者
県

担
当

者
協

議
内

容

事
故

の
概

要
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決裁欄

　書面調査実施日

　調査実施者職・氏名

適 否

業務報告書 業務報告書は提出期限（○月○日）までに提出されたか。

業務報告書の記載事項に漏れがないか。

添付書類 必要な添付書類は添付されているか。

事業の広報媒体、新聞記事は添付されているか。

書面で確認できなかった点について、電話確認等を行ったか。

管理業務の実施状況

清掃 仕様書等に従い、清掃が行われているか。

警備 仕様書等に従い、警備が行われているか。

施設の維持管理 仕様書等に従い、施設の保守・安全点検が行われているか。

施設の不具合、危険箇所等は報告されていないか。

必要な修繕が適切に行われているか。

設備の維持管理 仕様書等に従い、設備の保守・安全点検が行われているか。

設備の不具合、危険箇所等は報告されていないか。

必要な修繕が適切に行われているか。

備品の管理 使用不能となった備品等はないか。

必要な備品の調達はなされているか。

事業の実施状況

計画に沿った実施 事業計画書どおりに事業が行われているか。

実施に遅れが生じている事業はないか。

事業計画の変更 事業計画に変更が生じる場合の協議はなされているか。

サービス改善提案事業 サービス改善提案事業は、計画的に実施されているか。

事業実施の確認

事業の広報 事業の広報は計画的かつ効率的になされているか。

事業の成果 事業は利用者ニーズに合致し、相応の成果を収めているか。

利用状況

利用者数 当初の見込みと大きな隔たりが生じていないか。

利用者数等を明確に把握し、記載しているか。

利用者数の増減 前月や前年同月の利用者数との比較はなされているか。

利用者数の増減理由について的確な分析がなされているか。

利用者増加への取組 利用者数の増加に向けた取組内容は適切か。

実施予定事業名 予定日 実施日

直接確認

　 実施状況 　令和○○年度第（　　）回目

確認項目
適否

所見

報告書等

　○○年○○月○○日（　）　　〔報告書提出日：○○年○○月○○日〕

課長 総括 課　　　　員 担当

大分県○○センター書面調査チェックシート（令和○○年○○月分）
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適 否

目標指標

目標指標の達成見込み 目標指標は達成が見込まれるか。

目標達成への取組 目標指標の達成に向けた取組内容は適切か。

収支状況

収支計画との整合性 収支計画書の内容と大きな隔たりが生じていないか。

収入の把握 使用料（利用料金）収入を明確に把握し、記載しているか。

収入の増減 前月や前年同月の収入との比較はなされているか。

収入の増減理由について、的確な分析がなされているか。

収入増加への取組 収入の増加に向けた取組内容は適切か。

繰入による調整 企業・法人の会計から繰入がある場合、その内容は適切か。

利用者等（ネットによるクチコミ含む）からの意見・要望・苦情への対応

意見等の記載 意見・苦情・要望等が記載されているか。

対応状況 意見・苦情・要望等に対する対応が記載されているか。

対応の内容は適切であるか。

対応は迅速になされているか。

職員研修の状況

研修内容 研修を実施している場合、その内容は適切であるか。

参加者数 研修を実施している場合、その参加人数は適当であるか。

県からの指示事項への対応

対応状況 県から指示した事項がある場合、その対応は適切であるか。

ホームページ

更新状況 ホームページは適宜更新されているか。

総合所見

あり  なし

必要な指示等

 直接  電話 その他（　　　　　）

※このチェックシートは、「指定管理者制度運用ガイドライン」第３章３の（１）のアに定める書面調査に用いるものである。

指示を伝達した日 　 伝達方法 相手方 　

臨時の実地調査を行う必要性 実施予定日 　 調査員 　

確認項目
適否

所見
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決裁欄

　実地調査実施日

　調査実施者職・氏名

　実施状況 あり なし（抜き打ち）

適 否

管理業務の実施状況

関係法令の遵守 管理業務の実施にあたって関係法令が遵守されているか。

業務日誌 業務日誌が整備され、きちんと記載されているか。

清掃 仕様書等に従い、清掃が確実に行われているか。

警備 仕様書等に従い、警備が確実に行われているか。

施設の維持管理 仕様書等に従い、施設の保守・安全点検が行われているか。

施設の美観を損ねるような汚損等はないか。

施設の不具合、危険箇所等はないか。

県の了解の無い改造等が加えられていないか。

施錠すべき箇所については、きちんと施錠されているか。

案内表示、看板等の設置は適当であるか。

必要な修繕が適切に行われているか。

設備の維持管理 仕様書等に従い、設備の保守・安全点検が行われているか。

設備の不具合、危険箇所等はないか。

必要な修繕が適切に行われているか。

備品等の管理 使用不能となった備品等はないか。

必要な備品等の調達はなされているか。

危機管理・安全対策 危機管理体制を整備し、職員に周知徹底しているか。

安全管理マニュアルを作成し、職員に周知徹底しているか。

災害等に備えた緊急対応の訓練等を適切に実施しているか。

避難経路は適切に確保されているか。

利用者対応 施設の予約や利用等が公平かつ適切に行われているか。

職員の言葉遣い、態度、服装等の接遇は適切であるか。

事業の実施状況

計画に沿った実施 事業計画書どおりに事業が行われているか。

実施に遅れが生じている事業はないか。

事業の広報 事業の広報は計画的かつ効率的になされているか。

事業の成果 事業は利用者ニーズに合致し、相応の成果を収めているか。

事業実施の確認 事業名 実施日 確認書類

　 相手方対応者職・氏名 　

　○○年度第（　　）回目 事前連絡実施の有無

確認項目
適否

所見

課長 総括 課　　　　員 担当

大分県○○センター実地調査チェックシート

　○○年○○月○○日（　） 調査実施場所 　

－91－



適 否

利用状況等

利用者数増への取組 利用者数の増加に向けた取組内容は適切か。

目標達成への取組 目標指標の達成に向けた取組内容は適切か。

収支状況等

経理事務 管理業務に関する経費とその他の経費が区分されているか。

現金の管理方法等は適切か。

経費節減への取組 経費節減のための取組が十分に行われているか。

収入増加への取組 収入の増加に向けた取組内容は適切か。

利用者等からの意見・要望・苦情への対応

意見等の記載 利用者の意見等が県に報告されているか。

対応状況 県と協議が必要な利用者の意見等がないか。

適切な対応が迅速に行われているか。

利用者満足度調査

調査の実施 利用者満足度調査がなされているか。

調査の回答者数が少なすぎないか。

調査の内容 利用者満足度調査の内容（方法、対象等）は適切か。

調査内容について、事前の県への協議がなされているか。

調査の結果 調査結果の集計・分析等がなされているか。

調査結果を業務の改善に役立てているか。

人員体制

関係法令の遵守

人員の配置

超勤実態 過度の超勤実態はないか。

労働関係法令の遵守 労働（雇用）契約書を作成しているか。

労働条件通知書を書面により交付しているか。

労働者名簿、賃金台帳を整備しているか。

賃金単価が大分県の最低賃金以上であるか。

年次有給休暇を法令どおり付与しているか。

定期健康診断等必要な健康診断を実施しているか。

健康診断 職員の健康診断は、きちんと実施されているか。

再委託の状況

再委託の手続 県の承諾を受け、契約書の写しを提出しているか。

再委託の内容 再委託の内容は適切であるか。

再委託業務のチェック 再委託業務に対するチェックは十分に実施されているか。

情報管理の適正化

個人情報の保護 個人情報保護規程を定め、適正な取扱いがなされているか。

情報公開 情報公開規程を定め、適正な取扱いがなされているか。

県からの指示事項への対応

対応状況 県から指示した事項がある場合、その対応は適切であるか。

保険の加入状況

加入状況 協定書で義務づけた保険に加入しているか。

マイナンバー及び特定個人情報を扱うにあたり、「特定個人情報の取扱いに
関するガイドライン」（特定個人情報保護委員会策定）に沿った対応を行って
いるか。

※別添様式で点検（年に１回実施）機密保持及び個人情報の保護に関する特記事項が遵守されているか。

最低賃金単価：○○円（R　年度）

要件を満たす労働者について、労働保険、社会保険の加入手続きを行っているか。

就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ているか。
（常時10人以上の労働者を使用している場合。）

就業規則を作成している場合、掲示・備付け等により周知しているか。

管理業務の実施に当たって労働関係法令が遵守されているか。

仕様書で求めている人員配置、資格要件が確保されているか。

確認項目
適否

所見

専用の口座、帳簿等を備え、適切に収支の管理を行っているか。
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総合所見

指示事項

※今年度の実地調査実施状況

※このチェックシートは、「指定管理者制度運用ガイドライン」第３章３の（１）のイに定める実地調査に用いるものである。

　①累計回数（今回含む）
② 複数職員による実
　　施回数（①のうち）

③ 抜き打ちでの実施
回数（①のうち）
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決裁欄

　確認実施日

　確認実施者職・氏名

適 否

事業報告書 事業報告書は提出期限（○月○日）までに提出されたか。

事業報告書の記載事項に漏れがないか。

添付書類 必要な添付書類は添付されているか。

事業の広報媒体、新聞記事等は添付されているか。

書面で確認できなかった点について、電話確認等を行ったか。

 管理業務の実施状況

清掃 仕様書等に従い、清掃が行われたか。

警備 仕様書等に従い、警備が行われたか。

施設の維持管理 仕様書等に従い、施設の保守・安全点検が行われたか。

施設の不具合、危険箇所等が放置されていないか。

必要な修繕が適切に行われたか。

設備の維持管理 仕様書等に従い、設備の保守・安全点検が行われたか。

設備の不具合、危険箇所等が放置されていないか。

必要な修繕が適切に行われたか。

備品の管理 使用不能となったままの備品等はないか。

必要な備品の調達はなされたか。

 事業の実施状況

計画に沿った実施 事業計画書どおりに事業が行われたか。

実施できていない事業はないか。

事業計画の変更 事業計画に変更が生じる場合の協議はなされたか。

サービス改善提案事業 サービス改善提案事業は、計画的に実施されたか。

事業の広報 事業の広報は計画的かつ効率的になされたか。

事業の成果 事業は利用者ニーズに合致し、相応の成果を収めたか。

 利用状況

利用者数 当初の見込みと大きな隔たりが生じていないか。

利用者数等を明確に把握し、記載しているか。

利用者数の増減 前年度の利用者数との比較はなされているか。

利用者数の増減理由について的確な分析がなされているか。

利用者増加への取組 利用者数の増加に向けた適切な取組が行われたか。

 目標指標

目標指標の達成状況 目標指標は達成されているか。

達成状況の分析 達成、未達成の主な要因を分析し、記載しているか。

今後の対策 目標指標の達成に向けた今後の対策が記載されているか。

　　　○○年○○月○○日（　）　　〔報告書提出日：○○年○○月○○日〕

確認項目
適否

所見

 報告書等

直接確認

大分県○○センター令和○○年度事業報告書チェックシート

課長 総括 担当課　　　　員
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適 否

 収支状況

収支計画との整合性 収支計画書の内容と大きな隔たりが生じていないか。

収入の把握 使用料（利用料金）収入を明確に把握し、記載しているか。

収入の増減 前年度の収入との比較はなされているか。

収入の増減理由について、的確な分析がなされているか。

収入増加への取組 収入の増加に向けた取組内容は適切か。

 利用者等（ネットによるクチコミ含む）からの意見・要望・苦情への対応

意見等の記載 意見・苦情・要望等が記載されているか。

対応状況 意見・苦情・要望等に対する対応が記載されているか。

対応の内容は適切であるか。

対応は迅速になされているか。

 利用者満足度調査

調査の実施 利用者満足度調査がなされているか。

調査の回答者数は適切か。

調査の内容 利用者満足度調査の内容（方法、対象等）は適切か。

調査内容について、事前の県への協議がなされたか。

調査の結果 調査結果の集計・分析等がなされているか。

調査結果が業務の改善に役立てられたか。

 職員研修の状況

研修内容 研修が実施され、その内容は適切であったか。

参加者数 研修の参加人数は適当であるか。

 県からの指示事項への対応

対応状況 県から指示した事項への対応は適切であったか。

 自己評価

自己評価の記載 当該年度の業務全般に係る自己評価が記載されているか。

自己評価の内容 指定管理者の自己評価の内容は適切か。

総合所見

あり  なし

必要な指示等

 直接  電話 その他（　　　　　）

【参考：令和○○年度モニタリング実施状況】

　書面調査 　実地調査 回 回 

確認項目
適否

所見

実施予定日 調査員

指示を伝達した日 伝達方法 相手方

②複数職員による実
施回数（①のうち）

臨時の実地調査を行う必要性

※このチェックシートは、「指定管理者制度運用ガイドライン」第３章３の（５）に定める県による事業報告書の確認に用いるものである。

実施回数 回回
③抜き打ちでの実施

回数（①のうち）
①実施回数
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決裁欄

　確認実施日

　確認実施者職・氏名

適 否

業務計画書 業務計画書は提出期限（○月○日）までに提出されたか。

業務計画書の記載事項に漏れがないか。

添付書類 必要な添付書類は添付されているか。

書面で確認できなかった点について、電話確認等を行ったか。

事業計画

事業計画全般 事業計画は仕様書等の内容を満たしているか。

実現可能性に乏しい計画となっていないか。

利用者の意見・要望や過去の反省が反映されているか。

各事業の内容 各事業の内容が、施設の設置目的に合致しているか。

各事業の内容が、利用者（県民）ニーズに合致しているか。

成果が期待できる事業内容となっているか。

サービス改善提案事業 サービス改善提案事業は、適切に計画されているか。

スケジュール 事業実施スケジュールは明確に記載されているか。

実現可能性のある実施スケジュールとなっているか。

人員配置計画

従業員数 指定管理業務に従事する従業員の数は適切か。

前年度に比べて従業員数の極端な増減がないか。

人員が手薄になっている部署等がないか。

必要な資格保有者等が確保されているか。

組織体制 指揮命令系統が明確になっているか。

責任の所在や事務分掌等が明確になっているか。

緊急時に対応できる体制が確保されているか。

収支計画

収支計画の整合性 当初の収支計画書の内容と大きな隔たりが生じていないか。

過年度と比較して過大（過小）な収支見込みとなっていないか。

記載項目 収支はそれぞれ費目ごとに分けて適切に記載されているか。

積算 各費目ごとに適切な積算がなされているか。

積算の根拠が明確に示されているか。

修繕費 管理物件の修繕費について、適切な額が計上されているか。

防災対策

安全管理マニュアル 危機事象に即応できる内容となっているか。

研修・訓練 必要な研修及び訓練の計画が示されているか。

総合所見及び注意事項

※このチェックシートは、基本協定書の規定（協定書例では第27条）に基づき、各年度ごとの業務計画書が提出された際の確認に用いるものである。

　○○年○○月○○日（　）　　〔計画書提出日：○○年○○月○○日〕

課長 総括 課　　　　員 担当

大分県○○センター令和○○年度業務計画書チェックシート

確認項目
適否

所見

　

直接確認

計画書等
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５
段

階
評

価
用

１
　

指
定

概
要

２
　

評
価

結
果

１
　

施
設

の
設

置
目

的
の

達
成

（
有

効
性

の
向

上
）
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
施

設
の

設
置

目
的

の
達

成
目

標

5 5 5

① ② ③

指
定

管
理

者
の

管
理

運
営

に
対

す
る

評
価

シ
ー

ト

所
管

課
○

○
○

○
部

 ○
○

○
○

課

評
価

対
象

期
間

○
○

年
○

月
○

日
～

○
○

年
○

月
○

○
日

施
設

概
要

名
　

 称
施

設
種

別

　
  

所
在

地

設
置

目
的

指
定

管
理

者

名
　

 称

代
表

者
名

所
在

地

指
定

管
理

業
務

の
内

容

料
金

制
度

指
定

期
間

○
○

年
○

月
○

日
～

○
○

年
○

月
○

○
日

（
○

年
間

）

評
価

項
目

配
点

評
価

点

４
０

０

①
計

画
に

則
っ

て
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
が

適
切

に
行

わ
れ

た
か

。
施

設
を

最
大

限
活

用
し

て
、

施
設

の
設

置
目

的
に

沿
っ

た
成

果
を

得
ら

れ
て

い
る

か
（
目

標
を

達
成

で
き

た
か

）
。

1
5

0
②

施
設

の
利

用
者

の
増

加
や

利
便

性
を

高
め

る
た

め
の

取
組

み
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

ま
た

、
複

数
の

施
設

を
一

括
し

て
管

理
す

る
場

合
は

、
施

設
間

の
有

機
的

な
連

携
が

図
ら

れ
、

そ
の

効
果

が
得

ら
れ

て
い

る
か

。

③
施

設
の

設
置

目
的

に
応

じ
た

効
果

的
な

営
業

・
広

報
活

動
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

【
評

価
の

理
由

】
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５
段

階
評

価
用

（
２

）
利

用
者

の
満

足
度

目
標

3 3 3 3 3

① ② ③ ④ ⑤

（
３

）
定

性
的

な
目

標
の

達
成

状
況

目
標

1
0

1
0

0

①

２
　

効
率

性
の

向
上

等
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
経

費
の

低
減

等
目

標

5 5 5

① ② ③

（
２

）
収

入
の

増
加

目
標

1
5

1
5

0

①

配
点

評
価

点

①
利

用
者

ア
ン

ケ
ー

ト
等

の
結

果
、

施
設

利
用

者
の

満
足

が
得

ら
れ

て
い

る
と

言
え

る
か

。

1
5

0

②
利

用
者

の
意

見
を

把
握

し
、

そ
れ

ら
を

反
映

さ
せ

る
取

組
み

が
な

さ
れ

た
か

。

③
利

用
者

か
ら

の
苦

情
に

対
す

る
対

応
が

十
分

に
行

わ
れ

た
か

。

④
利

用
者

へ
の

情
報

提
供

が
十

分
に

な
さ

れ
た

か
。

⑤
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
質

を
維

持
・
向

上
す

る
た

め
の

具
体

的
な

取
組

み
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

（
①

～
④

以
外

に
評

価
で

き
る

取
り

組
み

が
あ

る
場

合
の

み
）

【
評

価
の

理
由

】

配
点

評
価

点

【
評

価
の

理
由

】

配
点

評
価

点

①
定

性
的

に
定

め
た

目
標

が
達

成
さ

れ
て

い
る

か
。

（
将

来
ビ

ジ
ョ

ン
等

で
定

め
た

目
標

な
ど

）

【
評

価
の

理
由

】

配
点

評
価

点

3
0

0

①
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

関
し

、
経

費
を

効
率

的
に

低
減

す
る

た
め

の
十

分
な

取
組

み
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

1
5

0
②

主
た

る
管

理
業

務
以

外
（
清

掃
、

警
備

、
設

備
の

保
守

点
検

等
）
に

つ
い

て
、

そ
れ

ら
が

適
切

な
水

準
で

行
わ

れ
、

経
費

が
最

小
限

と
な

る
よ

う
工

夫
が

な
さ

れ
た

か
。

③
経

費
の

効
果

的
・
効

率
的

な
執

行
が

な
さ

れ
た

か
。

①
収

入
を

増
加

す
る

た
め

の
具

体
的

な
取

組
み

が
な

さ
れ

、
そ

の
効

果
が

あ
っ

た
か

。

【
評

価
の

理
由

】
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５
段

階
評

価
用

３
　

公
の

施
設

に
ふ

さ
わ

し
い

適
正

な
管

理
運

営
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
の

実
施

状
況

目
標

5 5 5

① ② ③

（
２

）
法

令
遵

守
、

平
等

利
用

、
安

全
対

策
、

危
機

管
理

体
制

な
ど

目
標

（
①

、
②

の
い

ず
れ

か
に

×
が

あ
っ

た
場

合
、

評
価

点
は

0
と

す
る

。

　
　

　
　

　
　

③
～

⑧
に

つ
い

て
は

、
×

1
つ

に
つ

き
-
2
点

の
減

点
方

式
を

取
る

。
）

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

配
点

評
価

点

3
0

①
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

あ
た

る
人

員
の

配
置

が
合

理
的

で
あ

っ
た

か
。

1
5

0

0
②

職
員

の
資

質
・
能

力
向

上
を

図
る

取
り

組
み

が
な

さ
れ

た
か

。

③
地

域
や

関
係

団
体

等
と

の
連

携
や

協
働

が
図

ら
れ

た
か

。

⑦
防

災
に

関
す

る
研

修
・
訓

練
が

効
果

的
に

実
施

さ
れ

て
い

た
か

。

【
評

価
の

理
由

】

配
点

評
価

点

①
関

係
法

令
(地

方
自

治
法

、
労

働
関

係
法

令
、

通
則

条
例

、
設

置
条

例
等

)が
遵

守
さ

れ
て

い
る

か
。

1
5

0

④
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

係
る

収
支

の
内

容
に

不
適

切
な

点
は

な
い

か
。

⑤
管

理
物

件
の

修
繕

や
日

常
の

事
故

防
止

な
ど

の
安

全
対

策
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
た

か
。

⑥
防

犯
や

事
故

等
の

危
機

管
理

体
制

、
防

災
士

の
配

置
な

ど
、

防
災

に
係

る
体

制
が

適
切

で
あ

っ
た

か
。

②
施

設
の

利
用

者
の

個
人

情
報

を
保

護
す

る
た

め
の

対
策

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
か

。

③
利

用
者

が
平

等
に

利
用

で
き

る
よ

う
配

慮
さ

れ
て

い
た

か
。

⑧
事

故
発

生
時

や
非

常
災

害
時

の
対

応
な

ど
が

適
切

で
あ

っ
た

か
。

【
評

価
の

理
由

】
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５
段

階
評

価
用

【
選

定
委

員
の

意
見

】

【
総

合
評

価
】

【
指

定
管

理
者

評
価

部
会

の
意

見
】

※
中

間
評

価
の

場
合

は
、

今
後

の
管

理
運

営
に

向
け

て
の

意
見

や
総

括
評

価
時

の
目

標
達

成
に

向
け

て
重

点
的

に
取

り
組

む
事

項
等

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

　
な

お
、

各
評

価
項

目
の

【
評

価
の

理
由

】
欄

に
、

重
点

的
に

取
り

組
む

事
項

を
記

入
し

て
い

る
場

合
は

、
【
総

合
評

価
】
欄

へ
の

記
入

を
省

略
し

て
も

問
題

あ
り

ま
せ

ん
。

※
公

募
施

設
の

総
括

評
価

の
み

使
用

合
計

得
点

（
1
0
0
点

満
点

）
０

評
価

ラ
ン

ク
（
Ａ

～
Ｅ

）

〔
評

価
の

理
由

〕

※
管

理
運

営
に

対
す

る
指

摘
事

項
等

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

〔
今

後
の

対
応

〕
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５
段

階
評

価
用

【
記

入
例

】

１
　

指
定

概
要

指
定

管
理

者

名
　

 称

代
表

者
名

所
在

地

指
定

管
理

業
務

の
内

容

料
金

制
度

指
定

期
間

○
○

年
○

月
○

日
～

○
○

年
○

月
○

○
日

（
○

年
間

）

指
定

管
理

者
の

管
理

運
営

に
対

す
る

評
価

シ
ー

ト
【
記

入
例

】

所
管

課
○

○
○

○
部

 ○
○

○
○

課

評
価

対
象

期
間

○
○

年
○

月
○

日
～

○
○

年
○

月
○

○
日

施
設

概
要

名
　

 称
施

設
種

別

　
  

所
在

地

設
置

目
的

－101－



５
段

階
評

価
用

【
記

入
例

】

２
　

評
価

結
果

１
　

施
設

の
設

置
目

的
の

達
成

（
有

効
性

の
向

上
）
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
施

設
の

設
置

目
的

の
達

成
目

標

事
業

計
画

に
定

め
る
項

目
を
全

て
滞

り
な
く実

施
す
る
。

指
定

期
間

中
に
お
い
て
目

標
指

標
で
あ
る
、
利

用
者

5,
00
0人

以
上

を
達

成
す
る
。

5
5

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
定

期
的

に
効

果
的

な
情

報
発

信
を
行

い
、
前

回
指

定
期

間
以

上
の
利

用
者

数
を
達

成
す
る
。

5
5

ア
ン
ケ
ー
ト結

果
を
分

析
し
、
新

た
な
利

用
者

層
を
開

拓
す
る
。

5
5

① ② ③

（
２

）
利

用
者

の
満

足
度

目
標

利
用

者
数

全
体

の
1割

以
上

か
ら
ア
ン
ケ
ー
トを

取
得

し
、
平

均
4.
5以

上
の
満

足
度

を
獲

得
す
る
。

3
2

ア
ン
ケ
ー
ト結

果
の
分

析
結

果
を
年

に
２
回

職
員

会
議

で
共

有
す
る
と
と
も
に
、
意

見
を

出
し
合

い
改

善
に
向

け
た
必

要
な
対

策
を
実

行
す
る
。

3
2

苦
情

が
発

生
し
た
際

は
、
速

や
か
に
対

応
を
行

い
利

用
者

の
理

解
を
得

る
。

ま
た
、
再

発
防

止
策

を
講

じ
る
。

3
3

イ
ベ
ン
ト開

催
時

の
ア
ン
ケ
ー
トで

6割
以

上
が
、
営

業
・広

報
活

動
を
き
っ
か
け
と
し
た

利
用

と
な
る
よ
う
に
す
る
。

3
3

サ
ー
ビ
ス
改

善
提

案
事

業
で
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行

い
、
ア
ク
セ
ス
数

を
1.
5倍

に
向

上
さ
せ

る
。

3
3

① ② ③ ④ ⑤②
利

用
者

の
意

見
を

把
握

し
、

そ
れ

ら
を

反
映

さ
せ

る
取

組
み

が
な

さ
れ

た
か

。

③
利

用
者

か
ら

の
苦

情
に

対
す

る
対

応
が

十
分

に
行

わ
れ

た
か

。

④
利

用
者

へ
の

情
報

提
供

が
十

分
に

な
さ

れ
た

か
。

⑤
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
質

を
維

持
・
向

上
す

る
た

め
の

具
体

的
な

取
組

み
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

（
①

～
④

以
外

に
評

価
で

き
る

取
り

組
み

が
あ

る
場

合
の

み
）

○
年

度
～

○
年

度
に
お
い
て
は
0.
8割

（
平

均
40
0件

）の
ア
ン
ケ
ー
ト取

得
率

に
と
ど
ま
っ
た
が
、
特

典
付

き
の
W
EB
ア
ン
ケ
ー
トを

実
施

す
る
こ
と
で
○

年
度

に
つ
い
て
は
1.
2割

取
得

す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ア
ン
ケ
ー
トの

評
点

に
つ
い
て
は
、
指

定
期

間
中

平
均

で
4.
0に

と
ど
ま
っ
た
。

③
施

設
の

設
置

目
的

に
応

じ
た

効
果

的
な

営
業

・
広

報
活

動
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

【
評

価
の

理
由

】

評
価

項
目

配
点

評
価

点

４
０

３
８

①
計

画
に

則
っ

て
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
が

適
切

に
行

わ
れ

た
か

。
施

設
を

最
大

限
活

用
し

て
、

施
設

の
設

置
目

的
に

沿
っ

た
成

果
を

得
ら

れ
て

い
る

か
（
目

標
を

達
成

で
き

た
か

）
。

1
5

1
5

②
施

設
の

利
用

者
の

増
加

や
利

便
性

を
高

め
る

た
め

の
取

組
み

が
な

さ
れ

、
そ

の
効

果
が

あ
っ

た
か

。
ま

た
、

複
数

の
施

設
を

一
括

し
て

管
理

す
る

場
合

は
、

施
設

間
の

有
機

的
な

連
携

が
図

ら
れ

、
そ

の
効

果
が

得
ら

れ
て

い
る

か
。

事
業

計
画

に
定

め
た
項

目
の
う
ち
、
○

年
度

に
予

定
し
て
い
た
○

○
に
つ
い
て
は
台

風
○

号
の
影

響
に
よ
り
中

止
を
余

儀
な
くさ

れ
た
が
、
そ
れ
以

外
に
つ
い
て
は
全

て
滞

り
な
く完

了
し
た
。

○
年

度
～

○
年

度
に
つ
い
て
は
、
年

間
利

用
者

数
5,
00
0人

以
上

を
達

成
し
た
が
、
○

年
度

は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
影

響
も
あ
り
、
4,
50
0人

に
と
ど
ま
っ
た
。
期

中
を
と
お
し
て
平

均
5,
20
0人

の
利

用
を
達

成
し
た
た
め
、
計

画
を
大

幅
に
上

回
る
成

果
を
挙

げ
た
と
評

価
す
る
。

○
年

度
に
In
st
ag
ra
m
を
開

設
し
、
指

定
管

理
期

間
中

に
1,
00
0人

の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
を
獲

得
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
トの

結
果

で
は
、
In
st
ag
ra
m
を
き
っ
か
け
と
し
た
利

用
者

が
10
％

を
占

め
て
お
り
、
前

回
指

定
期

間
（4

ヶ
年

分
）
の
総

利
用

者
数

19
,0
00
人

か
ら
今

回
指

定
期

間
で
は
20
,9
00
人

を
達

成
し
た
。

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果
よ

り
、

30
代

女
性

に
潜

在
的

ニ
ー

ズ
が

あ
る

こ
と

を
分

析
。

I
ns

ta
gr

am
で

タ
ー

ゲ
ッ

ト
を

絞
っ

た
情

報
配

信
を

行
う

こ
と

で
、

3
0代

女
性

の
利

用
者

数
が

前
回

指
定

期
間

よ
り

、
５

割
伸

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
よ
り
、
改

修
前

と
比

べ
て
月

平
均

の
ア
ク
セ
ス
数

が
1.
6倍

に
向

上
し
た
。
ま
た
、
指

定
管

理
者

評
価

部
会

の
意

見
を
も
と
に
多

言
語

化
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
海

外
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
数

が
3倍

に
伸

び
た
。

【
評

価
の

理
由

】

指
定

期
間

中
、
滞

り
な
く職

員
会

議
で
ア
ン
ケ
ー
トの

分
析

結
果

を
共

有
し
た
。
ま
た
、
6件

の
要

望
に
対

し
、
サ
ー
ビ
ス
向

上
推

進
事

業
を
活

用
す
る
な
ど
し
、
改

善
を
図

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ン
ケ
ー
トの

評
点

に
結

び
つ
い

て
い
な
い
た
め
、
ア
ン
ケ
ー
ト内

容
の
見

直
し
を
含

め
た
検

討
を
行

う
。

○
年

度
～

○
年

度
に
つ
い
て
は
苦

情
を
確

認
し
て
い
な
い
。
○

年
度

に
開

催
し
た
イ
ベ
ン
トの

リ
ハ
ー
サ
ル
時

に
、
騒

音
に
対

す
る
苦

情
が
あ
っ
た
が
、
本

番
に
向

け
て
対

策
を
講

じ
る
こ
と
を
丁

寧
に
説

明
す
る
こ
と
で
納

得
い
た

だ
い
た
。
ま
た
、
本

番
に
お
い
て
は
対

策
が
功

を
奏

し
、
一

件
も
苦

情
が
寄

せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
行

っ
た
対

策
を
イ
ベ
ン
ト実

施
手

順
に
落

と
し
込

み
、
ノ
ウ
ハ
ウ
と
し
て
蓄

積
し
た
。

○
年

度
に
開

催
し
た
○

○
イ
ベ
ン
トで

は
20
0人

を
集

客
し
、
18
0人

か
ら
ア
ン
ケ
ー
トを

回
収

。
利

用
者

の
6割

が
広

報
活

動
を
き
っ
か
け
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
（
TV

C
M
･･
･2
割

、
SN
S･
･･
4割

、
チ
ラ
シ
･･
･0
.9
割

、
ラ
ジ
オ
･･
･0
.1
割

）
ア
ン
ケ
ー
ト結

果
よ
り
、
ラ
ジ
オ
を
や
め
、
SN
S、

W
EB
広

告
に
注

力
し
た
と
こ
ろ
、
○

年
度

の
同

イ
ベ
ン
トで

は
7割

の
利

用
者

が
広

報
活

動
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
（T
V
C
M
･･
･1
.7
割

、
SN
S/
W
EB
･･
･5
割

、
チ
ラ
シ
･･
･0
.3
割

）

配
点

評
価

点

①
利

用
者

ア
ン

ケ
ー

ト
等

の
結

果
、

施
設

利
用

者
の

満
足

が
得

ら
れ

て
い

る
と

言
え

る
か

。

1
5

1
3
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５
段

階
評

価
用

【
記

入
例

】

（
３

）
定

性
的

な
目

標
の

達
成

状
況

目
標

年
に
３
回

50
人

規
模

の
ア
ウ
トリ

ー
チ
の
活

動
を
行

い
、
ア
ウ
トリ

ー
チ
を
き
っ
か
け
と
し
た

利
用

者
を
指

定
期

間
中

に
合

計
で
60
人

獲
得

す
る
。

1
0

1
0

1
0

1
0

①

２
　

効
率

性
の

向
上

等
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
経

費
の

低
減

等
目

標

ア
ン
ケ
ー
ト結

果
な
ど
定

量
的

な
数

値
を
も
と
に
経

費
の
使

い
方

を
見

直
し
、
同

一
経

費
で
施

設
の
利

用
者

数
を
増

加
さ
せ
る
。

5
5

再
委

託
し
て
い
る
管

理
業

務
の
管

理
手

法
を
見

直
し
、
経

費
を
削

減
す
る
。

5
5

不
要

な
固

定
費

を
削

減
し
、
利

用
者

の
増

加
に
資

す
る
経

費
を
増

や
す
。

5
5

① ② ③

（
２

）
収

入
の

増
加

目
標

○
○

世
界

大
会

に
併

せ
た

イ
ベ

ン
ト

を
開

催
し

、
20
0人

以
上

の
参

加
者

を
集

め
る

と
と

も
に

、
こ

れ
を

き
っ

か
け

に
定

期
的

な
イ

ベ
ン

ト
化

を
実

現
す

1
5

1
5

1
2

1
2

①①
収

入
を

増
加

す
る

た
め

の
具

体
的

な
取

組
み

が
な

さ
れ

、
そ

の
効

果
が

あ
っ

た
か

。

【
評

価
の

理
由

】

○
年

度
に

ト
ッ

プ
ア

ス
リ

ー
ト

を
招

い
て

、
○

○
世

界
大

会
に

関
連

す
る

イ
ベ

ン
ト

を
開

催
し

、
19
0人

が
参

加
し

た
。

目
標

数
に

は
達

し
な

か
っ

た
が

、
参

加
者

ア
ン

ケ
ー

ト
か

ら
得

た
課

題
を

ヒ
ン

ト
に

改
善

を
図

り
、

○
年

度
か

ら
年

に
２

回
（

閑
散

期
の

春
と

秋
）

定
期

イ
ベ

ン
ト

へ
と

成
長

し
た

。
こ

れ
に

よ
り

、
前

回
指

定
期

間
と

比
べ

閑
散

期
の

利
用

者
数

が
1割

増
加

し
て

い
る

。

【
評

価
の

理
由

】

配
点

評
価

点

「（
２
）
利

用
者

の
満

足
度

」④
の
と
お
り
、
広

報
に
か
か
る
経

費
の
充

当
先

を
見

直
す
こ
と
で
イ
ベ
ン
トの

参
加

者
を
20
0人

か
ら
26
0人

へ
と
向

上
さ
せ

た
。
ま
た
、
ラ
ジ
オ
か
ら
W
EB
広

告
に
切

り
替

え
る
こ
と
で
広

報
に
係

る
経

費
が
1割

削
減

さ
れ
た
。

職
員

に
対

し
て
○

○
設

備
の
点

検
に
必

要
な
資

格
の
取

得
支

援
を
実

施
し
、
2名

が
合

格
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
○

○
設

備
の
点

検
は
再

委
託

し
て
き
た
が
、
内

製
化

す
る
こ
と
で
経

費
を
20
万

円
削

減
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

施
設

内
の
清

掃
に
つ
い
て
は
再

委
託

を
継

続
し
て
い
る
が
、
県

に
倣

い
競

争
入

札
を
行

う
こ
と
で
、
前

回
契

約
よ
り
も
10
万

円
経

費
削

減
を
し
た
。

一
方

で
○

○
業

務
に
つ
い
て
は
、
業

界
の
人

材
不

足
に
よ
り
人

件
費

が
上

昇
し
、
競

争
入

札
を
行

っ
た
も
の
の
、
前

回
よ
り
も
12
万

円
の
経

費
増

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
全

体
を
通

し
て
て
18
万

円
の
経

費
削

減
を
達

チ
ラ
シ
の
郵

送
を
廃

止
し
、
年

間
10
0万

円
か
か
っ
て
い
た
郵

送
料

を
削

減
し
た
。
削

減
し
た
経

費
は
、
In
st
ag
ra
m
に
よ
る
広

報
を
充

実
す
る
た
め
専

属
の
パ
ー
ト職

員
に
か
か
る
人

件
費

に
充

当
し
、
「（

１
）
施

設
の
設

置
目

的
の

達
成

」②
の
と
お
り
利

用
者

数
増

加
の
効

果
を
得

た
。

3
0

2
7

①
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

関
し

、
経

費
を

効
率

的
に

低
減

す
る

た
め

の
十

分
な

取
組

み
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

1
5

1
5

②
主

た
る

管
理

業
務

以
外

（
清

掃
、

警
備

、
設

備
の

保
守

点
検

等
）
に

つ
い

て
、

そ
れ

ら
が

適
切

な
水

準
で

行
わ

れ
、

経
費

が
最

小
限

と
な

る
よ

う
工

夫
が

な
さ

れ
た

か
。

③
経

費
の

効
果

的
・
効

率
的

な
執

行
が

な
さ

れ
た

か
。

配
点

評
価

点

①
定

性
的

に
定

め
た

目
標

が
達

成
さ

れ
て

い
る

か
。

（
将

来
ビ

ジ
ョ

ン
等

で
定

め
た

目
標

な
ど

）

【
評

価
の

理
由

】

配
点

評
価

点

○
年

度
～

○
年

度
に
お
い
て
予

定
ど
お
り
ア
ウ
トリ

ー
チ
活

動
を
行

っ
た
。
ま
た
、
○

年
度

に
つ
い
て
は
、
○

○
に
よ
る
活

動
自

粛
要

請
に
よ
り
１
回

の
活

動
に
と
ど
ま
っ
た
。

○
年

度
現

在
で
ア
ウ
トリ

ー
チ
に
よ
る
利

用
者

60
人

を
達

成
し
て
お
り
、
残

り
の
1年

で
目

標
値

を
上

回
る
見

込
み
。
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５
段

階
評

価
用

【
記

入
例

】

３
　

公
の

施
設

に
ふ

さ
わ

し
い

適
正

な
管

理
運

営
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
の

実
施

状
況

目
標

繁
忙

期
は
パ
ー
トで

人
員

を
確

保
し
、
滞

り
な
く施

設
運

営
を
行

う
。

5
5

施
設

管
理

に
関

す
る
資

格
取

得
の
支

援
制

度
を
設

立
し
、
実

務
に
活

か
す
。

5
5

地
域

の
小

学
生

を
対

象
と
し
た
無

料
イ
ベ
ン
トを

年
に
４
回

開
催

す
る
。

5
5

① ② ③

（
２

）
法

令
遵

守
、

平
等

利
用

、
安

全
対

策
、

危
機

管
理

体
制

な
ど

目
標

（
①

、
②

の
い

ず
れ

か
に

×
が

あ
っ

た
場

合
、

評
価

点
は

0
と

す
る

。
　

　
　

　
　

　
③

～
⑧

に
つ

い
て

は
、

×
1
つ

に
つ

き
-
2
点

の
減

点
方

式
を

取
る

。
）

法
令

違
反

を
発

生
さ

せ
な

い
。

○

個
人

情
報

漏
洩

等
の

事
故

を
発

生
さ

せ
て

な
い

。
○

特
定

の
個

人
団

体
を

排
除

し
な

い
。

（
国

や
県

等
か

ら
の

要
請

に
基

づ
く

も
の

は
除

く
）

×

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
、

不
適

切
な

事
案

が
確

認
さ

れ
な

い
。

○

管
理

側
の

瑕
疵

に
よ

る
事

故
を

発
生

さ
せ

な
い

。
○

各
種

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

し
、

体
制

を
確

保
す

る
。

○

防
災

訓
練

を
年

に
１

回
行

う
。

○

事
故

等
発

生
時

に
は

適
切

な
対

応
を

行
い

、
管

理
責

任
を

問
わ

れ
る

事
象

を
発

生
さ

せ
な

い
。

○

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

1
5

①
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

あ
た

る
人

員
の

配
置

が
合

理
的

で
あ

っ
た

か
。

1
5

1
5

②
職

員
の

資
質

・
能

力
向

上
を

図
る

取
り

組
み

が
な

さ
れ

た
か

。

③
地

域
や

関
係

団
体

等
と

の
連

携
や

協
働

が
図

ら
れ

た
か

。

配
点

評
価

点

法
令

違
反

は
発

生
し
て
い
な
い
。

【
評

価
の

理
由

】
　

【
評

価
の

理
由

】

配
点

評
価

点

各
年

度
の

繁
忙

期
（

7か
ら

8月
）

に
は

短
期

の
パ

ー
ト

を
4名

確
保

し
、

滞
り

な
く

施
設

運
営

を
行

っ
た

。
当

該
期

間
に

お
い

て
苦

情
は

寄
せ

ら
れ

て
お

ら
ず

、
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

か
ら

も
サ

ー
ビ

ス
水

準
が

維
持

で
き

て
い

る
も

の
と

判
断

で
き

る
。

こ
れ

に
加

え
て

、
「

（
１

）
経

費
の

低
減

等
」

③
の

と
お

り
、

経
費

節
減

と
共

に
効

果
的

な
人

員
配

置
を

実
現

し
た

こ
と

は
評

価
で

き
る

。

「（
１
）
経

費
の
低

減
等

」②
の
と
お
り
、
当

該
制

度
を
活

用
し
た
資

格
取

得
者

が
誕

生
し
、
効

果
的

な
施

設
の
管

理
運

営
に
寄

与
し
て
い
る
。

③
利

用
者

が
平

等
に

利
用

で
き

る
よ

う
配

慮
さ

れ
て

い
た

か
。

④
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

係
る

収
支

の
内

容
に

不
適

切
な

点
は

な
い

か
。

⑤
管

理
物

件
の

修
繕

や
日

常
の

事
故

防
止

な
ど

の
安

全
対

策
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
た

か
。

⑥
防

犯
や

事
故

等
の

危
機

管
理

体
制

、
防

災
士

の
配

置
な

ど
、

防
災

に
係

る
体

制
が

適
切

で
あ

っ
た

か
。

⑦
防

災
に

関
す

る
研

修
・
訓

練
が

効
果

的
に

実
施

さ
れ

て
い

た
か

。

⑧
事

故
発

生
時

や
非

常
災

害
時

の
対

応
な

ど
が

適
切

で
あ

っ
た

か
。

○
年

度
か
ら
○

年
度

に
か
け
て
地

元
小

学
生

を
対

象
と
し
た
イ
ベ
ン
トを

年
に
４
回

開
催

。
ア
ン
ケ
ー
トの

評
点

は
平

均
4.
8で

好
評

を
得

て
い
る
。
な
お
、
○

年
度

に
つ
い
て
は
○

○
に
よ
る
活

動
自

粛
要

請
が
あ
っ
た
た
め
開

催
を
見

送
っ
た
。

3
0

2
8

①
関

係
法

令
(地

方
自

治
法

、
労

働
関

係
法

令
、

通
則

条
例

、
設

置
条

例
等

)が
遵

守
さ

れ
て

い
る

か
。

1
3

②
施

設
の

利
用

者
の

個
人

情
報

を
保

護
す

る
た

め
の

対
策

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
か

。

個
人

情
報

漏
洩

等
の
イ
ン
シ
デ
ン
トは

発
生

し
て
い
な
い
。

特
定

の
個

人
団

体
を
排

除
し
て
い
な
い
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
不

適
切

な
取

扱
い
が
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

○
年

度
に
開

催
し
た
○

○
イ
ベ
ン
トの

際
、
ス
タ
ッ
フ
の
不

注
意

に
よ
り
参

加
者

が
ケ
ガ
を
負

い
、
損

害
賠

償
を
請

求
さ
れ
る
事

案
が
発

生
し
た
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整

備
し
て
お
り
体

制
を
定

義
し
て
い
る
。

事
故

は
発

生
し
て
い
な
い
。

防
災

訓
練

を
行

っ
た
。
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５
段

階
評

価
用

【
記

入
例

】

【
選

定
委

員
の

意
見

】

【
総

合
評

価
】

【
指

定
管

理
者

評
価

部
会

の
意

見
】

〔
評

価
の

理
由

〕

※
管

理
運

営
に

対
す

る
指

摘
事

項
等

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

〔
今

後
の

対
応

〕

※
公

募
施

設
の

総
括

評
価

の
み

使
用

合
計

得
点

（
1
0
0
点

満
点

）
９

３
評

価
ラ

ン
ク

（
Ａ

～
Ｅ

）

※
中

間
評

価
の

場
合

は
、

今
後

の
管

理
運

営
に

向
け

て
の

意
見

や
総

括
評

価
時

の
目

標
達

成
に

向
け

て
重

点
的

に
取

り
組

む
事

項
等

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

　
な

お
、

各
評

価
項

目
の

【
評

価
の

理
由

】
欄

に
、

重
点

的
に

取
り

組
む

事
項

を
記

入
し

て
い

る
場

合
は

、
【
総

合
評

価
】
欄

へ
の

記
入

を
省

略
し

て
も

問
題

あ
り

ま
せ

ん
。

A
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所
見

評
価

用

１
　

指
定

概
要

２
　

評
価

結
果

１
　

施
設

の
設

置
目

的
の

達
成

（
有

効
性

の
向

上
）
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
施

設
の

設
置

目
的

の
達

成
目

標

① ② ③

施
設

種
別

　
  

所
在

地

指
定

管
理

者
の

管
理

運
営

に
対

す
る

評
価

シ
ー

ト

所
管

課
○

○
○

○
部

 ○
○

○
○

課

評
価

対
象

期
間

○
○

年
○

月
○

日
～

○
○

年
○

月
○

○
日

施
設

概
要

名
　

 称

指
定

期
間

○
○

年
○

月
○

日
～

○
○

年
○

月
○

○
日

（
○

年
間

）

所
在

地

設
置

目
的

指
定

管
理

者

名
　

 称

代
表

者
名

指
定

管
理

業
務

の
内

容

料
金

制
度

評
価

項
目

①
計

画
に

則
っ

て
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
が

適
切

に
行

わ
れ

た
か

。
施

設
を

最
大

限
活

用
し

て
、

施
設

の
設

置
目

的
に

沿
っ

た
成

果
を

得
ら

れ
て

い
る

か
（
目

標
を

達
成

で
き

た
か

）
。

②
施

設
の

利
用

者
の

増
加

や
利

便
性

を
高

め
る

た
め

の
取

組
み

が
な

さ
れ

、
そ

の
効

果
が

あ
っ

た
か

。
ま

た
、

複
数

の
施

設
を

一
括

し
て

管
理

す
る

場
合

は
、

施
設

間
の

有
機

的
な

連
携

が
図

ら
れ

、
そ

の
効

果
が

得
ら

れ
て

い
る

か
。

③
施

設
の

設
置

目
的

に
応

じ
た

効
果

的
な

営
業

・
広

報
活

動
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

【
評

価
の

理
由

】
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所
見

評
価

用

（
２

）
利

用
者

の
満

足
度

目
標

① ② ③ ④ ⑤

（
３

）
定

性
的

な
目

標
の

達
成

目
標

①①
利

用
者

ア
ン

ケ
ー

ト
等

の
結

果
、

施
設

利
用

者
の

満
足

が
得

ら
れ

て
い

る
と

言
え

る
か

。

②
利

用
者

の
意

見
を

把
握

し
、

そ
れ

ら
を

反
映

さ
せ

る
取

組
み

が
な

さ
れ

た
か

。

③
利

用
者

か
ら

の
苦

情
に

対
す

る
対

応
が

十
分

に
行

わ
れ

た
か

。

④
利

用
者

へ
の

情
報

提
供

が
十

分
に

な
さ

れ
た

か
。

⑤
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
質

を
維

持
・
向

上
す

る
た

め
の

具
体

的
な

取
組

み
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

（
①

～
④

以
外

に
評

価
で

き
る

取
り

組
み

が
あ

る
場

合
の

み
）

【
評

価
の

理
由

】

①
定

性
的

に
定

め
た

目
標

が
達

成
さ

れ
て

い
る

か
。

（
将

来
ビ

ジ
ョ

ン
等

で
定

め
た

目
標

な
ど

）

【
評

価
の

理
由

】
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所
見

評
価

用

２
　

効
率

性
の

向
上

等
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
経

費
の

低
減

等
目

標

① ② ③

（
２

）
収

入
の

増
加

目
標

①

３
　

公
の

施
設

に
ふ

さ
わ

し
い

適
正

な
管

理
運

営
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
の

実
施

状
況

目
標

① ② ③①
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

関
し

、
経

費
を

効
率

的
に

低
減

す
る

た
め

の
十

分
な

取
組

み
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

②
主

た
る

管
理

業
務

以
外

（
清

掃
、

警
備

、
設

備
の

保
守

点
検

等
）
に

つ
い

て
、

そ
れ

ら
が

適
切

な
水

準
で

行
わ

れ
、

経
費

が
最

小
限

と
な

る
よ

う
工

夫
が

な
さ

れ
た

か
。

③
経

費
の

効
果

的
・
効

率
的

な
執

行
が

な
さ

れ
た

か
。

【
評

価
の

理
由

】

①
収

入
を

増
加

す
る

た
め

の
具

体
的

な
取

組
み

が
な

さ
れ

、
そ

の
効

果
が

あ
っ

た
か

。

【
評

価
の

理
由

】

①
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

あ
た

る
人

員
の

配
置

が
合

理
的

で
あ

っ
た

か
。

②
職

員
の

資
質

・
能

力
向

上
を

図
る

取
り

組
み

が
な

さ
れ

た
か

。

③
地

域
や

関
係

団
体

等
と

の
連

携
や

協
働

が
図

ら
れ

た
か

。

【
評

価
の

理
由

】
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所
見

評
価

用

（
２

）
法

令
遵

守
、

平
等

利
用

、
安

全
対

策
、

危
機

管
理

体
制

な
ど

目
標

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

【
総

合
評

価
】

【
指

定
管

理
者

評
価

部
会

の
意

見
】

①
関

係
法

令
(地

方
自

治
法

、
労

働
関

係
法

令
、

通
則

条
例

、
設

置
条

例
等

)が
遵

守
さ

れ
て

い
る

か
。

②
施

設
の

利
用

者
の

個
人

情
報

を
保

護
す

る
た

め
の

対
策

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
か

。

③
利

用
者

が
平

等
に

利
用

で
き

る
よ

う
配

慮
さ

れ
て

い
た

か
。

④
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

係
る

収
支

の
内

容
に

不
適

切
な

点
は

な
い

か
。

⑤
管

理
物

件
の

修
繕

や
日

常
の

事
故

防
止

な
ど

の
安

全
対

策
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
た

か
。

⑥
防

犯
や

事
故

等
の

危
機

管
理

体
制

、
防

災
士

の
配

置
な

ど
、

防
災

に
係

る
体

制
が

適
切

で
あ

っ
た

か
。

⑦
防

災
に

関
す

る
研

修
・
訓

練
が

効
果

的
に

実
施

さ
れ

て
い

た
か

。

⑧
事

故
発

生
時

や
非

常
災

害
時

の
対

応
な

ど
が

適
切

で
あ

っ
た

か
。

【
評

価
の

理
由

】
　

〔
今

後
の

対
応

〕

〔
所

見
〕

※
管

理
運

営
に

対
す

る
指

摘
事

項
等

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

※
今

後
の

管
理

運
営

に
向

け
て

の
意

見
等

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
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所
見

評
価

用
【
記

入
例

】

１
　

指
定

概
要

２
　

評
価

結
果

１
　

施
設

の
設

置
目

的
の

達
成

（
有

効
性

の
向

上
）
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
施

設
の

設
置

目
的

の
達

成
目

標

事
業

計
画

に
定

め
る
項

目
を
全

て
滞

り
な
く実

施
す
る
。

目
標

指
標

で
あ
る
、
利

用
者

5,
00
0人

以
上

を
達

成
す
る
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
開

設
し
、
効

果
的

な
情

報
発

信
を
行

う
こ
と
で
、
前

年
度

比
10

％
増

の
利

用
者

数
を
達

成
す
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト結

果
を
分

析
し
、
新

た
な
利

用
者

層
を
開

拓
す
る
。

① ② ③

指
定

管
理

者
の

管
理

運
営

に
対

す
る

評
価

シ
ー

ト
【
記

入
例

】

所
管

課
○

○
○

○
部

 ○
○

○
○

課

評
価

対
象

期
間

○
○

年
○

月
○

日
～

○
○

年
○

月
○

○
日

施
設

概
要

名
　

 称
施

設
種

別

　
  

所
在

地

設
置

目
的

指
定

管
理

者

名
　

 称

代
表

者
名

所
在

地

指
定

管
理

業
務

の
内

容

料
金

制
度

指
定

期
間

○
○

年
○

月
○

日
～

○
○

年
○

月
○

○
日

（
○

年
間

）

③
施

設
の

設
置

目
的

に
応

じ
た

効
果

的
な

営
業

・
広

報
活

動
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

【
評

価
の

理
由

】

評
価

項
目

①
計

画
に

則
っ

て
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
が

適
切

に
行

わ
れ

た
か

。
施

設
を

最
大

限
活

用
し

て
、

施
設

の
設

置
目

的
に

沿
っ

た
成

果
を

得
ら

れ
て

い
る

か
（
目

標
を

達
成

で
き

た
か

）
。

②
施

設
の

利
用

者
の

増
加

や
利

便
性

を
高

め
る

た
め

の
取

組
み

が
な

さ
れ

、
そ

の
効

果
が

あ
っ

た
か

。
ま

た
、

複
数

の
施

設
を

一
括

し
て

管
理

す
る

場
合

は
、

施
設

間
の

有
機

的
な

連
携

が
図

ら
れ

、
そ

の
効

果
が

得
ら

れ
て

い
る

か
。

事
業

計
画

に
定

め
た
項

目
の
う
ち
、
○

年
度

に
予

定
し
て
い
た
事

業
は
全

て
滞

り
な
く完

了
し
た
。

5,
20
0人

の
年

間
利

用
者

を
記

録
し
、
目

標
指

標
は
達

成
し
た
も
の
の
、
前

年
度

と
比

較
し
て
30
0人

減
少

し
た
。
こ
れ
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
影

響
に
よ
り
12
月

か
ら
2月

に
か
け
て
利

用
者

が
減

少
し
た
も
の
で
あ
り
、
十

分
な
成

果
が
得

ら
れ
て
い
る
。

6月
に
In
st
ag
ra
m
を
開

設
し
、
○

年
3月

ま
で
に
60
0人

の
フ
ォ
ロ
ワ
ー
を
獲

得
し
た
。
ア
ン
ケ
ー
トの

結
果

で
は
、
In
st
ag
ra
m
を
き
っ
か
け
と
し
た
利

用
者

が
○

％
を
占

め
て
お
り
、
利

用
者

数
は
昨

年
度

比
5％

増
と
な
っ
た
。
目

標
達

成
に
は
至

ら
な
か
っ
た
が
、
一

定
の
効

果
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
取

得
し
た
デ
ー
タ
か
ら
課

題
を
分

析
し
、
改

善
を
も
っ
て
更

な
る
利

用
者

の
獲

得
を

目
指

す
。

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果
よ

り
、

30
代

女
性

に
潜

在
的

ニ
ー

ズ
が

あ
る

こ
と

を
分

析
。

I
ns

ta
g
ra

mで
タ

ー
ゲ

ッ
ト

を
絞

っ
た

情
報

配
信

を
行

う
こ

と
で

、
30

代
女

性
の

利
用

者
数

が
昨

年
度

よ
り

、
５

割
伸

び
た

。
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所
見

評
価

用
【
記

入
例

】

（
２

）
利

用
者

の
満

足
度

目
標

利
用

者
数

全
体

の
1割

以
上

か
ら
ア
ン
ケ
ー
トを

取
得

し
、
4.
5以

上
の
満

足
度

を
獲

得
す
る
。

ア
ン
ケ
ー
ト結

果
の
分

析
結

果
を
年

に
２
回

職
員

会
議

で
共

有
す
る
と
と
も
に
、
意

見
を
出

し
合

い
改

善
に
向

け
た
必

要
な
対

策
を
実

行
す
る
。

苦
情

が
発

生
し
た
際

は
、
速

や
か
に
対

応
を
行

い
利

用
者

の
理

解
を
得

る
。

ま
た
、
再

発
防

止
策

を
講

じ
る
。

イ
ベ
ン
ト開

催
時

の
ア
ン
ケ
ー
トで

6
割

以
上

が
、
営

業
・
広

報
活

動
を
き
っ
か
け
と
し
た

利
用

と
な
る
よ
う
に
す
る
。

サ
ー
ビ
ス
改

善
提

案
事

業
で
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を
行

い
、
ア
ク
セ
ス
数

を
1.
5倍

に
向

上
さ
せ
る
。

① ② ③ ④ ⑤

（
３

）
定

性
的

な
目

標
の

達
成

目
標

年
に
３
回

50
人

規
模

の
ア
ウ
トリ

ー
チ
の
活

動
を
行

い
、
ア
ウ
トリ

ー
チ
を
き
っ
か
け
と
し
た

利
用

者
を
20
人

獲
得

す
る
。

①

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
に
よ
り
、
改

修
前

と
比

べ
て
月

平
均

の
ア
ク
セ
ス
数

が
1.
6倍

に
向

上
し
た
。
ま
た
、
前

年
度

の
指

定
管

理
者

評
価

部
会

の
意

見
を
も
と
に
多

言
語

化
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
海

外
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
数

が
3倍

に
伸

び
た
。

【
評

価
の

理
由

】

8月
と
10
月

の
職

員
会

議
で
ア
ン
ケ
ー
ト結

果
を
共

有
。
「
利

用
者

か
ら
案

内
看

板
の
文

字
が
小

さ
くわ

か
り
に
くい

」
と
の
意

見
を
取

り
上

げ
、
改

修
を
行

っ
た
所

、
利

用
者

か
ら
好

評
の
声

が
挙

が
っ
て
い
る
。

①
利

用
者

ア
ン

ケ
ー

ト
等

の
結

果
、

施
設

利
用

者
の

満
足

が
得

ら
れ

て
い

る
と

言
え

る
か

。

②
利

用
者

の
意

見
を

把
握

し
、

そ
れ

ら
を

反
映

さ
せ

る
取

組
み

が
な

さ
れ

た
か

。

③
利

用
者

か
ら

の
苦

情
に

対
す

る
対

応
が

十
分

に
行

わ
れ

た
か

。

④
利

用
者

へ
の

情
報

提
供

が
十

分
に

な
さ

れ
た

か
。

⑤
そ

の
他

サ
ー

ビ
ス

の
質

を
維

持
・
向

上
す

る
た

め
の

具
体

的
な

取
組

み
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

（
①

～
④

以
外

に
評

価
で

き
る

取
り

組
み

が
あ

る
場

合
の

み
）

①
定

性
的

に
定

め
た

目
標

が
達

成
さ

れ
て

い
る

か
。

（
将

来
ビ

ジ
ョ

ン
等

で
定

め
た

目
標

な
ど

）

【
評

価
の

理
由

】

県
内

18
市

町
村

で
各

１
回

ア
ウ
トリ

ー
チ
活

動
を
行

っ
た
。
こ
の
活

動
を
き
っ
か
け
と
し
た
今

年
度

の
利

用
者

は
15
名

で
、
う
ち
10
名

は
近

隣
の
3市

町
か
ら
だ
っ
た
。
今

後
は
効

果
の
高

い
近

隣
3市

で
ア
ウ
トリ

ー
チ
を
継

続
す
る
と
と
も
に
、
遠

方
か
ら
の
利

用
者

増
に
向

け
て
、
対

策
を
検

討
し
て
い
く。

今
年

度
、
苦

情
は
発

生
し
な
か
っ
た
。
過

去
に
発

生
し
た
苦

情
と
同

様
の
事

象
が
発

生
し
な
い
よ
う
に
、
12
月

末
に
振

り
返

り
を
行

っ
た
。

○
月

に
開

催
し
た
○

○
イ
ベ
ン
トで

は
20
0人

を
集

客
し
、
18
0人

か
ら
ア
ン
ケ
ー
トを

回
収

。
利

用
者

の
3割

が
広

報
活

動
を
き
っ
か
け
と
し
た
も
の
だ
っ
た
。
（
TV

C
M
･･
･2
.8
割

、
チ
ラ
シ
･･
･0
.2

割
）

費
用

に
対

し
て
効

果
の
低

い
チ
ラ
シ
に
つ
い
て
見

直
し
を
行

い
、
W
EB
広

告
等

を
活

用
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
切

り
替

え
て
い
く。

0.
8割

（4
00
件

）の
ア
ン
ケ
ー
ト取

得
に
と
ど
ま
っ
た
が

、
ア
ン
ケ
ー
トの

評
点

で
4.
8を

獲
得

し
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト取

得
率

の
向

上
に
向

け
て
W
EB
ア
ン
ケ
ー
トを

開
設

し
た
が
、
認

知
度

が
低

い
た

め
伸

び
悩

ん
で
い
る
状

況
。
指

定
管

理
者

と
連

携
し
て
、
特

典
付

き
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
実

施
な
ど
の
改

善
策

を
検

討
し
て
い
る
。
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所
見

評
価

用
【
記

入
例

】

２
　

効
率

性
の

向
上

等
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
経

費
の

低
減

等
目

標

ア
ン
ケ
ー
ト結

果
な
ど
定

量
的

な
数

値
を
も
と
に
経

費
の
使

い
方

を
見

直
し
、
同

一
経

費
で
施

設
の
利

用
者

数
を
増

加
さ
せ

る
。

再
委

託
し
て
い
る
管

理
業

務
の
管

理
手

法
を
見

直
し
、
経

費
を
削

減
す
る
。

不
要

な
固

定
費

を
削

減
し
、
利

用
者

の
増

加
に
資

す
る
経

費
を
増

や
す
。

① ② ③

（
２

）
収

入
の

増
加

目
標

○
○

世
界

大
会

に
併

せ
た

イ
ベ

ン
ト

を
開

催
し

、
2
00

人
以

上
の

参
加

者
を

集
め

る
。

①

３
　

公
の

施
設

に
ふ

さ
わ

し
い

適
正

な
管

理
運

営
に

関
す

る
取

組
み

（
１

）
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
の

実
施

状
況

目
標

繁
忙

期
は
パ
ー
トで

人
員

を
確

保
し
、
滞

り
な
く施

設
運

営
を
行

う
。

施
設

管
理

に
関

す
る
資

格
取

得
の
支

援
制

度
を
設

立
し
、
実

務
に
活

か
す
。

地
域

の
小

学
生

を
対

象
と
し
た
無

料
イ
ベ
ン
トを

年
に
４
回

開
催

す
る
。

① ② ③

【
評

価
の

理
由

】

ア
ン
ケ
ー
ト結

果
よ
り
、
利

用
者

の
多

くが
W
EB
広

告
か
ら
情

報
収

集
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
試

行
で
2月

に
リ
ス
テ
ィン

グ
広

告
を
導

入
し
た
と
こ
ろ
、
前

年
比

で
利

用
者

が
30
人

増
加

し
、
効

果
的

で
あ
る
こ
と
が

検
証

で
き
た
。
次

年
度

よ
り
本

格
的

に
W
EB
広

告
へ

シ
フ
トす

る
。

施
設

内
の
清

掃
に
つ
い
て
は
再

委
託

を
継

続
し
て
い
る
が
、
県

に
倣

い
競

争
入

札
を
行

う
こ
と
で
、
前

年
比

10
万

円
の
経

費
削

減
を
達

成
し
た
。

年
度

途
中

で
チ
ラ
シ
の
郵

送
を
廃

止
し
、
20
万

円
分

の
郵

送
料

を
削

減
。

削
減

し
た
経

費
は
、
①

に
記

載
し
て
い
る
リ
ス
テ
ィン

グ
広

告
の
検

証
充

当
し
た
。
次

年
度

、
大

幅
な
利

用
者

増
を
目

指
す
。

①
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

関
し

、
経

費
を

効
率

的
に

低
減

す
る

た
め

の
十

分
な

取
組

み
が

な
さ

れ
、

そ
の

効
果

が
あ

っ
た

か
。

②
主

た
る

管
理

業
務

以
外

（
清

掃
、

警
備

、
設

備
の

保
守

点
検

等
）
に

つ
い

て
、

そ
れ

ら
が

適
切

な
水

準
で

行
わ

れ
、

経
費

が
最

小
限

と
な

る
よ

う
工

夫
が

な
さ

れ
た

か
。

③
経

費
の

効
果

的
・
効

率
的

な
執

行
が

な
さ

れ
た

か
。

【
評

価
の

理
由

】

繁
忙

期
（

7か
ら

8月
）

に
短

期
の

パ
ー

ト
を

4
名

確
保

し
、

滞
り

な
く

施
設

運
営

を
行

っ
た

。
当

該
期

間
に

お
い

て
苦

情
は

寄
せ

ら
れ

て
お

ら
ず

、
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果

か
ら

も
サ

ー
ビ

ス
水

準
が

維
持

で
き

て
い

る
も

の
と

判
断

で
き

る
。

当
該

制
度

を
活

用
し
た
資

格
取

得
者

が
誕

生
し
た
。
○

○
点

検
業

務
に
従

事
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
た
め
、
次

年
度

は
再

委
託

を
行

わ
ず
、
内

製
化

す
る
こ
と
で
経

費
を
削

減
す
る
。

地
元

小
学

生
を
対

象
と
し
た
イ
ベ
ン
トを

年
に
４
回

開
催

。
ア
ン
ケ
ー
トの

評
点

は
平

均
4.
8で

好
評

を
得

て
い
る
。

①
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

あ
た

る
人

員
の

配
置

が
合

理
的

で
あ

っ
た

か
。

②
職

員
の

資
質

・
能

力
向

上
を

図
る

取
り

組
み

が
な

さ
れ

た
か

。

③
地

域
や

関
係

団
体

等
と

の
連

携
や

協
働

が
図

ら
れ

た
か

。

①
収

入
を

増
加

す
る

た
め

の
具

体
的

な
取

組
み

が
な

さ
れ

、
そ

の
効

果
が

あ
っ

た
か

。

【
評

価
の

理
由

】

ト
ッ

プ
ア

ス
リ

ー
ト

を
招

い
て

、
○

○
世

界
大

会
に

関
連

す
る

イ
ベ

ン
ト

を
開

催
し

、
19
0人

が
参

加
し

た
。

目
標

数
に

は
達

し
な

か
っ

た
が

、
参

加
者

ア
ン

ケ
ー

ト
か

ら
得

た
課

題
を

ヒ
ン

ト
に

改
善

を
図

り
、

次
年

度
の

集
客

に
つ

な
げ

て
い

く
。
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所
見

評
価

用
【
記

入
例

】

（
２

）
法

令
遵

守
、

平
等

利
用

、
安

全
対

策
、

危
機

管
理

体
制

な
ど

目
標

法
令

違
反

を
発

生
さ

せ
な

い
。

個
人

情
報

漏
洩

等
の

事
故

を
発

生
さ

せ
て

な
い

。

特
定

の
個

人
団

体
を

排
除

し
な

い
。

（
国

や
県

等
か

ら
の

要
請

に
基

づ
く

も
の

は
除

く
）

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
結

果
、

不
適

切
な

事
案

が
確

認
さ

れ
な

い
。

管
理

側
の

瑕
疵

に
よ

る
事

故
を

発
生

さ
せ

な
い

。

各
種

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

し
、

体
制

を
確

保
す

る
。

防
災

訓
練

を
年

に
１

回
行

う
。

事
故

等
発

生
時

に
は

適
切

な
対

応
を

行
い

、
管

理
責

任
を

問
わ

れ
る

事
象

を
発

生
さ

せ
な

い
。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

【
総

合
評

価
】

【
指

定
管

理
者

評
価

部
会

の
意

見
】

①
関

係
法

令
(地

方
自

治
法

、
労

働
関

係
法

令
、

通
則

条
例

、
設

置
条

例
等

)が
遵

守
さ

れ
て

い
る

か
。

②
施

設
の

利
用

者
の

個
人

情
報

を
保

護
す

る
た

め
の

対
策

が
適

切
に

実
施

さ
れ

て
い

る
か

。

【
評

価
の

理
由

】
　

事
故

は
発

生
し
て
い
な
い
。

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
不

適
切

な
取

扱
い
が
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。

事
故

は
発

生
し
て
い
な
い
。

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整

備
し
て
お
り
体

制
を
定

義
し
て
い
る
。

③
利

用
者

が
平

等
に

利
用

で
き

る
よ

う
配

慮
さ

れ
て

い
た

か
。

④
施

設
の

管
理

運
営

（
指

定
管

理
業

務
）
に

係
る

収
支

の
内

容
に

不
適

切
な

点
は

な
い

か
。

⑤
管

理
物

件
の

修
繕

や
日

常
の

事
故

防
止

な
ど

の
安

全
対

策
が

適
切

に
実

施
さ

れ
て

い
た

か
。

⑥
防

犯
や

事
故

等
の

危
機

管
理

体
制

、
防

災
士

の
配

置
な

ど
、

防
災

に
係

る
体

制
が

適
切

で
あ

っ
た

か
。

⑦
防

災
に

関
す

る
研

修
・
訓

練
が

効
果

的
に

実
施

さ
れ

て
い

た
か

。

※
今

後
の

管
理

運
営

に
向

け
て

の
意

見
等

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

個
人

情
報

漏
洩

等
の
イ
ン
シ
デ
ン
トは

発
生

し
て
い
な
い
。

特
定

の
個

人
団

体
を
排

除
し
て
い
な
い

。

〔
今
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１．施設名等

所在地

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

２．指定管理者および県の所管部課（窓口）

名　  称

所在地

指定期間

３．施設の概要

４．目標指標の達成状況

５．施設の利用状況

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

○○年度

○○年度

○○年度

○○年度

年度 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 累計

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

指定管理者制度導入施設の運営状況（令和○○年度）

施設名

○○年度

目標数値 実績 達成率（％）

閉館日

県の所管部課
（局・室）

○○○○部 ○○○○○○課
TEL：

令和○○年○月○日～○○年○月○○日

○○年度

○○年度

○○年度

利用者数（人）

指定管理者

設置年月日

設置根拠

設置目的

事業内容

施設内容

使用料等

指標 年度
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６．利用者満足度調査等の実施状況

実施方法

実施結果

７．サービス向上に係る主な取組内容

８．管理に係る収支の状況 （単位：千円）

利用者等からの主な意見・要望・苦情 左の対応状況

○○年度 ○○年度 ○○年度 ○○年度

サービス提
供体制の

強化

利用料金

収入額（Ａ） 0 0 0 0

内

訳

県からの委託料

自主事業収入

維持管理費

支出額（Ｂ） 0 0 0 0

0

利用者満足度
調査

収支差額（Ａ－Ｂ）

内

訳

人件費

その他（○○、○○）

自主事業費

その他（○○、○○）

事業費

事業収入

イベント等
の充実

0 0 0
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９．施設使用料等の収入状況

年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

○○年度

○○年度

○○年度

○○年度

年度 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 累計

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

○○年度 0

１０．指定管理者の管理体制

正規職員 パート 嘱託 他社から派遣 臨時職員 その他 合計

１１．適正な管理運営に係る主な取組内容

職員数
(R○.4.1)

職員の資
質・能力の

向上

施設管理体制

利用料金（千円）

安全対策
等

防災に関す
る研修・訓

練
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○地方自治法（抄）

昭和22年法律第67号

（公の施設）

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供

するための施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。

２ 普通地方公共団体（次条第 3 項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、

正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱い

をしてはならない。

（公の施設の設置、管理及び廃止）

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあ

るものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めな

ければならない。

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なも

のについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとする

ときは、議会において出席議員の 3 分の 2 以上の者の同意を得なければならない。

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認

めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共

団体が指定するもの（以下本条及び第 244 条の 4 において「指定管理者」という。）に、

当該公の施設の管理を行わせることができる。

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の

範囲その他必要な事項を定めるものとする。

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普

通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書

を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利

用に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として収

受させることができる。

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の

定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者

は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければなら

ない。

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を

期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、

実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者
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による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期

間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

（公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求）

第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長以外の機関（指定管理者を含む。）がした

公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が

当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してす

るものとする。

２ 普通地方公共団体の長は、公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請

求があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

３ 議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければな

らない。
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○大分県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成16年条例第52号

（趣旨）

第一条 この条例は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法（昭

和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。）第二百四十四条の二第三項に規

定する公の施設の指定管理者（以下「指定管理者」という。）の指定の手続等に関

し、必要な事項を定めるものとする。

（公募）

第二条 知事又は教育委員会（以下「知事等」という。）は、指定管理者に公の施設

の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を公告して、指定管理者の指定

を受けようとする法人その他の団体（以下「団体」という。）を公募しなければな

らない。

一 施設の概要

二 申請者の資格

三 申請を受け付ける期間

四 選定の方法及び基準

五 指定管理者に管理を行わせる期間

六 その他知事等が別に定める事項

（指定管理者の指定の申請）

第三条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則又は教育委員会規則（以下

「規則等」という。）で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、知事等に申請

しなければならない。

一 指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書

二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その

他団体の財務状況を明らかにする書類

三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務

内容を明らかにする書類

四 その他規則等で定める書類

（審査及び選定)

第四条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総

合的に審査を行い、指定管理者の候補者（以下「指定管理候補者」という。）とし

て最も適当と認める団体を選定するものとする。

一 県民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が図られるものであ

ること。

二 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係
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る経費の縮減が図られるものであること。

三 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有しているものであること。

四 その他公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要であるとして知事

等が別に定める基準

（指定管理候補者の選定の特例）

第五条 知事等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前三条に規定する手続に

よらず、前条に掲げる基準を満たすものと認める団体を指定管理候補者として選定

することができる。

一 第三条の規定による申請がなかったとき、又は前条の審査を行った結果指定管

理候補者となるべき団体がなかったとき。

二 指定管理候補者として選定した団体を指定管理者として指定することが不可能

となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき、法第二百四十四条の

二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、その他施設管理上

緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。

三 公の施設の設置目的及び業務の性質等から特定の団体に管理させることが、当

該公の施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。

四 その他規則等で定めるとき。

２ 知事等は、前項の規定により指定管理候補者を選定する場合には、当該団体に対

し、第三条に規定する書類の提出を求めるものとする。

（指定等の告示）

第六条 知事等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければなら

ない。

２ 前項の規定は、法第二百四十四条の二第十一項の規定により、指定管理者の指定

を取り消し、又は期間を定めて指定管理者による管理の業務の全部若しくは一部の

停止を命じた場合に準用する。

（協定の締結）

第七条 知事等は、指定管理者の指定を行ったときは、当該指定管理者と公の施設の

管理に関し、次に掲げる事項について、協定を締結するものとする。

一 管理に係る業務の内容に関する事項

二 県が支払うべき管理費用に関する事項

三 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

四 その他規則等で定める事項

（事業報告書の作成及び提出）

第八条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内で知事等が別に定める日までに、当該
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指定管理者が管理する公の施設に関し、規則等で定める事項を記載した事業報告書

を作成し、知事等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第二

百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取り

消された日から一月以内で知事等が別に定める日までに、当該日までの事業報告書

を作成し、知事等に提出しなければならない。

（損害賠償）

第九条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は公の施設の設

備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは

滅失によって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事等が特別の

事情があると認めるときは、この限りでない。

（秘密保持義務等）

第十条 指定管理者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該指定管理

者に係る公の施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に

使用してはならない。

（委任）

第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事

等が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（大分県外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正）

２ 大分県外部監査契約に基づく監査に関する条例（平成十一年大分県条例第一号）

の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略
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○大分県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成16年規則第78号

（趣旨）

第一条 この規則は、大分県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平

成十六年大分県条例第五十二号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。

（申請書）

第二条 条例第三条の規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書（様式第１号）

とする。

（申請に必要な書類）

第三条 条例第三条第四号の規則等定める書類は、次に掲げるものとする。

一 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

二 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

三 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類（従業員を雇用していな

い事業者は除く。）

四 納税証明書

イ 消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書

ロ 県税（県税が課されていない者で県外に主たる事務所を有するものにあって

は、主たる事務所の所在地の都道府県税を含む。）について未納がないことの

証明書

五 その他知事が必要と認める書類

（協定事項）

第四条 条例第七条第四号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 条例第三条第一号の事業計画書に記載された事項

二 事業報告書に関する事項

三 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

四 指定管理者の損害賠償に関する事項

五 管理の業務に係る情報公開に関する事項

六 その他協議により必要と認める事項

（事業報告書の記載事項）

第五条 条例第八条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 公の施設の管理の業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項

二 公の施設に係る使用料又は当該公の施設の利用に係る料金の収入の実績に関す

る事項

－122－



三 前号に掲げるもののほか、公の施設の管理の業務に係る経理の状況に関する事

項

四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

（変更事項の届出）

第六条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があった

ときは、指定管理者変更事項届出書（第２号様式）により、速やかにその旨を知事

に届け出なければならない。

（委任）

第七条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し

必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。
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第1号様式(第2条関係) 

指 定 管 理 者 指 定 申 請 書 

年  月  日 

 大分県知事    殿 

主たる事務所の所在地            

申請者 名 称            

代 表 者 氏 名          印 

 大分県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第3条の規定により、次の公

の施設について、指定管理者の指定を受けたいので申請します。 

  公の施設の名称 

 (添付書類) 

  1 指定を受けようとする公の施設の管理に関する事業計画書 

  2 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他

団体の財務状況を明らかにする書類 

  3 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務内

容を明らかにする書類 

  4 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

  5 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本 

  6 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していない

事業者は除く。) 

  7 納税証明書 

   イ 消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書 

   ロ 県税(県税が課されていない者で県外に主たる事務所を有するものにあって

は、主たる事務所の所在地の都道府県税を含む。)について未納がないことの証

明書 

  8 その他知事が必要と認める書類 
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第2号様式(第6条関係) 

指定管理者変更事項届出書 

年  月  日 

 大分県知事    殿 

主たる事務所の所在地            

届出者 名 称            

代 表 者 氏 名          印 

 大分県公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第6条の規定によ

り、次のとおり届け出ます。 

公 の 施 設 の 名 称   

変更の内容

事 項 変 更 前 変 更 後 

名 称     

主たる事務所

の 所 在 地
    

代 表 者     

変 更 年 月 日     

 注 1 登記簿謄本等変更を証する書類を添付してください。 

   2 変更事項以外の記載欄には、斜線を付してください。 

－125－



平成２０年６月２４日

平成２０年大分県訓令乙行企第４９２号

知事部局

指定管理候補者の選定過程における職員の規律に関する規程を次のとおり定める。

指定管理候補者の選定過程における職員の規律に関する規程

（目的）

第１条 この規程は、指定管理候補者を選定する過程において、県職員が遵守すべき事項を

定め、適正な選定の必要性を職員に認識させるとともに、透明かつ公平な選定を行うこと

により、公務に対する県民の信頼を確保することを目的とする。

（用語の定義）

第２条 この規程において、「職員」とは、知事部局の一般職の県職員をいう。

２ この規程において、「外部」とは、職務上関係する職員及び指定管理候補者選定委員会

の外部有識者委員以外の全ての者を指すものとする。

３ この規程において、「選定に関して秘密となる事項」とは、選定に関する全ての事項の

うち、外部に公表することにより、選定過程の透明性、公平性に支障を及ぼすものをいう。

（対象となる事項）

第３条 指定管理候補者の選定に関して秘密となる事項に係る守秘義務違反、外部への

便宜供与その他指定管理候補者の選定において公平・適正を欠く行為を対象とする。

（全職員に共通する事項）

第４条 指定管理候補者の選定に関して、全ての職員は、次の事項を遵守しなければならな

い。

（１）恣意的な選定に加担してはならない。

（２）申請の状況や申請内容などの選定に関して秘密となる事項を外部に漏らしてはならな

い。

（３）審査選定における高い評価を受けることを目的として、申請書類作成上の有利な情報

及び意見の特別な提供を求められた場合において、その求めに応じてはならない。

（４）募集内容に関し、他の申請者等に対して提供された又は提供されようとする情報と異

なる情報の特別な提供を行ってはならない。

（５）（１）～（４）のほかに、特定の申請者等に対する便宜の供与と認められる行為を行

ってはならない。

（応募を予定している団体の役職員である職員に関する事項）

第５条 応募を予定している団体の役員（法人の理事及び監事をいう。）又は職員である職

員は、県職員としての立場において前条の規定を遵守するほか、指定管理者への応募予定

団体の役職員としての立場を併せ持つことを十分に認識して慎重に行動しなければならな

い。

２ 自らが役員又は職員（以下「役職員」という。）を務める団体の便宜を図るため、職務

上知り得た選定に関して秘密となる事項を外部に漏らしてはならない。

３ 自らが役職員を務める団体が、審査・選定における高い評価を受けられるよう、所管

課担当職員等に対して申請書類作成上の有利な情報及び意見の特別な提供を求めてはなら

ない。

４ 自らが役職員を務める団体の便宜を図るために、募集内容に関し、他の申請者等に対
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して提供された又は提供されようとする情報と異なる情報の特別な提供を求めてはならな

い。

５ 選定に関して、選定委員会委員及び指定管理候補者の選定に係る事務に従事する職員等

と接触してはならない（ただし、県職員として職務上必要な指示及び報告等を行う場合を

除く。）。

（応募を予定している団体に業務援助のため派遣されている職員に関する事項）

第６条 応募を予定している団体に業務援助のため派遣されている職員は、県職員としての

立場において第４条の規定を遵守するほか、指定管理者への応募予定団体の職員としての

立場を併せ持つことを十分に認識し、慎重に行動しなければならない。

２ 自らが役職員を務める団体の便宜を図るため、職務上知り得た選定に関して秘密とな

る事項を外部に漏らしてはならない。

３ 自らが役職員を務める団体が、審査・選定における高い評価を受けられるよう、所管課

担当職員等に対して申請書類作成上の有利な情報及び意見の特別な提供を求めてはならな

い。

４ 自らが役職員を務める団体の便宜を図るために、募集内容に関し、他の申請者等に対

して提供された又は提供されようとする情報と異なる情報の特別な提供を求めてはならな

い。

５ 選定に関して、選定委員会委員及び指定管理候補者の選定に係る事務に従事する職員等

と接触してはならない（ただし、県職員として職務上必要な指示及び報告等を行う場合を

除く。）。

（指定管理候補者選定委員会の委員である職員に関する事項）

第７条 指定管理候補者選定委員会の委員である職員は、県職員としての立場において第４

条の規定を遵守するほか、選定に関する情報を直接得ることができる立場にあること及び

選定結果に強い影響を与えることのできる立場にあることを十分に認識して慎重に行動し

なければならない。

２ 恣意的な選定を行ってはならない。

３ 選定に関して、応募を予定している団体の役職員（応募を予定している団体の役員であ

る県職員を含む）と接触してはならない（ただし、県職員として職務上必要な指示及び報

告等を行う場合を除く。）。

４ 選定委員会において、特定の団体に有利な内容にするための発言・採点等を行うよう求

められた場合、その求めに応じてはならない。

（指定管理候補者の選定に係る事務に従事する職員に関する事項）

第８条 指定管理候補者選定委員会の事務局を務める施設所管課担当職員等の選定に係る事

務に従事する職員は、県職員としての立場において第４条の規定を遵守するほか、選定に

関する情報を得やすい立場にあることを十分に認識して慎重に行動しなければならない。

２ 応募が想定される公社等外郭団体に対して指導監督を行う立場にある施設所管課担当職

員にあっては、団体への指導と便宜の供与とを混同してはならないことを十分に認識し、

慎重に行動しなければならない。

３ 選定に関して、応募を予定している団体の役職員（応募を予定している団体の役員であ

る県職員を含む）と接触してはならない（ただし、県職員として職務上必要な指示及び報

告等を行う場合を除く。）。

（他の情報提供との関係）

第９条 募集要項、現地説明会、質問回答の機会等を通じた、応募予定者の検討に資する情

報の提供にあたっては、公平を損なわないよう十分留意しつつ、積極的に行わなければな

らない。

２ 指定管理候補者決定後においては、選定過程の透明性を明らかにするため、選定結果に
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ついて公表しなければならない。

（違反への対応）

第１０条 職員が規程に違反する行為を行ったと認められる場合は、その違反の程度に応じ、

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２９条の規定に基づく懲戒処分等の人事管

理上必要な措置を講じるものとする。

２ 職員は、前項の行為が地方公務員法第３４条に規定する守秘義務違反に該当する場合は、

同法第６０条に規定する罰則（１年以下の懲役又は３万円以下の罰金）の適用の対象とな

ることに十分留意しなければならない。

附則

この訓令は、平成２０年６月２４日から施行する。

平成１７年大分県訓令乙行企第２０７０号は廃止する。
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○大分県情報公開条例（抄） 

平成 12 年条例第 47 号

（指定管理者の情報公開の推進）

第三十条の二 指定管理者(県が地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により指定

した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有

する公の施設の管理に関する情報の公開に努めるものとする。

２ 実施機関は、指定管理者の保有する公の施設の管理に関する情報の公開が推進される

よう必要な措置を講じなければならない。

○大分県外部監査契約に基づく監査に関する条例（抄） 

平成 11 年条例第 1 号

(包括外部監査契約に基づく監査) 
第二条 法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人は、必要があると認めると

きは、次に掲げるものについて監査することができる。

一～四 （略）

五 県が法第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているもの

の出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの

(個別外部監査契約に基づく監査) 
第三条 （略）

２～３ （略）

４ 知事は、前条各号に掲げるものについて法第百九十九条第七項の要求をする場合にお

いて、併せて当該要求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基

づく監査によることを求めることができる。

５ （略）
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○大分県事務決裁規程（抄） 

昭和 43 年訓令甲第 11 号 

(知事及び会計管理者の共通事項に関する決裁事項) 

第三条 知事の権限に属する事務のうち本庁における共通事項に関する決裁事項は、別

表第一の知事の欄に掲げるとおりとする。 

２ （略） 

 (本庁の部長等の共通事項に関する専決事項) 

第四条 知事の権限に属する事務のうち本庁の部長(会計管理局長を含む。以下同じ。)、

課長、局長、所長及び室長並びに班総括(班を置かない場合にあつては課長、局長、

所長及び室長の指定する者を含む。第三項及び第五条の二第一項において同じ。)の

所掌事務であつて本庁における共通事項に関する専決事項は、別表第一のそれぞれの

欄に掲げるとおりとする。 

２ （略） 

３ 前二項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、知事の指定する職員が班総括

の事務を専決することができるものとする。 

別表第一(第三条、第四条関係)本庁における共通事項 

一 知事の権限に属する事務の決裁事項

項目 知事 部長 課長､局長､所長及び室長 班総括

三 条例、規則、

告示及び訓令

の制定改廃に

関する事務

一 条例、規則、規

約及び重要な訓

令又は告示の制

定改廃を行なう

こと。

一 訓令又は法規

的性質をもつ告

示の制定改廃を

行なうこと。

一 軽易又は定例的な

事項の告示、公告、公

表その他の公示を行

なうこと。

八 指定管理者

の指定等に関

する事務

この項中地

方自治法(昭和

二十二年法律

第六十七号)を

「法」、大分県

公の施設の指

定管理者の指

定の手続等に

関する条例(平

成十六年大分

県条例第五十

二号)を「条

例」、大分県公

の施設の指定

管理者の指定

の手続等に関

する条例施行

規則(平成十六

年大分県規則

第七十八号)を

「規則」とい

う。

一 法第二百四十

四条の二第三項

の規定に基づき、

公の施設の管理

を行わせる法人

その他の団体を

指定すること。

二 法第二百四十

四条の二第十一

項の規定に基づ

き、指定管理者の

指定を取り消し、

又は期間を定め

て管理の業務の

全部若しくは一

部の停止を命ず

ること。

一 法第二百四十

四条の二第九項

の規定に基づ

き、利用料金に

ついて承認をす

ること。

二 条例第四条の

規定に基づき、

指定管理候補者

を選定するこ

と。

三 条例第四条第

四号に基づき、

選定の基準を定

めること。

一 法第二百四十四条

の二第十項の規定に

基づき、指定管理者に

対して、管理の業務又

は経理の状況に関し

報告を求め、実地につ

いて調査し、又は必要

な指示をすること。

二 条例第三条の規定

に基づき、指定管理者

の指定を受けようと

する団体から提出の

あった申請書を受理

すること。

三 条例第八条の規定

に基づき、指定管理者

の事業報告書を受理

すること。

一 条例第五条第二項の

規定に基づき、条例第

三条に規定する申請書

類の提出を求めるこ

と。

二 条例第八条の規定に

基づき、事業報告書の

提出期限を定めるこ

と。

三 規則第三条第五号の

規定に基づき、同条第

一号から第四号までに

掲げる書類以外に必要

と認められる書類を定

めること。

四 規則第四条の規定に

基づき、指定管理者と

の協議により必要と認

められる書類を定める

こと。

五 規則第五条第四号の

規定に基づき、同条第

一号から第三号までに

掲げる事項以外の事項

について定めること。
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六 規則第六条の規定に

基づき、指定管理者変

更事項届出書を受理す

ること。

五 事前決裁を必要とする契約等 (歳出 )の決裁事項

項目 知事の権限に属する事務 会計管理者の権限に属する事務

(事前審査)

知事 部長 課長及び

局長

班総括 会計管理

者

会計管理

局長

室長

委託料 実施の決定

(その他 )
設計金

額 一

億円以

上

設計金

額 一、

〇〇〇

万円以

上一億

円未満

設計金

額 一、

〇〇〇

万円未

満

― ― ― ―

六 支出負担行為の決裁事項

項目 知事の権限に属する事務 会計管理者の権限に属する事務

(事前審査)

知事 部長 課長及び

局長

班総括 会計管理

者

会計管理

局長

室長

委託料 その他 － －全額 ―一億円以

上

一、〇〇〇

万円以上

一億円未

満

一〇〇万

円以上一、

〇〇〇万

円未満
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